
輝
く
未
来
を
創
造
す
る

関
西
の
中
央
都
市 
高
槻

第6次高槻市総合計画

第
６
次
高
槻
市
総
合
計
画

令和３（2021）年度ー令和12（2030）年度

高
槻
市



　私たちのまち高槻は、北摂山系の美しい山並みや淀川、

芥川などの豊かな水とみどりに恵まれ、先人の英知と努力に

よって、豊かな歴史と文化を育み、大阪・京都間の拠点とし

て発展を続けてきました。

　しかしながら、今日、国全体の状況と同様に少子高齢化の

進行が続いており、さらに、昭和 40 年代に住宅都市として、

全国的にもまれにみる人口急増を経験した本市は当時整備し

た公共施設の老朽化などの課題を抱えています。

　また、近年、相次いで発生した自然災害では、本市も大きな被害を受けました。大規模

地震や、地球温暖化に伴う気候変動による水害・土砂災害はいつどこでも起こり得るもので

あり、今後も災害に強く強靱なまちづくりを絶えず進めていく必要があります。さらに、世

界的規模のパンデミックとなった新型コロナウイルス感染症は、日常生活に大きな影響を与

えており、このような新興感染症の流行時においても、安全・安心な市民生活を守ることが

求められています。

　このような中で、この度、令和 12（2030）年度を目標年次とする第 6 次高槻市総合計

画を策定いたしました。

　本計画では、本市が抱える様々な課題を克服し、持続的な成長を次代につなげて市民福

祉の更なる向上を図るため、基本構想において、まちづくりの目標となる 8 つの将来の都

市像を掲げております。「輝く未来を創造する　関西の中央都市　高槻」をまちづくりの合

言葉に、市民・事業者等とともにこれらの都市像の実現に向け、全力で取り組んでまいりま

すので、皆様におかれましては、今後ともより一層のご理解とご協力を賜りますようよろしく

お願い申し上げます。

　結びに、本計画の策定に当たり、新型コロナウイルス感染症による影響が広がる中にも

かかわらず、ご尽力を賜りました総合計画審議会委員の皆様を始め、貴重なご意見を頂き

ました市民の皆様、関係者の皆様に心から感謝を申し上げます。

　令和３年２月

高槻市長　濱田　剛史

輝く未来に向けて
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1 	 計画の名称
　本計画の名称は、「第 6 次高槻市総合計画」とします。

2 	 計画策定の趣旨
　本市では平成 22（2010）年度に「第 5 次高槻市総合計画（高槻市総合戦略プラン）」
を策定し、令和 2（2020）年度までを計画期間として、まちづくりを進めてきました。
　この間、少子高齢化の一層の進行や相次ぐ自然災害の発生など、本市を取り巻く状
況は変化しており、特に、昭和 40 年代に大阪・京都の住宅都市として、全国的にも
まれに見る人口急増を経験した本市は、今後、社会保障関係費等の増大や公共施設の
老朽化対策など、行財政面を始め、様々な課題に直面することが想定されます。
　このような状況の中で、持続的な成長を次代につなげていくため、引き続き、市民、
事業者等とともに魅力あるまちづくりを進めていくための中長期的な方向性を示す計
画として、第 6 次高槻市総合計画を策定するものです。

3 	 計画の概要
（1）計画の位置付け
　総合計画は、まちづくりの中長期的な方向性を示し、総合的かつ計画的な行財政運
営を行うためのビジョンとなる計画とします。また、各行政分野において策定される
個別の行政計画は総合計画に示す方向性と整合を図ることとします。
　なお、これまで総合計画（基本構想）については、議会の議決を経て策定すること
が義務付けられていましたが、平成 23（2011）年の地方自治法改正において、この
規定は削除され、基本構想の策定は市町村の判断に委ねられることとなりました。
　本市は、総合計画に掲げるまちづくりを市民の皆さんと共有し、ともにまちづくり
を進めていくため、基本構想については、令和元（2019）年に制定した高槻市総合計
画策定条例に基づき、地方自治法の改正前と同様に議会の議決を経て策定することと
しました。

（2）計画の構成
　総合計画は、基本構想及び基本計画の 2 層構造とします。基本構想では、まちづく
りの目標となる将来の都市像を示し、基本計画では、基本構想を踏まえ、本市のまち
づくりの方向性を示します。なお、計画期間中の行財政運営に当たっては、実施計画
により、基本計画で示された方向性に沿った取組の推進を図ります。

第１章	はじめに
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1   ＰＤＣＡサイクル：Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Action（改善）の 4 つの頭文字をとったもの。これら 4 つを主要な要素とする政策のマネジメント・サイ
クルをつなげていくことで、政策の改善や次の政策形成にいかしていく。

（3）計画の期間�

基本構想

基本計画

実施計画

第6次高槻市総合計画
（計画期間10年）　計画期間は令和 3（2021）

年度から令和 12（2030）年度
までの 10 年間とします。ただ
し、基本計画については、必
要に応じて見直しを行います。

4 	 策定に当たっての基本的な考え方
（1）行財政運営の基本となる計画
　限られた経営資源を戦略的に配分し、効果的なまちづくりを行うためには、経営資
源を配分した結果を確認し、状況に応じて配分の在り方を見直していくマネジメント
の仕組みが重要となります。
　本計画は、そのような Plan（計画）－ Do（実施）－ Check（評価）－ Action（改
善）のサイクル（ＰＤＣＡサイクル 1）に沿って進行管理を行い、効果的・効率的に取
組を推進する計画とします。

（2）各種の行政計画の基本となる計画
　本計画は、まちづくりの目標となる将来の都市像を示す「基本構想」と、本市のま
ちづくりの方向性を示す「基本計画」で構成する簡潔で分かりやすい計画とし、各行
政分野の施策の詳細については、各行政分野において策定される個別の行政計画に委
ねることとします。

（3）経営的な視点を持った計画
　本市の更なる発展のためには、魅力あるまちづくりに着実に取り組み、明るい未来
を創造していくことが必要です。一方、少子高齢化の進行などの社会環境により、厳
しい財政状況が想定されるため、将来にわたって持続可能な行財政運営を行っていく
ことが求められています。
　本計画は、これまで取り組んできた行財政改革大綱の考え方を踏まえ、「市民ニーズ
への対応（施策の実現）」と「健全財政の維持（財源等の確保）」を総合的かつ計画的
に推進するための計画とします。
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1 	 高槻市の概要
（1）位置・地勢
　本市は大阪府の北東部にあって、大阪と京都のほぼ中間に位置しています。北は北
摂山地に連なる山並みと丘陵、南は山間から流れ出る芥川・檜尾川などによって形成
された平野が広がり、琵琶湖から大阪湾に流れる淀川が市域の南の境になっています。
　市街地を南北に二分して JR 東海道本線と阪急京都線が並走し、さらに、南部では東
海道新幹線が、北部では丘陵地を名神高速道路、山間部を新名神高速道路が高槻ジャ
ンクション・インターチェンジを介し、東西に横断しています。

高槻市の位置・地勢

亀岡市
京都市

長岡京市

JR線

淀川

芥川 檜尾川

北摂山地

阪急線

新幹線

名神高速道路

新名神高速道路

茨木市

摂津市 寝屋川市

枚方市

八幡市高槻市

大山崎町
島本町

（2）市のあゆみ
　この地の人々の暮らしは、縄文・弥生の昔から連綿と営まれてきましたが、高槻（地
名の興りは「高月」）の名が史上に現れたのは、鎌倉時代から南北朝時代の頃でした。
　戦国時代になると、高槻の武士であった入江氏が城館を設け、後に高槻城主となっ
た和田惟

これまさ
政やキリシタン大名の高山右近が城と城下の整備を進めていきました。

　江戸時代に入り、慶安 2（1649）年に永井直
なおきよ

清が高槻藩主となって以後、幕末まで
永井氏が治め、土木・治水や文化顕彰に意を注ぎ、城下町も発展しました。明治 2（1869）
年 6 月、版籍奉還で最後の藩主永井直

なおまさ
諒は藩知事になりましたが、明治 4（1871）年

7 月に廃藩、同 11 月、府県改廃によって高槻県は大阪府に編入され、明治 7（1874）
年には城郭も破却されました。

第2章	計画策定の背景
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　明治 22（1889）年 4 月、町村制の施行により島上郡高槻村、上田部村が合併して
高槻村となり、明治 31（1898）年 10 月、近辺の村に先駆けて町制が施行され、高
槻町となりました。
　昭和 6（1931）年 1 月、三島郡高槻町・芥川町・清水村・磐手村及び大冠村の 5
町村が合併して新しい高槻町が成立しました。さらに、昭和 9（1934）年 9 月には如
是村を合併、人口の増加に加えて町勢は拡大し、昭和 18（1943）年 1 月、大阪府内
9 番目の市として市制（人口約 3 万 1,600 人、市域 64.3k㎡）を施行しました。そして、
昭和 23（1948）年 1 月には阿武野村、昭和 25（1950）年 11 月には五領村を合併し、
その後、工場の誘致、住宅等の建設により、田園都市から産業都市への発展の兆しを
見せました。その後、昭和 29（1954）年 2 月に市営バスが営業を開始するとともに、
昭和 30（1955）年 4 月には三箇牧村、昭和 31（1956）年 9 月には富田町、昭和
33（1958）年 4 月には京都府南桑田郡樫田村を合併し、現在の姿を整えました。

高槻市のあゆみ

樫田村
（京都府南桑田郡）
昭和33（1958）年合併

磐手村
昭和6（1931）年合併

五領村
昭和25（1950）年合併

高槻村
明治31（1898）年町制施行
昭和18（1943）年市制施行

大冠村
昭和6（1931）年合併

清水村
昭和6（1931）年合併

阿武野村
昭和23（1948）年合併

芥川町
昭和6（1931）年合併

如是村
昭和9（1934）年合併

富田町
昭和31（1956）年合併

三箇牧村
昭和30（1955）年合併

4
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　人口は昭和 35（1960）年頃から急増し、特に昭和 46（1971）年には、3 万 1,800
人も増加しました。これに伴い学校建設を中心とする公共施設の整備・拡充など行政
需要も増大し、財政は未曾有の危機に陥りました。その後、自主再建により赤字を解
消しつつ、国鉄（現 JR）高槻駅前地区市街地再開発事業などの都市の基礎となる骨組
みづくりに取り組んできました。
　昭和 44（1969）年に第 1 次総合計画を策定し、以降 5 次にわたる計画に基づき、
市民、事業者、行政が互いに役割と責任を分かち合い、協力しながら、まちづくりを
進め、都市機能の充実や市民福祉の向上を図ってきました。
　また、平成 15（2003）年 4 月には、中核市に移行し、大阪府から移譲された保健
所業務を始め、福祉や都市計画、環境などの分野の権限をいかした独自のまちづくり
を進めています。

2 	 高槻市の特長
（1）高い交通利便性
　本市は、古くは西国街道、淀川の水運、明治に至って現在の JR、昭和以降は国道
171 号、170 号や阪急電鉄などの交通網が整備され、京阪間の拠点として都市が形成
されてきました。
　現在では、JR 東海道本線の特急・新快速や阪急京都線の特急の停車駅が所在し、大阪・
京都とも約 15 分で結ばれている利便性の高い都市となっています。
　また、バスネットワークについては、市営バスが鉄道駅ターミナルから市内各地域
への放射状ネットワークを形成しており、市内のバス路線の大半を占めています。さ
らに、民間バス事業者が近隣市との地域間ネットワークを形成するとともに、高速バ
スが全国各地と結んでいます。
　加えて、平成 29（2017）年度には新名神高速道路の高槻ジャンクション・インター
チェンジが開通し、広域的な自動車ネットワークに直接つながることになり、より一層、
交通利便性が高まりました。

＜JR 高槻駅＞
ホームが新設され、全てのホームにホーム柵が設置
また、特急の停車も実現し、利便性が向上

5
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（2）豊かな水とみどり、歴史資源による良好な景観
　本市は、北部に北摂山系の山並みが連な
り、南部は淀川が形成した平地が広がる北
高南低の地勢にあって、芥川が北部山間か
ら南北に縦断して淀川に注ぐなど、水とみ
どりに囲まれた良好な市街地が形成されて
います。
　市北部のみどり豊かな森林は自然環境の
保全、生物生息空間の確保などの機能を保
持しつつ、市街地の背景として、市民に癒
しとやすらぎを提供しています。
　また、市域の農地は住宅や事業所などの多様な都市機能と共存しながら良好な環境
を形成しています。樫田地区・原地区などの北部山間の盆地では農地・里山が一体となっ
て、我が国の古き良きたたずまいを形成するとともに、南部の三箇牧地区・五領地区
などでは、農地による良好な風景も見られます。
　さらに、市域の南端を東西に流れる淀川、市域中央を南北に流れる芥川は水辺空間
や都市緑地を創出しています。

　一方、近畿地方最古級の弥生集落・安満遺跡や、継体大王の真の陵墓とされる今城
塚古墳 2、藤原鎌足の墓といわれる阿武山古墳、三好長慶の居城として知られる芥川山
城跡 3 などの貴重な歴史遺産が所在し、また、高槻城跡 4 周辺、富田寺内町、西国街道
沿いなどでは、現在の市街地につながる歴史と趣のあるまちなみが形成されています。
　本市はこれらの豊富な自然、数多くの歴史資源により、良好な景観が形成されてい
ます。

（3）良好な住環境
　本市は、交通利便性の高さや良好な景観
などを背景として、大阪・京都の住宅都市
として発展し、北部の丘陵地等におけるゆ
とりとうるおいのある住宅地や、市街地の
南部における都市的利便性の高い住宅地
等、魅力ある住環境が形成されています。

2 今城塚古墳：総長約 350 メートル・総幅約 360 メートルと淀川流域では最大級の前方後円墳。531 年に没した継体大王の真の陵墓と考えられている。
3   芥川山城跡：芥川山城は、北・西・南の山裾を芥川がめぐる天然の要害・三好山に築かれた戦国時代の山城で、現在でも城跡には堅土塁や土橋、虎口、石垣などの遺

構を見ることができる。天文 22（1553）年から三好長慶が城主となり、天下を治めた。
4   高槻城跡：城内町・野見町・大手町の一画を占めた城跡。永禄 12（1569）年に和田惟政が城としての基礎を固め、天正元（1573）年に高山右近が町屋を城内に取り

込み城郭を築き、江戸時代は北摂唯一の城郭として重要な役割を果たした。

＜歴史あるまちなみ＞
江戸時代から続く富田の酒蔵

＜ＪＲ高槻駅北東地区＞
商業・居住・文教・福祉等の機能が集積した複合市街地
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（4）商工業や学術機関の集積
　本市は、昭和 20 年代後半から電気・機械を中心とした企業の進出が始まり、幹線
道路沿いを中心として、食品加工・医薬などの業種が立地し、近年では工場跡地への
物流施設などの立地が見られます。
　また、JR 高槻駅・阪急高槻市駅周辺の中心市街地には、店舗、事業所などが集積し、
特に飲食・サービス業については大阪府内でも有数の集積を誇っています。
　さらに、昭和初期から大阪医科大学（現大阪医科薬科大学）や京都大学の研究施設
が立地し、その後、平安女学院大学、関西大学、大阪薬科大学（現大阪医科薬科大学）
が立地するなど、学術機関が集積しています。
　これらの学術機関は、公開講座などによる市民への知的資源の還元を行うとともに、
地域の課題解決に市や地域と協働して取り組むなどまちづくりにも貢献しています。

＜大阪医科薬科大学 本部キャンパス＞ ＜大阪医科薬科大学 阿武山キャンパス＞

＜関西大学 高槻キャンパス＞ ＜関西大学 高槻ミューズキャンパス＞

＜平安女学院大学 高槻キャンパス＞ ＜京都大学 阿武山観測所＞

7



総
合
計
画
の
策
定
に
つ
い
て

第
１
章		

は
じ
め
に

第
２
章		

計
画
策
定
の
背
景

総合計画の策定について

（5）充実した医療
　本市は、高度医療を担う特定機能病院 5 である大阪医科薬科大学病院を始め、基幹
的な役割を担う病院が多く所在しています。そのため、医療機関が連携し、日常の健
康管理から救急医療、高度医療までを一貫して提供することができています。
　主に軽症患者を診療する初期救急医療機関である高槻島本夜間休日応急診療所は、
高槻市医師会・高槻市歯科医師会・高槻市薬剤師会・大阪医科薬科大学等の関係機関
の協力を得て、市内医療機関の休診時間帯の急な発熱やけがに対応しています。特に、
同診療所では深夜も診療が受けられるため、子育て中の市民にとって心強いものとなっ
ています。
　また、入院や手術を要する患者に対応す
る多くの二次救急医療機関、重篤な救急患
者に対して高度な医療を総合的に提供する
三次救急医療機関が所在しており、さらに、
本市と大阪府三島救命救急センターが連携
し、救急車に医師が同乗する特別救急隊を
運用し、高度な救急業務を行うなど、救急
医療体制が充実しています。
　その結果、傷病者を市内の医療機関に搬
送する割合は全国的にも極めて高い水準を誇っています。
　このように、本市では関係機関の協力を得て、充実した地域医療の体制が整備され
るとともに、がん対策などの先進的な施策を展開しています。

傷病者の市内搬送率
（%）

（年）
0
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24
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25
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26
（2014）

27
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28
（2016）

29
（2017）

30
（2018）

令和元
（2019）

5   特定機能病院：高度の医療の提供、高度の医療技術の開発及び高度の医療に関する研修を実施する能力等を備えているとして、厚生労働大臣から承認された病院。

＜特別救急隊（ドクターカー）＞
医師が同乗して現場での治療が可能に
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（6）充実した子育て・教育環境
　本市は、安心して子どもを産み育てることができるよう、育児と仕事の両立をサポー
トできる体制づくりに力を注いできました。特に、保育環境の整備においては、認可
保育所等の定員増や分園の開所、既存認可保育所等の積極的な受入れの拡大などに取
り組み、「保育所等待機児童 6 ゼロ」（厚生労働省報告基準）を達成しました。
　また、本市は、子どもたちの豊かな学び・成長を促すために、質の高い充実した教
育環境を整えてきました。特に、一人ひとりの児童に丁寧な学習指導や生徒指導を行
うことを目的とした市立小学校全学年での 35 人学級編制を大阪府内で最初に実施し、
さらに、連携型小中一貫教育を全校区で実施しています。
　加えて、中学生の健やかな成長と保護者の子育てを支えるための全市立中学校での
栄養バランスがとれた完全給食の実施など、子どもたちが健やかに育つ環境が整備さ
れています。

＜高槻市立子育て総合支援センター
通称「カンガルーの森」プレイルーム＞

（7）活発な市民活動
　本市では、コミュニティ市民会議や地区コミュニティ組織により、コミュニティ活
動の推進が図られており、19 か所のコミュニティセンターでは自主運営が行われ、
13 か所の公民館を含めたこれらの拠点では活発なコミュニティ活動、生涯学習活動が
展開されています。
　また、文化団体やスポーツ団体が活発に活動するなど、市民による文化振興・スポー
ツ振興が図られるとともに、市民公益活動 7 サポートセンターやボランティア・市民活
動センターの活動により、市民公益活動やボランティア活動の推進が図られています。
　さらに、本市では市民が主体となって「高槻まつり 8」や「高槻ジャズストリート 9」、

「こいのぼりフェスタ 100010」などの大規模なイベントが実施されています。

6   待機児童：保育の必要性の認定がされ、特定教育・保育施設、または特定地域型保育事業の利用申込みがされているが、利用していない児童。
7   市民公益活動：ボランティア活動等、市民が行う非営利の自主的、主体的な社会貢献活動。
8   高槻まつり：昭和 45（1970）年から毎年 8 月に開催されている市民祭。毎年、15 万人以上の来場者が訪れている。
9   高槻ジャズストリート：「高槻を、音楽があふれる楽しいまちにしよう!」という思いから、平成 11（1999）年に始まった音楽イベント。全てがボランティアによって、企画・

運営されている。
10   こいのぼりフェスタ 1000：子どもたちが健やかに育つことを願って、高槻の都市シンボルとも言える芥川の河川愛護を目的に、平成 4（1992）年から開催されている

イベント。毎年 4 月下旬からゴールデンウイークにかけて、約 1,000 匹のこいのぼりを芥川桜堤公園で掲揚している。
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3 	 土地利用の状況
　土地利用は山林が市域の 47.6％、市街地が 28.6％、農地が 8.3％、普通緑地 11 が
5.3％、その他が 10.2％となっています。

11   普通緑地：都市計画基礎調査における用途区分の一つで、公園緑地、運動場・遊園地、学校、社寺敷地・公開庭園、墓地が含まれる。

＜高槻まつり＞ ＜高槻ジャズストリート＞

＜こいのぼりフェスタ 1000＞

普通緑地
5.3%

山林
47.6%

その他
10.2%

市街地
28.6%

農地
8.3%

（資料）国土交通省「都市計画基礎調査（平成 27 年）」を基に作成

土地利用の状況
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4 	 人口・財政の状況
（1）近年の人口推移
　我が国の人口は減少に転じ、国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば、今後
も人口の減少が続くことが予想されています。
　本市においても、平成 21（2009）年以降の人口の推移を住民基本台帳人口ベース
でみると、緩やかな減少傾向にあります。年齢階層別にみると、0 歳から 14 歳までの
年少人口は微減傾向となっており、15 歳から 64 歳までの生産年齢人口は約 2 万 4 千
人減少しています。また、65 歳以上の老年人口は、平成 21（2009）年以降の 10 年
間で約 2 万 2 千人増加しています。これは、いわゆる「団塊の世代 12」が 65 歳以上
となったことや、本市からの転出者の数が転入者の数を上回る社会減によるものと考
えられます。
　近年の出生数・死亡数の推移をみると、出生数については年により増減はあるものの、
長期的にみて減少傾向にあります。このため、高齢化の進行とあいまって、我が国全
体の傾向と同様に、平成 24（2012）年に出生数を死亡数が上回る自然減の状況に転
じています。
　また、近年の転入数・転出数の動向をみると、転入数・転出数とも減少傾向にあり、
5 歳から 19 歳までの世代で転入超過が見られるものの、市全体では、転出数が転入数
を上回る社会減の状況にあります。
　少子高齢化・人口減少が進むと、税収の減少や福祉に関する費用である扶助費の増
加が想定されるため、今後も市民の暮らしを支える行政サービスを維持していくため
には、社会の担い手である「働く世代」に選ばれるまちであることが必要です。そこ
で本市では、「子育て」、「教育」を始めとした定住促進につながる施策の充実に力を注
いできました。今後も、住みやすいと思われるまちづくりを進めていく必要があります。

（2）将来の人口推計
　本計画の目標年度である令和 12（2030）年時点における本市の将来推計人口は、
国立社会保障・人口問題研究所が公表している資料では、323,781 人と推計されてい
ます。
　また、この推計を用い、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部が作成したデータでは、
今後、社会動態 13 をゼロと仮定した場合、令和 12（2030）年時点における推計人口
は 328,605 人と推計されています。

12   団塊の世代：昭和 22（1947）年から昭和 24（1949）年までの「第１次ベビーブーム」に生まれた世代のこと。
13   社会動態：一定期間における転入、転出に伴う人口の動きのこと。

11



総
合
計
画
の
策
定
に
つ
い
て

第
１
章		

は
じ
め
に

第
２
章		

計
画
策
定
の
背
景

総合計画の策定について

人口推移・将来人口推計
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（資料）  実績値は総務省「国勢調査」（総数には年齢不詳分を含む）による。推計値は、国立社会保障・人口問題研
究所「日本の地域別将来推計人口（平成 30 年推計）」を基に、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部が作成
した「人口動向分析・将来人口推計のための基礎データ等（令和元年 6 月版）」を用いて作成（社会動態は
ゼロと仮定）。

（3）財政の状況
　本市は、全国に先駆け、昭和 61（1986）年に行財政改革大綱を策定し、以降、全
9次にわたる行財政改革大綱実施計画に基づき、行財政改革の取組を推進してきました。
　歳出の削減努力を積み重ねてきた結果として、今日の健全な財政が堅持されている
ことは、これまでの行財政改革における大きな成果と捉えています。
　そのような中、本市の平成 27（2015）年度から令和元（2019）年度までの決算
では、基幹収入である市税はやや増加しているものの、高齢化の進行等により扶助費
はそれを上回る割合で増加していることなどから、財政の弾力性を示す経常収支比率 14

は、上昇傾向となっており、少しずつ財政の硬直化が進んでいます。
　また、市債現在高は、市債の発行抑制に努めた結果、減少していますが、積立金現
在高は、平成 30（2018）年度において、大阪府北部地震や台風第 21 号などの災害
対応とともに、ごみ処理施設の更新に多くの費用を要したため、平成 27（2015）年
度と比べ、減少しています。
　こうした厳しい状況においても、本市は輝く未来の実現に向けて、持続的な成長へ
つなげるため、平成 29（2017）年 9 月に「『高槻市みらいのための経営革新』に向
けた改革方針 15」を策定し、歳入改革・歳出改革を始めとした改革に取り組んでいる
ところであり、引き続き、健全財政を堅持していくための取組を進める必要があります。

14   経常収支比率：毎年度経常的な一般財源のうち、人件費、公債費などの毎年度経常的に支出される経費に充当されたものが占める割合。財政の硬直度を表す。
15 「高槻市みらいのための経営革新」に向けた改革方針：人口減少による市税収入の減少、超高齢化による社会保障関係費の増大が想定される中で、将来にわたって持続

可能な行財政運営を進めていくため、市政運営の在り方を見直していこうとする方針。
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（4）財政の見通し
　本市の税構造上、個人市民税と固定資産税が大きな柱となっており、法人市民税の
占める割合が少ないことから、景気に大きく影響されない強みはあるものの、少子高
齢化の進行等により、生産年齢人口の減少が予想され、市税の大幅な増加は見込めな
い状況です。
　一方、歳出においては、更なる高齢化の進行による社会保障関係費等の増加に加え、
本市の人口急増期に整備した多くの公共施設の大規模改修・更新等の対応など、様々
な財政需要の増加が見込まれ、厳しい財政状況は今後も続くことが予想されます。

歳入の推移
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市債現在高と積立金現在高の推移
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5 	 高槻市を取り巻く社会環境と課題
（1）人口減少と少子高齢化の進行
　平成 20（2008）年をピークとして我が国の総人口は長期の減少過程に入り、令和
35（2053）年には 1 億人を割り込むことが予測され、人口構造については年少人口
が年々減少する一方で、65 歳以上の老年人口の増加は続いています。
　本市においても、同様の状況にあり、人口減少と少子高齢化の進行による消費の縮
小や税収の減少など、市域全体の経済の縮小に加え、地域活動の担い手の減少や空家
の増加など、地域活力の低下が懸念されます。
　国は人口減少や東京圏への過度の人口集中に歯止めをかけるため、平成 26（2014）
年に「まち・ひと・しごと創生法」を制定し、本市においても、平成 28（2016）年
に「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定しました。引き続き、結婚・出産・子
育てをしやすい環境の整備や安心して暮らすことができるまちづくりなど、地方創生
の推進に資する取組が求められています。
　高齢化への対応としては、増加が見込まれる介護や生活支援などへの対応とともに、
高齢者ができる限り長く元気で、就業の場や地域社会において活躍できる環境づくり
が求められており、健康増進・社会参加の機会を通じて、生きがい、健康維持、孤立
防止等につなげることが重要です。
　さらに、単身世帯や夫婦のみ世帯が増加傾向にあるほか、共働き世帯の増加や、晩
婚化 16・未婚化の進行など、ライフスタイルや価値観の多様化を踏まえ、各種の施策
を推進する必要があります。

16   晩婚化：結婚する年齢が高くなること。日本人の平均初婚年齢は平成 24（2012）年で夫が 30.8 歳、妻が 29.2 歳であり、昭和 25（1950）年から夫 4.9 歳、妻 6.2
歳の上昇、昭和 55（1980）年と比較しても、夫が 3.0 歳、妻は 4.0 歳、平均初婚年齢が上昇している。
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（2）自然災害の増加と感染症の流行
　我が国は、自然的条件から、台風、地震が発生しやすい国土となっており、近年、
特に甚大な被害をもたらす大規模な災害が相次いでいます。
　今後も、地球温暖化による気候変動に伴う台風や集中豪雨の増加、また、南海トラ
フ巨大地震 17 や直下型地震 18 の発生が危惧されており、これまで以上に大きな災害に
も対処できる災害に強い、強靱なまちづくりが求められています。
　一方、災害対策を行政による「公助」だけで行うことには限界があり、特に発災時
には自分の命は自分で守る「自助」や、近所や地域でお互いに助け合う「共助」が大
変重要です。市民の防災意識の向上を図り、一人ひとりが災害への備えを行った上で、
地域全体で防災活動に取り組んでいくことが求められます。
　また、令和元（2019）年度に発生した新型コロナウイルス感染症は、世界的規模の
パンデミックとなり、様々な社会・経済的影響を引き起こしており、我が国において
も初めて緊急事態宣言 19 が発出されるなど、日常生活に大きな影響を与えています。
このような新興感染症 20 については、早期収束に取り組むとともに、社会経済活動を
維持しながら、感染拡大防止に取り組むことが求められます。

近年発生した災害
平成16年10月 台風第23号（全国）

平成23年11月～平成24年3月 平成23年の大雪等

平成30年9月 平成30年北海道胆振東部地震

平成12年3月～平成13年6月 有珠山噴火

平成20年6月 平成20年岩手・宮城内陸地震

平成23年3月 東日本大震災

令和元年10月 令和元年東日本台風

平成25年11月～平成26年3月 平成25年の大雪等

平成12年6月～平成17年3月 三宅島噴火及び新島・神津島近海地震

平成30年6月 大阪府北部地震

平成30年9月 平成30年台風第21号

平成23年8月～平成23年9月 平成23年台風第12号

平成30年6月～平成30年7月 平成30年7月豪雨

平成24年11月～平成25年3月 平成24年の大雪等

平成16年10月 平成16年新潟県中越地震

平成17年12月～平成18年3月 平成18年豪雪

平成26年9月 平成26年御嶽山噴火

平成19年7月 平成19年新潟県中越沖地震

平成22年12月～平成23年3月 雪害

平成7年1月 阪神・淡路大震災

平成26年8月 平成26年8月 豪雨（広島土砂災害）

平成28年4月 熊本地震

（資料）内閣府「令和 2 年版防災白書」を基に作成

17   南海トラフ巨大地震：駿河湾から日向灘沖にかけてのプレート境界を震源として繰り返し発生してきた大規模地震。南海トラフ地震が発生すると、太平洋沿岸の広い範囲
で強い震度となるとともに、大津波の襲来が想定されている。

18   直下型地震：都市部などの直下で発生する地震で、大きな被害をもたらすものを指す。
19   緊急事態宣言：改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、内閣総理大臣が発令する宣言。内閣総理大臣が区域や期間を公示し、対象となった都道府県の知

事は、住民に対し、外出自粛要請や、人が集まる施設の使用の制限、仮設病院を設置するための土地収用等が可能となる。
20   新興感染症：最近新しく認知され、局地的にあるいは国際的に公衆衛生上の問題となる感染症。
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（3）子育て、教育環境の変化
　少子高齢・人口減少社会にある我が国において、未来を担う全ての子どもたちが尊
重され、いきいきと暮らせる環境づくりを行っていくことは重要です。また、核家族
化 21 に加え、両親ともに働く世帯が主流となっており、安心して子どもを預けられる
環境整備が一層求められています。このような状況を受け、国においては、子ども・
子育て支援新制度 22 の施行や令和元（2019）年 10 月から始まった幼児教育・保育の
無償化などの対策がなされており、出生率の向上に向け、今後、一層子育て支援が充
実していくことが見込まれます。
　一方で、いじめ、不登校児童生徒の増加といった子どもを取り巻く課題への対応の
ほか、虐待、貧困の増加など子どもを育てる家庭における課題への対応、子どもや家
庭を支える地域力の強化などが求められています。

（4）情報社会の進展
　近年、スマートフォンを始めとした ICT23 機器の急速な普及に伴って、子どもから
高齢者まで幅広くインターネットが利用されるようになりました。これを受け、行政
は市民の利便性の向上や行政運営の簡素化・効率化を一層図るため、電子申請やペー
パーレス化など、デジタル化の推進が求められています。また、データの利活用を促
進し、経済成長やイノベーションにつなげていくための仕組みを整えていくことが求
められています。さらに、今後、マイナンバーカードの普及により、市民の利便性の
向上や行政事務の効率化が期待されています。
　一方で、サイバー犯罪 24、個人情報の流出などの問題に加え、子どもたちが SNS25

等を利用することで生じる課題も指摘されており、情報セキュリティの強化、情報漏
洩の対策、情報モラル教育の充実などが求められています。

21   核家族化：夫婦のみの世帯、夫婦と子どもの世帯、男親と子どもの世帯及び女親と子どもの世帯である核家族世帯が増加すること。
22   子ども・子育て支援新制度：幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めていくためにつくられた制度。
23   ICT：Information and Communication Technology の略で、情報通信技術を表す言葉。日本では IT（Information Technology）が同義で使われているが、 

IT に「Communication（コミュニケーション）」を加えた ICT の方が、国際的には定着している。
24   サイバー犯罪：インターネット等の高度情報通信ネットワークを利用した犯罪やコンピュータ又は電磁的記録を対象とした犯罪等、情報技術を利用した犯罪。
25   SNS：Social Networking Service の略で、登録された利用者同士が交流できる Web サイトの会員制サービスのこと。最近では、会社や組織の広報としての利用も

増えている。
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（5）持続可能な社会 26 づくり
　平成 27（2015）年 9 月の国連総会において、持続可能な開発目標（SDGs ＝
Sustainable Development Goals）が全会一致で採択されました。SDGs は、「誰ひ
とり取り残さない（No one will be left behind）」社会の実現を目指すための国際目
標であり、環境の保護や貧困の撲滅、ジェンダーの平等などの包摂性のある 17 のゴー
ル・169 のターゲットを設定しています。また、前身のミレニアム開発目標（MDGs
＝ Millennium Development Goals）とは異なり、途上国だけでなく、全ての国連
加盟国、地域が取り組むべきものとされており、これを受け、様々な取組が世界各地
で進められています。
　我が国においても、持続可能な社会づくりに向け、経済・社会・環境をめぐる広範
囲な課題に対する統合的な取組が進められており、本市においても、SDGs の目標を
踏まえ、施策を推進していくことが求められています。

SDGs の 17のゴール

（資料）国際連合

26   持続可能な社会：将来の世代の欲求を満たしつつ、現在の世代の欲求も満足させるような、環境保全を考慮した節度ある開発が行われている社会。

17



総
合
計
画
の
策
定
に
つ
い
て

第
１
章		

は
じ
め
に

第
２
章		

計
画
策
定
の
背
景

総合計画の策定について

6 	 市民の意識
　まちづくりに関する市民意識を把握し、市民のまちづくりに対する考えを総合計画
に取り入れ、市民とともにまちづくりを進めていくため、平成 30（2018）年度に市
民アンケートを実施しました。

市民アンケートの概要
平成 30（2018）年 10 〜 11 月実施、18 歳以上の市民 5,000 人に送付、回収数 2,358 人、
回収率 47.2％

（1）住み続けたい理由
　定住意向の設問では、「今後も住み続けたい」が 82.2％で最も多くなっています。
　「今後も住み続けたい」と回答された方にその理由を尋ねたところ、「交通の利便性
がよい」が 76.3％と最も多く、次いで「昔から住んでおり慣れ親しんでいる」が
58.1％、「医療機関が整っている」が 56.0％、「買い物や余暇活動に便利」が 42.3％、

「治安がよい」が 31.7％、「自然環境が豊かで景観が美しい」が 28.8％などとなって
います。

住み続けたい理由
0 20 40 60 80

無回答

特になし

その他

家賃や物価が安い

教育環境がよい

子育て支援環境がよい

文化・スポーツ施設が充実している

福祉施設が整っている

高齢者などの社会的弱者に優しい

自分や家族が市内の学校に通っている

自分や家族の勤め先が市内にある

近所づきあいが良好

両親や親戚が住んでいる

まちのイメージがよい

自然環境が豊かで景観が美しい

治安がよい

買い物や余暇活動に便利

医療機関が整っている

昔から住んでおり慣れ親しんでいる

交通の利便性がよい

（％）
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（2）まちの発展のイメージ
　本市がどのようなまちに発展していくことを望むかという設問では、「安全・安心な
まち」が 59.2％と最も多く、次いで「医療のまち」が 33.9％、「福祉のまち」が
32.4％、「自然環境に恵まれたまち」が 29.8％、「子育て環境に恵まれたまち」が
24.6％、「交通環境が整ったまち」が 23.9％などとなっています。

まちの発展のイメージ

0 10 20 30 40 50 60 70
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歴史豊かなまち
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人情味あふれるまち

教育のまち

住宅のまち

交通環境が整ったまち

子育て環境に恵まれたまち
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安全・安心なまち

（％）

59.2

0.5

1.0

1.6

5.2

6.5

6.7

7.1

7.1

8.1

11.0

17.8

23.9

24.6

29.8

32.4

33.9

19



総合計画の策定について

基本構想

■
第6次高槻市総合計画



基本構想
基
本
構
想

基本構想

都市機能が充実し、快適に暮らせるまち
　利便性の高い都市空間が形成されるとともに、良好な住環境が保たれ、市民が快適に
暮らせるまちを目指します。

安全で安心して暮らせるまち
　市民・事業者と行政が協働して、災害に強いまちづくりを進めるとともに、非常時のサ
ポート体制も整い、子どもから高齢者まであらゆる世代の市民が安全に安心して暮らすこ
とができるまちを目指します。

子育て・教育の環境が整ったまち
　子育て支援や教育環境の更なる充実が図られ、子どもを産み育てやすい環境や子ども
たちが健やかにのびのびと育つ環境が整ったまちを目指します。また、あらゆる世代の
市民が互いに学び合えるまちを目指します。

健やかに暮らし、ともに支え合うまち
　市民が自ら健康づくりに取り組み、十分な医療体制が整っていることで、誰もが生きが
いを持って健やかに暮らせるまちを目指します。また、地域で支え合い、高齢者や障がい
のある人などが住み慣れた地域でいきいきと暮らすことができるまちを目指します。

1

2

3

4

　私たちのまち高槻は、北摂山系の美しい山並みや淀川、芥川

などの豊かな水とみどりに恵まれ、先人の英知と努力によって、

豊かな歴史と文化を育んできました。

　これを継承し、更に発展させるため、第6次高槻市総合計

画では、高槻市の特長や社会環境などを踏まえ、始期を令和3

（2021）年度、目標年次を令和12（2030）年度として、次に

掲げる将来の都市像が実現することを目指します。
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27 NPO：Non Profit Organization の略で、様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し、収益を分配することを目的としない団体の総称。

基本構想

7

8

5

6

魅力にあふれ、にぎわいと活力のあるまち
　本市の豊かな自然や歴史・文化などの魅力が広く知られ、国内外から多くの人々が訪
れるとともに、産業が活発で、にぎわいのあるまちを目指します。

良好な環境が形成されるまち
　市民・事業者と行政が協働して、みどり豊かでうるおいのある自然環境や良好な都市
環境が形成されるとともに、地球温暖化防止に積極的に取り組むまちを目指します。

地域に元気があって市民生活が充実したまち
　一人ひとりの人権が尊重され、地域に愛着をもつ多くの市民がコミュニティ活動やボラ
ンティア・ＮＰＯ27 活動などに参加する風土の醸成された、活気あるまちを目指します。また、
あらゆる世代の市民が文化芸術やスポーツに親しみ、充実した暮らしを送ることができる
まちを目指します。

効果的・効率的な行財政運営が行われているまち
　将来世代に過度な負担を残さないよう、効果的・効率的な行財政運営により健全財政
が維持されたまちを目指します。
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まちづくりの合言葉

■
第6次高槻市総合計画
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まちづくりの合言葉

A 案

　将来都市像

安全で安心して
暮らせるまち

子育て・教育の
環境が整った

まち

健やかに暮らし、
ともに支え合う

まち
魅力にあふれ、
にぎわいと
活力のあるまち

良好な環境が
形成されるまち

効果的・効率的な
行財政運営が

行われているまち

地域に元気があって
市民生活が
充実したまち

都市機能が充実し、
快適に暮らせる

まち  

　将来都市像

安全で安心して
暮らせるまち

子育て・教育の
環境が整った

まち

健やかに暮らし、
ともに支え合う

まち
魅力にあふれ、
にぎわいと
活力のあるまち

良好な環境が
形成されるまち

効果的・効率的な
行財政運営が

行われているまち

地域に元気があって
市民生活が
充実したまち

都市機能が充実し、
快適に暮らせる

まち  
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まちづくりの合言葉

　高槻市は、大阪・京都の中間、関西のほぼ中央に位置しており、全国に誇れる数多くの歴史遺産
を有していることからも、古くから交通の要衝、歴史上重要な地であったといえます。
　近年では、高槻ジャンクション・インターチェンジ、新名神高速道路の開通により、名神高速道路
と新名神高速道路へのアクセスが可能となったほか、ＪＲ高槻駅においては特急列車が停車するなど、
交通利便性も飛躍的に高まっています。
　また、施策面では、他の自治体に先駆けた取組で、広く注目される存在であり、市民アンケート結
果においては、住み続けたいまちとしての評価も高いことから、市民の愛着も強いと考えられます。
　これら、全国に誇れる数多くの特長を有する高槻市は関西の中央に位置するまちとして、今後も
市民とともに輝く未来を創造し、訪れたい、住みたい、住み続けたいと思われる都市として着実に成
長、発展し続けることを目指し、

「輝く未来を創造する　関西の中央都市　高槻」
を、まちづくりの合言葉とし、基本構想に掲げる将来の都市像の実現に向け、取り組むこととします。
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基本計画

■
第6次高槻市総合計画



基本計画の施策体系一覧
基本構想 分野

基本計画
施策体系 施策の方向

1	都市機能が	
充実し、快適に
暮らせるまち

分野 1	
都市機能が充実し、
快適に暮らせるまち

1-1 安全で快適な都市空間・
住環境の創造

1	「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の推進
2	富田地区における公共施設の再構築
3	新名神高速道路関連道路における沿道まちづくりの取組の推進
4	新駅設置と新たな市街地形成の検討
5	風格と魅力あるまちなみや景観の形成
6	住宅・建築物の耐震化の推進
7	ブロック塀等の撤去
8	住宅・住環境の向上

1-2 安全で利便性の高い道路
空間・交通環境の創造

1	道路・街路事業の推進
2	安全・安心な道路空間の創出
3	新名神高速道路の整備促進
4	自転車の利用環境の向上

1-3 安全で快適な市営バス
サービスの提供

1	自立経営の徹底
2	安全運行の確保
3	乗客サービスの向上
4	行政施策との連携

1-4 安全・安心な水道水の
安定供給

1	持続可能な水道
2	安全な水道水の供給
3	災害対策の強化

1-5 持続可能な下水道の運営 1	経営基盤の強化
2	下水道施設の老朽化及び地震対策

2	安全で安心し
て暮らせるまち

分野 2	
安全で安心して暮ら

せるまち

2-1 災害に強く強靱な
まちづくり

1	強靱なまちづくり
2	防災意識の向上
3	情報伝達体制の強化
4	地域の自主的な防災活動の充実
5	災害対応力の強化
6	避難所の環境整備
7	総合雨水対策の推進
8	治水・土砂災害対策の推進

2-2 消防・救急体制の充実

1	防災拠点機能の強化
2	地域防災力の充実強化
3	火災発生件数の低減等の推進
4	防火管理・保安体制の指導強化と違反是正の推進
5	救急業務の高度化の推進
6	応急手当の普及啓発の促進
7	ICT 技術を活用した消防力の強化

2-3 防犯活動の推進と消費者
の安全・安心の確保

1	防犯活動の推進
2	子どもの見守り活動などの推進
3	街頭犯罪や女性・子どもを狙った犯罪の抑止
4	特殊詐欺等被害の未然防止
5	消費生活相談業務の充実
6	消費者教育の推進

3	子育て・教育
の環境が整った

まち

分野 3	
子育て・教育の環境
が整ったまち

3-1 就学前児童の教育・保育
の充実

1	教育・保育の充実
2	教育・保育の環境整備

3-2 子ども・子育て支援の
充実

1	子ども・子育て支援の推進
2	母子保健サービスの充実
3	児童虐待防止への取組の強化
4	障がい児支援の充実

3-3 学校教育の充実

1	校長のリーダーシップによる学校経営
2	きめ細かな学習指導の充実
3	学びに向かう力の育成の充実
4	ICT 機器を活用した教育の充実
5	生徒指導上の課題解決に向けた取組の推進
6	豊かな心を育む教育の充実
7	児童生徒の体力や運動能力向上と健康の保持・増進のための取組の推進
8	実践的な安全教育の充実
9	小中一貫教育の推進
10	学校施設の改築と長寿命化の推進

3-4 社会教育・青少年育成の
充実

1	子どもを見守り育む地域教育力の向上
2	次代を担う青少年健全育成の推進
3	豊かな人間性を育む読書活動の振興
4	地域社会に開かれた公民館を拠点とした市民の自主的活動の育成・支援

4	健やかに暮ら
し、ともに支え
合うまち

分野 4	
健やかに暮らし、
ともに支え合うまち

4-1 市民の健康の確保

1	健康づくりの推進
2	地域における効率的かつ効果的な医療供給体制の確保
3	切れ目のない在宅医療及び介護の提供体制の構築
4	救急医療体制の確保
5	食の安全の推進
6	感染症対策の推進
7	精神疾患患者が充実した在宅療養を継続できる体制の構築
8	難病患者が安心して在宅療養を継続できる体制の整備
9	自殺対策の推進
10	受動喫煙対策の推進

基本計画

基
本
計
画
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基本構想 分野
基本計画

施策体系 施策の方向

4	健やかに暮ら
し、ともに支え
合うまち
（続き）

分野 4	
健やかに暮らし、
ともに支え合うまち

（続き）

4-2 地域福祉の充実と生活	
困窮者への支援

1	地域福祉の推進
2	災害時要援護者支援体制の整備
3	生活困窮者自立支援法に基づく横断的な支援体制の構築

4-3 高齢者福祉の充実

1	効果的な介護予防の推進
2	介護予防の更なる普及啓発
3	高齢者の社会参加の推進
4	認知症施策の推進

4-4 障がい者福祉の充実

1	障がい者の地域移行の推進、地域生活の支援
2	障がい福祉サービスの提供体制の充実
3	障がい者の経済的自立に向けた取組の推進
4	障がい理解に向けた取組の推進

5	魅力にあふ
れ、にぎわいと
活力のあるまち

分野 5	
魅力にあふれ、	
にぎわいと活力の
あるまち

5-1 まちの魅力をいかした	
にぎわいづくり

1	体験交流型観光の推進
2	歴史資源の活用
3	観光プロモーションの推進
4	定住促進プロモーションの推進

5-2 魅力あふれる公園づくり

1	安満遺跡公園の魅力向上
2	高槻城公園の整備
3	摂津峡周辺地域の環境整備
4	時代やニーズに合った公園づくり

5-3 農林業の振興

1	地産地消の推進
2	森林の災害復旧の推進
3	農林業施設機能の保全
4	農林業に関係する各主体の協働体制の強化

5-4 商工業の振興と雇用・	
就労の促進

1	中心市街地におけるエリアマネジメントと活性化
2	にぎわいの創出につながる新たな取組に対する活動支援
3	関係機関と連携した地域ぐるみの創業支援
4	市内事業者への支援体制の強化
5	既存企業の流出防止と事業所増設の促進
6	企業誘致の推進
7	新たな土地利用の検討
8	災害時等の事業継続に向けた支援
9	地域の実情に応じた雇用・就労の促進
10	雇用・就労の機会・場の創出
11	働きやすい職場環境の推進

6	良好な環境が
形成されるまち

分野 6	
良好な環境が
形成されるまち

6-1 温暖化対策・緑化の推進
1	地球温暖化対策への取組
2	みどりの保全・創造・活用
3	みどりを育てる人づくりの推進

6-2 良好な環境の形成

1	良好な環境の確保と次世代への継承
2	関係者との連携による環境課題への取組
3	事業場に対する環境保全指導
4	環境モニタリング
5	河川等の環境保全

6-3 廃棄物の排出抑制と
循環的利用の推進

1	2R（リデュース・リユース）の推進
2	排出抑制及び適正排出に向けた啓発
3	エネルギーセンターにおけるエネルギーのリサイクル

7	地域に元気が
あって市民生活
が充実したまち

分野 7	
地域に元気があって
市民生活が充実した

まち

7-1 市民参加・市民協働の	
推進

1	市民参加の推進
2	市民意識やニーズの把握
3	利便性の高い相談体制の運営
4	コミュニティ振興
5	NPO支援
6	高槻まつり開催の支援
7	オープンデータの推進

7-2 人権の尊重・男女共同	
参画社会の実現

1	人権教育・啓発の推進
2	人権擁護・保護機能の充実
3	固定的な性別役割分担意識の解消
4	あらゆる分野における女性活躍の推進
5	女性に対するあらゆる暴力を容認しない社会の実現

7-3 文化芸術の振興と	
生涯学習の推進

1	高槻城公園芸術文化劇場の整備
2	拠点文化施設の整備・維持管理
3	文化芸術のまちづくりの推進
4	高槻城公園芸術文化劇場を核とした事業展開

7-4 スポーツの推進
1	機会の創出
2	人材の育成
3	環境の整備

8	効果的・効率
的な行財政運営
が行われている

まち

分野 8	
効果的・効率的な	
行財政運営が	
行われているまち

8-1 経営的行政運営の推進 1	健全財政の維持

8-2 アセットマネジメントの
推進

1	施設管理における質の適正化と施設総量の適正化
2	公有資産の戦略的な利活用の推進

基本計画

基
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1　本市はこれまで急激な人口流入の中にあって
も市街地の拡大を抑制し、適切な土地利用を誘導
してきました。その結果、市街化区域 29 の人口
密度は高い水準を維持しており、医療・商業・公
共交通等の生活利便施設が充実し、駅周辺では都
市機能が集積していることから、コンパクトシ

ティ・プラス・ネットワーク 30 がおおむね形成
されています。
　しかしながら、今後は人口の減少が見込まれる
ことから、市街化区域の人口密度及び都市機能の
維持とともに、より効率的な都市経営が求められ
ます。

安全で快適な都市空間・
住環境の創造

施策体系番号

1-1

魅力ある都市空間が創出されるとともに、良質な住宅ストック 28 が循環され、安全で住みやすい
持続可能なまちを目指します。

目標（めざす姿）

現状・課題

コンパクトシティ・プラス・ネットワークのイメージ図

コンパクトシティ
生活サービスと居住の場を近接させ、
人口を集積したコンパクトな都市を形成

公共交通を中心とした地域間の連携や
持続可能な公共交通ネットワークの構築

ネットワーク＋
拠点への生活サービス等をはじめとした

都市機能の集積や高度化を誘導

公共交通沿線等への居住の誘導

地域間を結ぶ
公共交通サービスの充実

期待される効果（例）

など

生活利便性の維持・向上

住民の健康増進

コミュニティの維持

外出機会の増加 地域経済の活性化

密 度 の 経 済 性

行政コストの削減

災害リスクの低減地球環境への負担低減

高齢者・女性の社会参画

行政サービスの効率化

農地・緑地の保全・活用

拠点拠点

拠点拠点

拠点拠点

鉄道鉄道

28 住宅ストック：既に建築されている住宅のこと。
29 市街化区域：都市計画法によって定められている、すでに市街地を形成している区域及びおおむね 10 年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域。
30   コンパクトシティ・プラス・ネットワーク（コンパクト・プラス・ネットワーク）：少子高齢化や人口減少に備え、地域の活力の維持や生活利便性の確保のため、公共交通ネッ

トワークの構築や都市機能の集積を行い、コンパクトなまちづくりを進めること。

2　本市は、大阪と京都の中間に位置し、市内には
国道 171 号及び 170 号といった主要道路や、JR
東海道本線の特急・新快速及び阪急京都線の特急
の停車駅があるなど、広域的な交通の要衝となり、
交通利便性の高いまちとして発展してきました。
　さらに、鉄道駅から市内各地域へのバスネット
ワークや放射・環状方向の道路網などにより、市
民生活や事業所活動を支える交通体系が確保され
ています。
　しかし、今後は人口減少や超高齢社会などの社
会情勢の変化や多様化する市民ニーズへの対応な
どが必要なことから、これらを踏まえた持続可能
な都市構造を支える交通体系の確立が求められて
います。

3　新名神高速道路の開通に伴い、交通利便性が
高まっていることから、高槻ジャンクション・イ
ンターチェンジ周辺や関連道路沿道の無秩序な開
発を抑制し、適切な土地利用への積極的な誘導を
図ることで、良好な住環境の確保と地域の活性化
に取り組むことが必要となっています。そのため、
本市東部地域では、これら周辺環境の変化等を捉
え、地域特性をいかしたまちづくりの検討が必要
となります。

4　本市は、みどり豊かな森林・農地・里山等の
自然環境に恵まれ、古墳や寺社など数多くの歴史
資源も点在しています。また、駅周辺ではにぎわ
いと活力あるまちなみが広がっています。
　一方で、高槻らしさを特徴づけるこのような地
域資源の価値が十分に認知されておらず、これら
への配慮を欠いた建築物や広告物等により、まち
なみも大きく変化してきています。また、歴史的
な趣のある資源については、維持管理の困難さ等
から、日々失われる状況に直面しています。
　このようなことから、景観基本計画及び景観計
画に基づき、市民・事業者・行政がそれぞれの役
割を果たしながら、良好な景観形成に取り組むと
ともに、地域資源の保全・活用に向けた方策につ
いて検討する必要があります。

5　大規模な地震が発生して住宅・建築物が倒壊
した場合、住民の生命・財産が脅かされるだけで
なく、道路が閉塞されることにより、十分な救助
活動や消防活動が行えないなど、被害が拡大する
おそれがあります。これら被害の軽減を図るため
には、住宅・建築物の耐震化を進める必要があり
ます。
　また、平成 30（2018）年 6 月 18 日に発生
した大阪府北部地震では、ブロック塀の倒壊が発
生しました。地震などの自然災害や老朽化に伴う
ブロック塀等の倒壊による被害を防ぎ、道路利用
者の安全を確保するため、危険なブロック塀等の
撤去を促進する必要があります。

6　住環境については、近年増加している空家へ
の対応、低額所得者等の住宅の確保に配慮が必要
な方の居住の安定確保、居住環境の質の向上やそ
の他多様な家族形態や居住ニーズに応じた住宅確
保の促進が求められていることから、これらを踏
まえた既存住宅の利活用や良質なストックの形成
が必要です。

＜平成 29 年に供用開始した高槻 JCT・IC＞
新名神・名神の両高速道路へのアクセスが可能に
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基本計画の見方
基
本
計
画

現状・課題
社会環境や市民ニーズ等を踏まえた現状と課題を
記載しています。

目標（めざす姿）
令和 12 年度に実現することを目指す状態を
示しています。

施策体系番号・名称
施策体系の番号及び名称を記載しています。
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31 NPO：Non Profit Organization の略で、様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し、収益を分配することを目的としない団体の総称。

主な本市の関連計画
都市計画マスタープラン、立地適正化計画、総合交通戦略、バリアフリー基本構想、耐震化アクショ
ンプラン 2017、地域防災計画、高槻市営住宅長寿命化計画、空家等対策計画

▶ 指標と目標値

指標名 現状値 令和 12 年度目標値

景観重点地区の面積 9.3ha
（平成 30 年度） 20ha

住宅の耐震化率 88.6％
（令和 2 年）

おおむね解消
（令和 7 年目標値）

子育て世帯における
誘導居住面積水準 32 達成率

39.6％
（平成 30 年） 50％

賃貸・売却用等以外の
「その他空家」数

6,110 戸
（平成 30 年）

令和 7 年に約 11,700 戸と推計される
数を約 7,900 戸程度に抑制

（令和 7 年目標値）

32 誘導居住面積水準：世帯人数に応じて、豊かな住生活の実現の前提として、多様なライフスタイルに対応するために必要と考えられる住宅の面積に関する水準のこと。

施策の方向

❶ 「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の推進
　都市機能を拠点に集積し、公共交通等によるネットワークで結ぶ「コンパクトシティ・プラス・ネッ
トワーク」を推進することで人口密度及び都市機能の維持を図るとともに、効率的かつ持続可能な交
通体系を確立し、誰もが住みやすく活力のあるまちの実現を目指します。

❷ 富田地区における公共施設の再構築
　老朽化した公共施設の集積する富田地区については、公共施設の再構築を図り、西部地域の都市拠
点としてふさわしいまちづくりに取り組みます。

❸ 新名神高速道路関連道路における沿道まちづくりの取組の推進
　高槻ジャンクション・インターチェンジ開設の効果を活用しつつ、その周辺や関連道路沿道におけ
る計画的なまちづくりに向け、市民の取組等に対して支援を行います。

❹ 新駅設置と新たな市街地形成の検討
　檜尾川以東の鉄道沿線周辺について、地域住民や鉄道事業者等とともに地域課題の解消や新駅設置
と新たな市街地形成の検討の深度化を図ります。

❺ 風格と魅力あるまちなみや景観の形成
　都市基盤を整備する際には景観へ配慮するとともに、市民等が主体となった地区計画制度等を活用
した住環境の保全や景観形成に資する農地・里山の保全及び歴史的なまちなみの形成に向けた活動等
を促進します。

❻ 住宅・建築物の耐震化の推進
　耐震化の重要性について、所有者のより一層の理解を図るため、NPO31 法人等との連携により、積
極的な啓発活動を行うとともに、利用しやすい支援制度の充実を図ります。
　また、耐震性が不足する住宅の除却工事への支援により、定住促進や空家解消につながるよう取り
組みます。

❼ ブロック塀等の撤去
　市民の安全確保を図るため、引き続き、公共施設のブロック塀等の撤去に取り組むとともに、民間
の危険なブロック塀等についても支援を行い、撤去を促進します。

❽ 住宅・住環境の向上
　住み替えを考えている高齢者世帯の住宅を子育て世帯が活用するなど、多様な家族形態、居住ニー
ズに応じた住宅の確保を促進します。また、良質な住宅ストックの形成を図るため、長期優良住宅等
の普及に取り組むとともに、マンションの管理の適正化及び再生の円滑化を促進します。
　空家対策については、管理不全の空家の改善を図り、市民の安全・安心の確保に努めるとともに、
健全な空家については流通や利活用を促進します。
　市営住宅については、低額所得者等の居住の安定確保を図るため、計画的・効率的な更新や適切な
維持管理に取り組みます。
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都市機能が充実し、快適に暮らせるまち分野 １ 都市機能が充実し、快適に暮らせるまち 分野 １
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基本計画の見方
基
本
計
画

施策の方向
目標（めざす姿）の実現を見据えた、
施策の方向を記載しています。

指標と目標値
目標（めざす姿）の実現度合いを測る代表的な指標について、
計画策定時点における最新の現状値と令和 12 年度の目標値
を記載しています。
　※資料編 (P121) に一覧表を掲載しています。

本市の主な関連計画
関連する主な計画を記載しています。
　※計画名称の「高槻市」は省略しています。
　※資料編 (P135) に一覧表を掲載しています。
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1　本市はこれまで急激な人口流入の中にあって
も市街地の拡大を抑制し、適切な土地利用を誘導
してきました。その結果、市街化区域 29 の人口
密度は高い水準を維持しており、医療・商業・公
共交通等の生活利便施設が充実し、駅周辺では都
市機能が集積していることから、コンパクトシ

ティ・プラス・ネットワーク 30 がおおむね形成
されています。
　しかしながら、今後は人口の減少が見込まれる
ことから、市街化区域の人口密度及び都市機能の
維持とともに、より効率的な都市経営が求められ
ます。

安全で快適な都市空間・
住環境の創造

施策体系番号

1-1

魅力ある都市空間が創出されるとともに、良質な住宅ストック 28 が循環され、安全で住みやすい
持続可能なまちを目指します。

目標（めざす姿）

現状・課題

コンパクトシティ・プラス・ネットワークのイメージ図

コンパクトシティ
生活サービスと居住の場を近接させ、
人口を集積したコンパクトな都市を形成

公共交通を中心とした地域間の連携や
持続可能な公共交通ネットワークの構築

ネットワーク＋
拠点への生活サービス等をはじめとした
都市機能の集積や高度化を誘導

公共交通沿線等への居住の誘導

地域間を結ぶ
公共交通サービスの充実

期待される効果（例）

など

生活利便性の維持・向上

住民の健康増進

コミュニティの維持

外出機会の増加 地域経済の活性化

密 度 の 経 済 性

行政コストの削減

災害リスクの低減地球環境への負担低減

高齢者・女性の社会参画

行政サービスの効率化

農地・緑地の保全・活用

拠点拠点

拠点拠点

拠点拠点

鉄道鉄道

28 住宅ストック：既に建築されている住宅のこと。
29 市街化区域：都市計画法によって定められている、すでに市街地を形成している区域及びおおむね 10 年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域。
30   コンパクトシティ・プラス・ネットワーク（コンパクト・プラス・ネットワーク）：少子高齢化や人口減少に備え、地域の活力の維持や生活利便性の確保のため、公共交通ネッ

トワークの構築や都市機能の集積を行い、コンパクトなまちづくりを進めること。
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2　本市は、大阪と京都の中間に位置し、市内には
国道 171 号及び 170 号といった主要道路や、JR
東海道本線の特急・新快速及び阪急京都線の特急
の停車駅があるなど、広域的な交通の要衝となり、
交通利便性の高いまちとして発展してきました。
　さらに、鉄道駅から市内各地域へのバスネット
ワークや放射・環状方向の道路網などにより、市
民生活や事業所活動を支える交通体系が確保され
ています。
　しかし、今後は人口減少や超高齢社会などの社
会情勢の変化や多様化する市民ニーズへの対応な
どが必要なことから、これらを踏まえた持続可能
な都市構造を支える交通体系の確立が求められて
います。

3　新名神高速道路の開通に伴い、交通利便性が
高まっていることから、高槻ジャンクション・イ
ンターチェンジ周辺や関連道路沿道の無秩序な開
発を抑制し、適切な土地利用への積極的な誘導を
図ることで、良好な住環境の確保と地域の活性化
に取り組むことが必要となっています。そのため、
本市東部地域では、これら周辺環境の変化等を捉
え、地域特性をいかしたまちづくりの検討が必要
となります。

4　本市は、みどり豊かな森林・農地・里山等の
自然環境に恵まれ、古墳や寺社など数多くの歴史
資源も点在しています。また、駅周辺ではにぎわ
いと活力あるまちなみが広がっています。
　一方で、高槻らしさを特徴づけるこのような地
域資源の価値が十分に認知されておらず、これら
への配慮を欠いた建築物や広告物等により、まち
なみも大きく変化してきています。また、歴史的
な趣のある資源については、維持管理の困難さ等
から、日々失われる状況に直面しています。
　このようなことから、景観基本計画及び景観計
画に基づき、市民・事業者・行政がそれぞれの役
割を果たしながら、良好な景観形成に取り組むと
ともに、地域資源の保全・活用に向けた方策につ
いて検討する必要があります。

5　大規模な地震が発生して住宅・建築物が倒壊
した場合、住民の生命・財産が脅かされるだけで
なく、道路が閉塞されることにより、十分な救助
活動や消防活動が行えないなど、被害が拡大する
おそれがあります。これら被害の軽減を図るため
には、住宅・建築物の耐震化を進める必要があり
ます。
　また、平成 30（2018）年 6 月 18 日に発生
した大阪府北部地震では、ブロック塀の倒壊が発
生しました。地震などの自然災害や老朽化に伴う
ブロック塀等の倒壊による被害を防ぎ、道路利用
者の安全を確保するため、危険なブロック塀等の
撤去を促進する必要があります。

6　住環境については、近年増加している空家へ
の対応、低額所得者等の住宅の確保に配慮が必要
な方の居住の安定確保、居住環境の質の向上やそ
の他多様な家族形態や居住ニーズに応じた住宅確
保の促進が求められていることから、これらを踏
まえた既存住宅の利活用や良質なストックの形成
が必要です。

＜平成 29 年に供用開始した高槻 JCT・IC＞
新名神・名神の両高速道路へのアクセスが可能に
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31 NPO：Non Profit Organization の略で、様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し、収益を分配することを目的としない団体の総称。

施策の方向

❶ 「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の推進
　都市機能を拠点に集積し、公共交通等によるネットワークで結ぶ「コンパクトシティ・プラス・ネッ
トワーク」を推進することで人口密度及び都市機能の維持を図るとともに、効率的かつ持続可能な交
通体系を確立し、誰もが住みやすく活力のあるまちの実現を目指します。

❷ 富田地区における公共施設の再構築
　老朽化した公共施設の集積する富田地区については、公共施設の再構築を図り、西部地域の都市拠
点としてふさわしいまちづくりに取り組みます。

❸ 新名神高速道路関連道路における沿道まちづくりの取組の推進
　高槻ジャンクション・インターチェンジ開設の効果を活用しつつ、その周辺や関連道路沿道におけ
る計画的なまちづくりに向け、市民の取組等に対して支援を行います。

❹ 新駅設置と新たな市街地形成の検討
　檜尾川以東の鉄道沿線周辺について、地域住民や鉄道事業者等とともに地域課題の解消や新駅設置
と新たな市街地形成の検討の深度化を図ります。

❺ 風格と魅力あるまちなみや景観の形成
　都市基盤を整備する際には景観へ配慮するとともに、市民等が主体となった地区計画制度等を活用
した住環境の保全や景観形成に資する農地・里山の保全及び歴史的なまちなみの形成に向けた活動等
を促進します。

❻ 住宅・建築物の耐震化の推進
　耐震化の重要性について、所有者のより一層の理解を図るため、NPO31 法人等との連携により、積
極的な啓発活動を行うとともに、利用しやすい支援制度の充実を図ります。
　また、耐震性が不足する住宅の除却工事への支援により、定住促進や空家解消につながるよう取り
組みます。

❼ ブロック塀等の撤去
　市民の安全確保を図るため、引き続き、公共施設のブロック塀等の撤去に取り組むとともに、民間
の危険なブロック塀等についても支援を行い、撤去を促進します。
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主な本市の関連計画
都市計画マスタープラン、立地適正化計画、総合交通戦略、バリアフリー基本構想、耐震化アクショ
ンプラン 2017、地域防災計画、高槻市営住宅長寿命化計画、空家等対策計画

▶ 指標と目標値

指標名 現状値 令和 12 年度目標値

景観重点地区の面積 9.3ha
（平成 30 年度） 20ha

住宅の耐震化率 88.6％
（令和 2 年）

おおむね解消
（令和 7 年目標値）

子育て世帯における
誘導居住面積水準 32 達成率

39.6％
（平成 30 年） 50％

賃貸・売却用等以外の
「その他空家」数

6,110 戸
（平成 30 年）

令和 7 年に約 11,700 戸と推計される
数を約 7,900 戸程度に抑制

（令和 7 年目標値）

32 誘導居住面積水準：世帯人数に応じて、豊かな住生活の実現の前提として、多様なライフスタイルに対応するために必要と考えられる住宅の面積に関する水準のこと。

❽ 住宅・住環境の向上
　住み替えを考えている高齢者世帯の住宅を子育て世帯が活用するなど、多様な家族形態、居住ニー
ズに応じた住宅の確保を促進します。また、良質な住宅ストックの形成を図るため、長期優良住宅等
の普及に取り組むとともに、マンションの管理の適正化及び再生の円滑化を促進します。
　空家対策については、管理不全の空家の改善を図り、市民の安全・安心の確保に努めるとともに、
健全な空家については流通や利活用を促進します。
　市営住宅については、低額所得者等の居住の安定確保を図るため、計画的・効率的な更新や適切な
維持管理に取り組みます。
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1　市内の都市機能の充実及び交通機能の強化を
図るためには、交通ネットワークを形成する幹線
道路の整備が必要であり、国・大阪府が事業主体
となる道路においては、更なる整備促進が図られ
るよう取り組む必要があります。
　あわせて、本市も都市計画道路 33 等の整備を
行い、交通環境の向上とともに多様な道路利用者
が安全・快適に通行できる道路環境の整備を引き
続き推進する必要があります。

2　社会経済情勢の大きな変化の中、年々、道路
ストック 34 が増加し、高齢化・老朽化を始め、
多種多様な市民ニーズへの対応が求められていま
す。そのため、国の長寿命化基本計画及び公共施
設等総合管理計画の考え方を踏まえ、平成 26

（2014）年度に国土交通省から発出された定期
点検要領に基づき、道路やその付属物の長寿命化、
ライフサイクルコスト 35 の縮減等が図れるよう
道路施設に関する長寿命化計画を策定し、計画的
な更新・修繕を行っています。
　また、安全・安心で快適な道路空間を提供するた
めには、ハード面だけではなくソフト面も含めた取
組が重要です。さらに、通学時の児童の安全対策や
集中豪雨による浸水対策も課題となっています。

3　新名神高速道路の高槻－神戸間の開通に伴
い、交通が分散し、名神高速道路・中国自動車道
等の渋滞が緩和され、また、複数の国土軸が確保
されることにより、災害時のリスク分散につな
がっています。
　今後、八幡京田辺－高槻間の開通により、交通
の利便性が更に向上するとともに、開発プロジェ
クト等が促進され、地域経済と観光産業の活性化
が期待されます。

安全で利便性の高い
道路空間・交通環境の創造

施策体系番号

1-2

歩行者、自転車、車等の多様な道路利用者が共存する、安全・安心な通行空間の創出を目指します。

目標（めざす姿）

現状・課題

33 都市計画道路：健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保するため、都市計画法に基づいて定められた道路。
34 道路ストック：橋梁、トンネル、道路舗装や道路照明灯といった道路構造物のこと。
35 ライフサイクルコスト：施設における新規整備・維持修繕・改築・処分を含めた生涯費用の総計。
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（10橋）
6.6%
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（4橋）
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1961～
1980年
（87橋）
57.2% 
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4　自転車関連事故の件数は減少傾向にあるもの
の、依然として交通事故全体に占める自転車関連
事故の割合は令和元（2019）年で 33％と、高
い割合で推移しています。そのため、自転車の安

全で快適な利用環境の創出に向け、「自転車安全
利用条例」に基づく各種施策に取り組み、安全意
識を向上させ、自転車が関与する事故の低減を図
る必要があります。

施策の方向

❶ 道路・街路事業の推進
　国・大阪府が事業主体となる道路については、更に整備を促進します。また、本市においても社会
経済情勢を踏まえて都市計画道路などの適切な見直しを行い、必要な幹線道路事業を行いつつ、必要
な交差点改良等を実施しながら、交通の円滑化や渋滞対策、交通事故対策など、市域の道路ネットワー
クの強化を図ります。

❷ 安全・安心な道路空間の創出
（1）社会インフラの維持管理
　道路維持管理については、老朽化した道路施設の安全を確保するとともに、新たな社会ニーズへの
対応に努め、更新・修繕を適宜行うことにより、長寿命化、更新時期・予算の平準化、ライフサイク
ルコストの縮減を図ります。
　あわせて、道路交通網の安全性確保のため、道路橋梁の長寿命化及び耐震化に取り組みます。
　また、街路灯についても、ライフサイクルコスト縮減のため、効果的な更新手法を検討するとともに、
今後の維持管理についても、市民協働や民間活用の導入を含めてより効率的な管理手法の調査・研究
を進めます。
（2）安全で快適な道路空間の確保
　全ての人々が安全に安心して利用できる道路空間を創出するため、バリアフリー化を推進するとと
もに、防災と良好な景観形成の観点から、無電柱化による安全で快適な歩行空間の形成に取り組みます。
　また、関係機関と連携して通学路や保育園児等の移動経路の点検を行い、危険箇所に交通安全対策
を実施するとともに、高齢者向けの交通安全に関する講習会を開催するなど、あらゆる世代に対して
安全・安心を確保する取組を進めます。さらに、歩行者の通行量が多い鉄道駅周辺については、歩行
者の安全性・回遊性の向上や居心地が良く歩きたくなるまちなかの創出に向けて取り組みます。
（3）道路の排水改善
　道路冠水被害の軽減を図るため、道路排水施設等の改良や維持管理を行います。また、集中豪雨に
よる冠水被害の多い道路への道路冠水対策を実施します。

❸ 新名神高速道路の整備促進
　災害時の交通網のリスク分散と地域経済・観光産業の活性化に寄与する新名神高速道路の八幡京田
辺－高槻間の整備促進に取り組みます。

❹ 自転車の利用環境の向上
　自転車の利用環境の向上に向けて、自転車通行空間の整備や市立自転車駐車場の適切な管理運営を
行うとともに、警察や民間企業・団体等と連携し、自転車に関する交通安全教育、保険加入促進等の
啓発活動を行います。
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主な本市の関連計画
橋梁長寿命化修繕計画、総合雨水対策アクションプラン、バリアフリー基本構想、道路特定事業計画

▶ 指標と目標値

指標名 現状値 令和 12 年度目標値

都市計画道路の整備率 66.5％
（令和元年度） 75％

自転車関連事故の発生件数 266 件
（令和元年） 160 件

新名神高速道路の整備促進

府道高槻東道路の整備促進国道171号交差点の改良促進

（都）富田奈佐原線の整備促進

立体交差化の促進

（都）芥川上の口線の整備促進（都）芥川上の口線の整備促進

新駅設置の検討

（都）牧野高槻線の整備促進

（都）十三高槻線の整備促進

凡　　 例

高速道路

広域幹線道路
放射状幹線道路
環状幹線道路

  鉄道

立体交差化

新駅

※図中の（都）は都市計画道路の略

（資料）高槻市都市計画マスタープラン

道路ネットワーク整備方針
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　市営バスは、市民が日常生活を営む上で重要な
インフラとなっており、高齢化が進む中で買い物
や通院等のため不可欠な移動手段となっていま
す。こうした公共交通機関としての役割を果たし
ながら、市の組織として、市のまちづくり政策（子
育て支援、福祉施策、観光施策等）と連携して各
種事業を進めています。
　他方で、市営バスを取り巻く環境は、生産年齢
人口 36 の減少などにより厳しい状況下にあり、
平成 30（2018）年度決算が赤字になるなど、

今後もより一層厳しい経営環境が続くと見込まれ
ています。こうした状況の下、収支均衡のとれた
自立経営を徹底して、乗客サービスの維持・向上
を図る必要があります。
　また、全国的に公営バス事業者が減少傾向にあ
り、京阪神地区では、現在、4 事業者だけとなっ
ています。バス事業を活用したまちづくりは、本
市の特長の一つとなっており、今後も市の行政施
策と一体となった事業運営が必要です。

安全で快適な
市営バスサービスの提供

施策体系番号

1-3

持続可能な自動車運送事業運営を行い、多くの市民の通勤、通学、買い物、通院等の移動手段が
確保されており、豊かで快適な市民生活を送ることができる魅力あるまちを目指します。

目標（めざす姿）

現状・課題

36   生産年齢人口：15 歳〜 64 歳の人口を指す。

市営バスの経営状態の推移
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施策の方向

❶ 自立経営の徹底
　民間並みの経営効率の実現を目指し、乗車券の IC 化により乗客の利用実態を把握しながら、効率的
な路線・ダイヤの見直し等に取り組みます。あわせて、給与水準と生産性・効率性の見直しに取り組
みます。

❷ 安全運行の確保
　安全運行の確保のため、乗務員の意識改革を図るための更なる研修の充実や乗客への啓発活動を行
います。

❸ 乗客サービスの向上
　情報発信の充実やバス停施設等の環境整備など、お客様満足度の向上や利用促進につながる取組を
行います。

❹ 行政施策との連携
　地方公営企業の強みをいかし、市の各種政策（子育て支援、福祉施策、観光施策等）との連携に取
り組みます。

主な本市の関連計画
高槻市営バス経営戦略、都市計画マスタープラン、総合交通戦略、バリアフリー基本構想

▶ 指標と目標値

指標名 現状値 令和 12 年度目標値

純損益（計画期間の総計） ▲ 81,130,586 円
（令和元年度） 黒字

＜市営バス＞
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1　本市においては、節水機器の普及等の社会状
況の変化により、給水量は平成 4（1992）年度
をピークに減少傾向にあります。今後も給水人口
の減少は加速していく見通しであり、給水量及び
料金収入の減少が続くことが予想されます。この
傾向は本市だけでなく全国的にも同様であり、水
道事業の経営環境が厳しくなっていることを受
け、平成 30（2018）年 12 月には水道事業の経
営基盤の強化を目的として水道法が改正されまし
た。

2　本市においても水道法の改正を受け、水道施
設の更新費用を含めた収支計画を作成しますが、
厳しい財政状況になると見込まれることから、適
正な料金水準と料金体系について、検討を行う必
要があります。また、改正水道法では都道府県に
水道基盤強化計画の策定権限が与えられたことか
ら、大阪府を中心に、広域連携について協議が行
われています。

安全・安心な
水道水の安定供給

施策体系番号

1-4

持続可能な水道事業運営を行い、安全・安心な水道水を供給するとともに、災害に強くしなやか
な水道を整備することで、将来にわたって市民が安心して水道を利用できるまちを目指します。

目標（めざす姿）

現状・課題

（年度）

（万㎥）（万人）
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3　本市では、平成 23（2011）年度に水安全計
画を策定し、平成 26（2014）年度には水道 GLP37

認定を取得するなど、市民が安心して使える安全
な水道水を供給してきました。今後も安全な水道
水を供給し続けられるよう、的確な見直しを行っ
ていく必要があります。

4　本市は平成 30（2018）年度に大阪府北部地
震や台風第 21 号の被災を経験し、災害に強い水
道事業の必要性がこれまで以上に高まっていま
す。今後増加する老朽化施設の更新や施設の耐震
化に努めていくとともに、災害が発生した際の応
急対応についても検討を進め、災害に強く、また
迅速に復旧できるしなやかな水道の実現に向け、
環境整備を行っていく必要があります。

施策の方向

❶ 持続可能な水道
　水道の使用量が減少することにより料金収入も減少する中、経営基盤の強化を着実に推進し、かつ
アセットマネジメント 39 の観点から、長期的視野に立った計画的な資産管理に基づいて老朽管の更新
等を行うことで、健全経営の維持に取り組みます。
　水道の広域連携については、様々な広域連携の形態がある中から、市民にとってのメリットを最優
先に、広域化手法の検討を行います。

❷ 安全な水道水の供給
　水道 GLP 認定の水質検査機関として、水道水質検査の精度の向上と信頼性の確保に努め、適切な水
質管理を行うことにより、安全で安心して利用できる水道水の供給に努めます。
　また、自己水源の確保は、危機管理と経済合理性の双方においてメリットがあることから、老朽化
している大冠浄水場の浄水処理工程については、更新を進めていきます。

37   水道 GLP：日本水道協会が定めた水道水の水質検査が正確かつ適切に行われたことを保証するための規範。
38   基幹管路：導水管、送水管及び配水本管のこと。
39   アセットマネジメント：社会ニーズに応じた役割を踏まえ、施設や資産を維持管理し、良好なサービスを持続的に提供するための事業運営のこと。
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❸ 災害対策の強化
　計画的に基幹管路及び市救護拠点病院 40 等の重要給水施設に至る管路の更新・耐震化を行うととも
に、水道施設の停電や浸水リスクの対策にも取り組み、安定した水道水の供給に努めます。
　また、災害時に迅速かつ的確な対応が行えるよう、危機管理体制の強化や効果的な災害広報・市民
との協働の推進に努めます。

主な本市の関連計画
水道事業基本計画

▶ 指標と目標値

指標名 現状値 令和 12 年度目標値

基幹管路の耐震適合率 53.0％
（令和元年度） 70％

40   市救護拠点病院：各救護所から搬送される入院を要する患者を受け入れるため、あらかじめ二次後送病院として、市内 7 カ所の病院を指定している。
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　下水道（汚水）整備については、昭和 35（1960）
年から着実に事業を進めてきた結果、人口普及率
は 99％を超え、概成を迎えました。下水道管

かんきょ
渠 41

の総延長は約 1,266 キロメートルに及んでおり、
今後耐用年数を超える施設が急激に増加するな
ど、その対策が急務となっています。加えて、集
中豪雨による内水氾濫 42 や、南海トラフ巨大地
震 43 など、市民生活を脅かすリスクが増大して

おり、これらの対策も同様に喫緊の課題となって
います。
　一方、下水道を取り巻く社会情勢は、少子高齢
化の進行や節水機器の普及等による使用料収入の
減収など、厳しい経営環境が予想されます。
　これらを踏まえ、安全・安心で快適なまちづく
りの実現に向け、自立した公営企業として持続可
能な下水道等事業の経営が求められます。

持続可能な下水道の運営
施策体系番号

1-5

汚水が常に処理されることで、良好な生活環境が維持され、公共用水域の水質も保全されている
まちを目指します。また、健全な経営の下、下水道施設の老朽化及び地震対策が進むことで、災
害時にも汚水処理ができるまちを目指します。

目標（めざす姿）

現状・課題

施策の方向

❶ 経営基盤の強化
　下水道施設の老朽化に伴う維持管理費の増加や、人口減少等による下水道使用料の減収など、下水
道等事業は今後厳しい財政状況が見込まれますが、下水道は市民生活や事業活動を支えるライフライ
ンとしての役割だけでなく、公衆衛生の確保や公共用水域の水質保全等、極めて重要な役割を担って
います。これらを踏まえ、持続可能な下水道等事業の経営を行うため、経費の削減や水洗化率の向上
等による収入確保に努め、経営基盤の強化を図ります。

41   管
かんきょ

渠：下水道管とマンホールからなり、家庭や工場などから集めた汚水を処理場まで運ぶ重要な役割を担っている。
42   内水氾濫：都市に降った雨が河川等に排水できずに、市街地の建物や道路などが浸水すること。
43   南海トラフ巨大地震：駿河湾から日向灘沖にかけてのプレート境界を震源として繰り返し発生してきた大規模地震。南海トラフ地震が発生すると、太平洋沿岸の広い範囲

で強い震度となるとともに、大津波の襲来が想定されている。
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❷ 下水道施設の老朽化及び地震対策
　下水道施設の老朽化対策については、定期点検などにより劣化状況を的確に把握し、発生対応型か
ら予防保全型の維持管理に努めることで、下水道管の閉塞事故や道路陥没などを未然に防ぐとともに、
効果的・効率的に改築・更新を実施し、ライフサイクルコストの縮減を図ります。また、地震により
下水道の機能が損なわれると、トイレが使用できないことで、衛生環境が悪化し健康被害が生じるな
ど市民生活に大きな影響を与えるおそれがあります。このような事態を回避し、ライフラインとして
の機能を確保するため、下水道施設の耐震化や指定避難所である小中学校等へのマンホールトイレの
整備を進めるとともに、下水道 BCP44（業務継続計画）の継続的な見直しを行い、より実効性のある
計画へと充実させていきます。

高槻市における水洗化率の推移

（年度）

（%）

85

90

95

100

平成22
（2010）

23
（2011）

24
（2012）

25
（2013）

26
（2014）

27
（2015）

28
（2016）

29
（2017）

30
（2018）

令和元
（2019）

～～

97.997.897.697.497.397.297.096.996.896.8

主な本市の関連計画
下水道等事業経営計画、下水道総合地震対策計画、下水道ストックマネジメント計画

▶ 指標と目標値

指標名 現状値 令和 12 年度目標値

緊急性の高い管
かんきょ

渠の耐震化率 39.0％
（令和元年度） 45％

下水道供用開始区域内の水洗化率 97.9％
（令和元年度） 99.1％

44   下水道 BCP：被災時においても下水道が担うべき機能を維持するため、被災を想定した上で、従来よりも速やかに、かつ高いレベルで下水道が果たすべき機能を確保
するための計画。
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災害に強く強靱なまちづくり
施策体系番号

2-1

1　平成 30（2018）年 6 月の大阪府北部地震
では大阪府内で観測史上初となる震度 6 弱を記
録し、また、同年 9 月の台風第 21 号では最大
瞬間風速が 54 メートル / 秒を超え、これらの災
害 に 伴 う 罹 災 証 明 書 の 発 行 件 数 は そ れ ぞ れ
22,775 件、6,823 件となるなど、本市は甚大な
被害を受けました。実際に被災地となったことに
よる市民の防災に対する意識の変化や、災害対応
における課題と教訓を踏まえ、各種対策を講じる
ことで、今後発生が危惧される災害に備えていく
必要があります。

　特に、災害発生時における行政の対応（公助）
には限界があることから、まずは、自助力の強化
を図るため、平時からの防災意識の向上や、災害
時の情報収集など、市民自らが防災に関する取組
を進めていく必要があります。また、共助力の強
化を図るため、自主防災組織を取り巻く課題を整
理し、在り方を見直す必要があります。さらに、
災害時の避難所運営に関しては、支援する側と支
援を受ける側という構図にならないよう、訓練等
を通じて、防災意識向上を図り、市民にも避難所
の運営に携わっていただく必要があります。

自然災害に対して、市民・事業者等と行政が日頃から協力して備えることで、災害に強く強靱なま
ちを目指します。

目標（めざす姿）

現状・課題

＜市全域大防災訓練＞
市民が主体となった避難所運営訓練により、自助・共助の意識を向上
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2　近年、下水道の計画降雨（時間降雨量 48 ミリ）
を大きく上回る集中豪雨等の多発や、都市化の進
展に伴う雨水の流出形態の変化などにより、内水
氾濫 45 が発生するようになりました。本市でも、
平成 24（2012）年 8 月に時間最大降雨量 110 
ミリというこれまで経験したことのない集中豪雨
により、床上・床下合わせて約 900 件という甚
大な浸水被害が発生しました。これを受け、本市
は「総合雨水対策基本方針」及び「総合雨水対策
アクションプラン」を策定し、これまでの計画降
雨への雨水対策に加え、浸水リスクの高さや被害
の大きさ等を総合的に判断し、地域特性に応じた

効果的かつ効率的な超過降雨対策を実施していま
す。具体的には、浸水多発地区を中心に重点区域
を定めて雨水貯留施設等のハード整備を行うとと
もに、土のうステーション 46 の活用等、自助・
共助を支援するソフト対策を組み合わせ、浸水被
害の軽減に取り組んでいます。また、浸水被害を
最小限に抑えるには、止水板や土のうで浸水を防
ぐなど、自ら速やかに行動することも重要であり、
市民・事業者等と行政が、水害に対する危機意識
を共有し、連携して対策の強化を図る必要があり
ます。

＜雨水貯留施設＞
集中豪雨の際、雨水を一時的に貯留し、浸水被害を軽減。安満遺跡公園、高
槻城公園内に整備

45   内水氾濫：都市に降った雨が河川等に排水できずに、市街地の建物や道路などが浸水すること。
46   土のうステーション：浸水被害に備え、大雨等のとき、地域の方々が自由に使える土のうの置き場のこと。土のうステーション 1 基に、10kg の土のうが約 100 袋入っ

ている。

3　全国各地で甚大な被害を及ぼす水害が多発し
ており、淀川流域においても平成 25（2013）
年台風第 18 号において、桂川で堤防を越水し、
大きな被害が発生したほか、枚方水位観測所では
氾濫注意水位を超過しました。また、平成 30

（2018）年 7 月豪雨では日吉ダムなどで異常洪
水時防災操作が実施されるなど、淀川水系におい
ても、計画規模を超える洪水がいつ発生してもお
かしくない状況にあります。治水・土砂災害対策
については、管理者である国や大阪府において、

被害を軽減するための施設整備を行っているもの
の、これらの整備には莫大な費用と時間が必要と
なります。本市としては、人命を守ることを最優
先とし、ハード整備の推進だけでなく、地域防災
力の向上を図るためのソフト対策を総合的、効率
的に組み合わせ実施していくことが重要となるこ
とから、国や大阪府、地域との連携を図りながら、
治水・土砂災害対策に取り組んでいく必要があり
ます。

分
野
１

分
野
２

分
野
３

分
野
４

分
野
５

分
野
６

分
野
７

分
野
８

基
本
計
画

安全で安心して暮らせるまち 分野	2

48



施策の方向

❶ 強靱なまちづくり
　大阪府北部地震などを踏まえ、大規模自然災害が発生しても「致命的な被害を負わない強さ」と「速
やかに回復するしなやかさ」をもった「強靱な地域」をつくりあげる施策を推進していくために策定
した国土強靱化地域計画を基本に、防災や減災、迅速な復旧に資する取組を推進することで、持続的
な成長・発展を支えるとともに、安全・安心な地域づくりを目指します。

❷ 防災意識の向上
　大阪府北部地震等での被災経験を踏まえ、市民による建物等の適正な維持管理や非常備蓄品・持出
品の準備、ハザードマップ 47 の確認やタイムラインの作成などによる災害リスクの把握、防災情報の
理解などを促進し、市民の防災力や防災意識の向上を図ります。

❸ 情報伝達体制の強化
　災害時における市民の安全確保や適切な避難行動に向け、防災行政無線からの屋外放送を始め、イ
ンターネットを用いた情報発信や避難所での情報の掲示など、様々な手段を用いて、情報伝達を行い
ます。また、災害時には、市民自らが情報収集を行い、適切な避難行動をとることができるよう、情
報の取得方法等の啓発に努めます。

❹ 地域の自主的な防災活動の充実
　「みんなの安全・安心は地域で守る」という共助により、地域住民が協力して取り組む自主的な防災
活動の充実を図るため、自主防災組織の平時からの取組や訓練の実施等を支援します。また、災害時
における迅速な避難や被害の軽減につながる地区版ハザードマップや、地域住民が避難所運営に携わ
るために必要な避難所運営マニュアルは、女性・高齢者や障がい者などに配慮するとともに、感染症
対策に対応したものとし、これらを踏まえた地区防災計画の策定につなげます。加えて、地域におけ
る防災意識の啓発や防災活動の活性化を担う防災指導員を育成し、地域防災力の向上を図ります。

❺ 災害対応力の強化
　大阪府北部地震等の災害対応を踏まえ、業務継続計画（BCP）48 に基づき、災害応急業務などの非
常時優先業務を確実に実施できるよう、図上訓練の実施や各種災害対応マニュアルの充実などを行い、
市の災害対応力の強化を図ります。また、災害時における他自治体や防災関係機関等からの応援を適
切に活用できるよう受援体制の整備を図るとともに、平時から訓練などを通じて顔の見える関係を構
築し連携を図ります。

47   ハザードマップ：自然災害による被害の軽減や防災対策に使用する目的で、被災想定区域や避難場所・避難経路などの防災関係施設の位置などを表示した地図。
48   業務継続計画（BCP）：災害時、行政も被災し、人・物・情報等の利用できる資源に制約がある状況下で、災害対応等の業務を適切に行うための計画。
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❻ 避難所の環境整備
　ソフト対策として、避難生活者や地域住民に迅速かつ正確な情報を発信できるよう、災害対策本部
と避難所との情報の共有・伝達を図るため、タブレット端末を配置するとともに、持続的な避難所運
営ができるよう方面隊 49 の体制整備に努めます。また、ハード整備として、断水時のトイレ環境の向
上を図るためマンホールトイレの整備を推進することに加え、更なるバリアフリー化の実施や空調の
整備など、良好な避難生活を確保するため避難所の環境整備を図ります。さらに、電気自動車や大型
蓄電池の導入による停電対策、感染症対策を踏まえた避難所環境の整備に努めます。

❼ 総合雨水対策の推進
（1）雨水対策施設の整備
　浸水が多発する重点区域において、計画降雨を超える降雨時のピーク流出量を抑えるため、雨水貯
留施設や雨水流出抑制施設の整備を行うとともに、民間の開発時における保水機能の保全や雨水対策
施設の整備を促進します。
　また、計画降雨の雨水整備については、地域の状況等を考慮し、選択と集中を行い、浸水リスクの
高いエリアを優先した雨水整備を行うなど、未整備地区解消に向け取り組むとともに、くぼ地など地
形特性等により浸水が多発する地域については、局所的な対策を併せて実施します。
（2）自助・共助の取組への支援
　水害・土砂災害ハザードマップについて、これまでの出前講座に加え、国や大阪府と連携した取組
を行うなど更なる啓発に努めます。また、土のうステーションについて積極的な周知、啓発を行い、
活用促進を図ります。

❽ 治水・土砂災害対策の推進
　治水対策や土砂災害対策については、ハード整備の事業主体である国や大阪府に対し、一層の推進
を要望します。また、ソフト対策として、土砂災害特別警戒区域内の住宅の移転、補強支援を行うほか、
関係機関や地域と連携し防災訓練等を行うなど、地域防災力の向上を図ります。

49   方面隊：施設管理者と協力し、指定避難所の開設、運営等を行う避難所担当の市職員。
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主な本市の関連計画
国土強靱化地域計画、地域防災計画、総合雨水対策アクションプラン

▶ 指標と目標値

指標名 現状値 令和 12 年度目標値

防災情報に関する SNS50 の登録者数 24,800 人
（令和 2 年 7 月時点） 70,000 人

雨水貯留施設の整備箇所数 1 か所
（令和元年度） 4 か所

マンホールトイレの整備箇所数 6 か所
（令和元年度） 59 か所

50   SNS：Social Networking Service の略で、登録された利用者同士が交流できる Web サイトの会員制サービスのこと。最近では、社会や組織の広報としての利用も
増えている。
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消防・救急体制の充実
施策体系番号

2-2

1　消防力の確保や充実に向け、消防署所につい
ては、防災拠点としての機能を低下させないため、
老朽化する消防施設の維持補修や庁舎設備の更新
のほか、業務継続計画（BCP）を踏まえた設備を
整備する必要があります。

2　消防団を中核とした地域防災力の充実強化を
図り、住民の安全・安心を確保するため、消防団

の装備や施設の充実強化、各種訓練が実施可能な
環境を整備する必要があります。

3　本市の出火率（人口 1 万人あたりの出火件数）
は、全国平均と比べ低くなっていますが、毎年、
火災原因の上位を占める「放火による火災」を予
防するため、火災予防の啓発を引き続き推進して
いく必要があります。

消防・救急体制の強化が図られ、市民が安全・安心に暮らせるまちを目指します。

目標（めざす姿）

現状・課題

1 万人あたりの火災発生件数の推移
（件）

（年）
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（資料）総務省消防庁「消防白書」を基に作成

分
野
１

分
野
２

分
野
３

分
野
４

分
野
５

分
野
６

分
野
７

分
野
８

基
本
計
画

安全で安心して暮らせるまち 分野	2

52



4　住宅火災による逃げ遅れを防ぐためには、火
災の発生を早期に覚知することが重要となりま
す。住宅防火対策の推進として、条例基準に適合
した住宅用火災警報器の更なる設置促進や、設置
済みの住宅用火災警報器の適正な維持管理につい
て、自治会訓練等を通じて積極的な広報活動を継
続していく必要があります。

5　防火対象物及び危険物施設に対する査察につ
いては、防火管理・保安体制・消防用設備等設置
状況・危険物取扱設備の状況等を検査し、消防法
令に適合するよう必要な指導を行います。また、
不特定多数の者等が利用する防火対象物に関する
重大な消防法令違反が判明した場合には、防火対

象物情報とその違反情報を公表し、是正されない
場合には、措置命令権を行使するなど、安全の確
保に努める必要があります。

6　平成 30（2018）年の心肺停止傷病者に対す
るバイスタンダー（救急現場に居合わせた人）に
よる心肺蘇生法実施率は 58.4％で、初めて 50％
を超えました。引き続き、AED51 の的確な活用
や心肺蘇生法の普及を推進するため、普通救命講
習の受講者増加に向けた応急手当の普及啓発活動
を行うとともに、常に新しい知識の取得と技能の
維持向上に向けて、修了者に定期的な受講を呼び
かけ、更なる救命率及び社会復帰率の向上につな
げていく必要があります。

7　更なる救命率及び社会復帰率の向上を図るた
め、救急救命士 52 の資格取得や救急救命処置拡
大に伴う各種認定救命士の養成のほか、指導救命
士による救急救命士の再教育及び救急隊員の教育
体制を確立するなど、救急業務全般の質的向上を
図る必要があります。

8　近年の異常気象により、住宅密集地において
大規模火災が発生するおそれがあるほか、南海ト
ラフ巨大地震 53 の発生が危惧されており、大規
模災害への対応を検討する必要があります。

51   AED：心臓の致死的な不整脈を感知して電流を流し、心臓を正常に戻すことができる機器。
52   救急救命士：傷病者を病院又は診療所に搬送するまでの間、医師の指示の下に一定の救急救命処置を行うことを業務とする者。また、各種の認定を受けた場合、気管

挿管や薬剤投与といった特定の医療行為が可能となる。
53   南海トラフ巨大地震：駿河湾から日向灘沖にかけてのプレート境界を震源として繰り返し発生してきた大規模地震。南海トラフ地震が発生すると、太平洋沿岸の広い範囲

で強い揺れと大津波の襲来が想定されている。

心肺停止傷病者に対するバイスタンダーによる心肺蘇生法実施率の推移（%）
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（資料）総務省消防庁「救急・救助の現況」を基に作成
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施策の方向

❶ 防災拠点機能の強化
　老朽化する消防施設の設備について、環境に配慮した高効率な設備に更新するとともに、庁舎の長
寿命化を図るため適切な維持補修を実施するほか、業務継続計画（BCP）を踏まえ、マンホールトイ
レや受水槽の整備を図ります。

❷ 地域防災力の充実強化
　「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律」に基づき、消防団員の確保に取り組むと
ともに、個人装備や各種資機材等の充実、訓練施設の整備等の支援を行います。

❸ 火災発生件数の低減等の推進
　市民の防火・防災意識の高揚と火災・震災時の初期対応に関する啓発・普及を推進し、火災発生件
数の低減を目指します。また、条例基準に適合した住宅用火災警報器の設置を一層促進するなど、住
宅火災による被害の低減を図ります。

❹ 防火管理・保安体制の指導強化と違反是正の推進
　防火対象物や危険物施設に対して最新の消防法令改正を踏まえた基準に適合するよう指導を行うと
ともに、重大な消防法令違反に対して防火対象物情報及びその違反情報を公表するなど、措置命令権
を行使し安全の確保に努めます。

❺ 救急業務の高度化の推進
　救急救命士の資格取得、救急救命処置拡大に伴う各種認定救命士の養成により、救命率及び心肺停
止傷病者の 1 か月生存率・社会復帰率の向上に努め、指導救命士による救急救命士の再教育及び救急
隊員の教育体制を確立し、救急隊員の人的及び質的向上に努めます。

❻ 応急手当の普及啓発の促進
　救命率及び大規模災害時における「自助・共助」による救助能力の向上を目指し、応急手当講習等
の普及啓発に努め、AED の的確な活用や心肺蘇生法の普及を推進することで、市民等との協働に更に
取り組みます。

❼ ICT54 技術を活用した消防力の強化
　大規模火災等の災害発生時、被害予測や情報収集等に先進技術を活用し、限られた消防力の効率的
な運用を図ります。

54   ICT：Information and Communication Technology の略で、情報通信技術を表す言葉。日本では IT（Information Technology）が同義で使われているが、 
IT に「Communication（コミュニケーション）」を加えた ICT の方が、国際的には定着している。
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主な本市の関連計画
地域防災計画、国土強靱化地域計画

▶ 指標と目標値

指標名 現状値 令和 12 年度目標値

1 万人当たりの火災発生件数
（10 年間の平均値）

2.3 件
（令和元年） 2.2 件

住宅用火災警報器の設置率 81％
（令和元年） 100％

普通救命講習Ⅰ（普及員が行った普通救命講
習Ⅰ含む）の受講者数

12,434 人
（平成 27 年から 

令和元年までの累計）

44,000 人
（平成 27 年から 

令和 12 年までの累計）

認定救急救命士の養成人数 72 人
（令和元年度） 84 人
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防犯活動の推進と
消費者の安全・安心の確保

施策体系番号

2-3

1　本市では、児童の安全・安心の確保や犯罪抑
止などのため、全市立小学校 41 校の通学路に防
犯カメラを設置・運用しています。また、子ども
や女性を狙った犯罪を抑止するため、自治会が設
置する防犯カメラへの補助に加え、ひったくり防
止カバーや空き巣防犯啓発板の配布など、市民に
対する防犯啓発に取り組むとともに、青色防犯パ
トロールなどの防犯活動を実施し、犯罪の抑止を

図ってきました。高槻警察署や高槻警察署管内防
犯協議会による防犯活動に加え、本市における各
種取組により、本市の刑法犯認知件数は年々減少
しています。
　しかしながら、子どもへの声かけ事案や女性を
狙った犯罪、高齢者等を狙った特殊詐欺 55 など
は依然として発生しており、引き続き、高槻警察
署や高槻警察署管内防犯協議会等と連携し、防犯

犯罪などの日常生活におけるリスクに対し、行政（市・警察）と市民、団体などが常日頃から連携
することで、犯罪の抑止が図られるとともに、安全な消費生活の確保が図られ、市民が安全に安
心して暮らせるまちを目指します。

目標（めざす姿）

現状・課題

（件）
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千人当たりの刑法犯認知件数の推移

（資料）警察庁「平成 30 年の刑法犯に関する統計資料」を基に作成

55   特殊詐欺：被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定した口座への振込みなどの方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪の総称。 
「オレオレ詐欺」「架空料金請求詐欺」などが含まれる。
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活動を展開していく必要があります。
　通学時における子どもたちの安全確保に向け
て、通学路上の危険箇所については、引き続き関
係機関と連携して、改善や対応を行うとともに、
周辺環境の整備等の調整を図る必要があります。
また、子どもたちの登下校時の見守り活動につい
ては、高齢化等により、セーフティボランティア 56

の登録者数が減少傾向にあり、継続的に担い手を
確保する必要があります。

2　消費者を取り巻く環境は、グローバル化 57 や
情報化の進展等により、多様化・複雑化し、地域
や家族のつながりが弱まる中、消費者被害も深刻
化しています。また、高齢化が更に進み、消費者
トラブルや特殊詐欺の被害に遭いやすい高齢者が
増加することに加え、令和 4（2022）年 4 月に
成年年齢が 18 歳に引き下げられることから、若
年層への消費者被害の拡大も懸念されます。

　このような状況にある中、誰もが安全に安心し
て豊かな消費生活を営むことができる社会を実現
するためには、消費者が商品やサービスについて
正確で十分な情報を入手することにより、適正な
取引がなされ、被害が生じた場合でも救済や再発
防止の措置が適切にとられることが重要であるこ
とから、様々な機会を捉え、情報提供や啓発活動
などを行っていく必要があります。
　若年層への消費者教育 58 については、成年年
齢の引下げを見据え、関係機関との連携の強化が
重要となります。また、高齢者については、本人
だけでなく、家族や支援者等に対して消費者トラ
ブルやその解決につながる情報、特殊詐欺被害の
未然防止につながる情報等、包括的な情報発信・
啓発などを強化する必要があります。
　あわせて、若年層や高齢者だけでなく、様々な
ライフステージに応じた消費者教育、啓発を推進
していくことが重要となります。

施策の方向

❶ 防犯活動の推進
　積極的な防犯活動の推進を図るため、高槻市・島本町安全なまちづくり推進協議会の下、市民・事
業者・警察・高槻警察署管内防犯協議会などと連携し、防犯活動を展開していきます。本市域に影響
のある事案が発生した際に、市民の身の安全を確保できるよう、体制を構築し、不測の事態に備えます。

❷ 子どもの見守り活動などの推進
　子どもの安全確保や犯罪抑止を図るため、防災行政無線の活用や青色防犯パトロールの実施により、
住民に協力を呼びかけるなど、地域での子どもの見
守り活動を推進します。
　通学路については、地震事故の教訓を踏まえ、交
通安全、防犯に加え、防災の観点からも、関係機関
とともに学校、PTA、地域住民との連携の下、登下
校時の安全確保に取り組みます。加えて、セーフティ
ボランティアの担い手や「こども見守り中」の旗掲
示協力者の確保を通じ、登下校時の見守り活動を推
進することで、子どもを見守り育てる地域づくりに
努めます。 ＜子ども見守り活動の様子＞

56   セーフティボランティア：地域や保護者の方々が、主に小学生の登下校時に、通学路や交差点、校門前等に立ち、子どもたちの安全を見守る取組。
57   グローバル化：情報通信技術の進展、交通手段の発達、市場の国際的な開放等により、人・物・情報の国境を越えた移動が活発化し、文化、経済、政治などの活動や

コミュニケーションが地球規模で統合、一体化されること。
58   消費者教育：消費者が自らの権利と役割を理解し、それに基づいた意思決定や消費行動が可能な自立した消費者を育成するための消費生活に関する教育。
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❸ 街頭犯罪や女性・子どもを狙った犯罪の抑止
　街頭犯罪や女性・子どもを狙った犯罪を抑止するため、警察と連携を図り、既存防犯カメラの適切
な管理運用を行い、犯罪抑止に努めるほか、自治会による防犯カメラの設置を支援します。また、ひっ
たくり防止カバーの配布など防犯啓発を行うことで、街頭犯罪を抑止し、安心して暮らせるまちづく
りに努めます。

❹ 特殊詐欺等被害の未然防止
　高齢者を狙った特殊詐欺や悪質商法の被害から市民を守るため、広報誌等を活用した情報提供や警
察などと連携した被害防止を呼びかける啓発に取り組みます。

❺ 消費生活相談業務の充実
　消費生活相談の複雑化や高度化に対応するため、人材育成等による消費者行政機能の強化に取り組
むとともに、関係機関等との連携を図り、高度で専門的な相談への対応力を強化します。

❻ 消費者教育の推進
　消費者自身が合理的な意思決定を行い、被害を未然に回避したり、被害に遭った場合に適切に対応
する能力を身につけるための消費者教育を推進します。
　若年層については、教育現場や関係機関と連携し、若年層を取り巻くトラブルやその被害防止につ
いての情報発信や啓発活動を実施します。また、消費者トラブルに遭いやすい高齢者については、高
齢者本人だけでなく、その家族や支援者への積極的な啓発活動に取り組みます。

▶ 指標と目標値

指標名 現状値 令和 12 年度目標値

千人当たりの刑法犯認知件数 6.2 件
（平成 30 年） 4.8 件

消費者啓発事業参加人数 1,918 人
（平成 30 年度） 2,000 人
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就学前児童の
教育・保育の充実

施策体系番号

3-1

1　近年、国全体として少子化が急速に進んでい
る中、就労形態の多様化など、子育て家庭を取り
巻く環境が変化してきており、就学前児童人口は
減少傾向にあるものの、潜在的待機児童 59（利用
保留児童）は増加傾向にあり、就学前の教育・保
育に対するニーズは多様化してきています。
　そのような中、国において、一人ひとりの子ど
もが健やかに成長することができる社会の実現に
向け、平成 27（2015）年 4 月から「子ども・
子育て支援新制度 60」（以下、「新制度」という。）
が始まり、認定こども園 61 の普及や地域型保育
事業の創設などにより、子育てしやすい環境を整
備していく取組が進められています。

2　本市においても、新制度の趣旨の下、教育・
保育や地域子ども・子育て支援事業に総合的・計
画的に取り組んでいます。特に、子育て支援を重
点施策の一つに位置付け、民間事業者との連携・
協力の下、潜在的待機児童の解消に向けて、小規
模保育事業所の新設や私立幼稚園の認定こども園
への移行促進など、積極的な受入枠の拡大を図っ
ています。また、平成 31（2019）年 4 月には「高
槻子ども未来館」を開館し、子育て支援の新たな

拠点施設として、病児保育や休日・一時預かり保
育など、多様化する保育ニーズへの対応に努めて
います。さらに、国に先駆けて平成 30（2018）
年度から 5 歳児の幼児教育の無償化を実施し、
保護者の負担軽減と質の高い教育を受けることが
できる環境づくりに取り組んできました。
　引き続き、令和 2（2020）年度を始期とする「子
ども・子育て支援事業計画」に基づき、保育の量
の見込みを的確に把握し、より良い教育・保育環
境の整備に取り組んでいく必要があります。

3　保育需要への対応として受け皿拡大を進める
に当たり、民間の力を活用することにより迅速に
対応する中で、本市の民間施設と公立施設に通う
就学前児童の割合は既に 7:3 となっています。
さらに、新制度開始以降、小規模保育事業や企業
主導型保育事業など、新たな類型の事業が開始さ
れたことや、それに伴う新規事業者の参入などの
状況から、公的役割として、民間施設における教
育・保育の担い手育成に取り組んでいく必要があ
ります。

4　「子ども・子育て支援法」の改正により、令

次代を担う全ての子どもたちに豊かな育ちと学びが保障されて、子どもたちの笑顔があふれるま
ちを目指します。

目標（めざす姿）

現状・課題

59   潜在的待機児童：認可保育施設に入所できなかった子どものうち、認可外保育施設に通ったり、特定の園を希望していたなどの理由で、待機児童数から除外された子ども。
60   子ども・子育て支援新制度：幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めていくためにつくられた制度。
61   認定こども園：保護者の就労の有無などに関わらず、就学前の子どもを受け入れ、幼児教育・保育を一体的に行う施設。
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和元（2019）年 10 月から幼児教育・保育の無
償化が実施され、幼稚園、保育所、認定こども園、
小規模保育事業所等を利用する 3 歳から 5 歳ま
での全ての子どもと、0 歳から 2 歳までの住民
税非課税世帯の子どもに係る利用料が無償となり
ました。
　無償化の実施により、保育ニーズの更なる増加

が想定されることから、受入枠の拡大と認可外保
育施設等を含めた保育の質の向上に取り組む必要
があります。加えて、市民や事業者に対し、丁寧
な周知を図るとともに、教育・保育の量的拡大と
質の向上とを合わせた更なる施策展開が求められ
ます。

高槻市における保育施設の開設数・整備状況の推移
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施策の方向

❶ 教育・保育の充実
　公立保育所・幼稚園は認定こども園へ移行するとともに、3･4･5 歳児による異年齢児学級保育を実
施し、発達に応じた教育環境の更なる充実を図ります。
　教育・保育の一体的提供及び教育・保育の推進に関する体制の確保として、公立と民間との適切な
役割分担や連携充実を図るとともに、市全体の教育・保育の質の確保と向上に向けて、民間施設の職
員も対象にした研修の充実を図ります。

❷ 教育・保育の環境整備
　市全体の受入枠の状況や幼児教育・保育の無償化等による変化を見定めながら、量の見込みを的確
に把握し、受け皿の確保に取り組みます。
　また、多様な保育ニーズに対応するため、病児保育や休日・一時預かり保育などの取組を進めます。
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主な本市の関連計画
子ども・子育て支援事業計画、教育振興基本計画

▶ 指標と目標値

指標名 現状値 令和 12 年度目標値

厚生労働省報告基準の待機児童 62 数 0 人
（令和元年度） 0 人

62   待機児童：保育の必要性の認定がされ、特定教育・保育施設、または特定地域型保育事業の利用申込みがされているが、利用していない児童。
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子ども・子育て支援の充実
施策体系番号

3-2

1　近年、共働き家庭の増加、地域のつながりの
希薄化、児童虐待の深刻化など、子育て家庭や子
どもの育ちをめぐる環境が変化している中で、市
民ニーズも多様化してきています。
　これまで本市では、子育て支援策の充実を重要
施策と位置付け、積極的に取り組んできました。
その一環として、子ども医療費助成について、所
得制限の撤廃と対象年齢の引上げにより、制度拡
充を図り、子育てに係る負担軽減に努めています。
また、新たな子育て支援拠点として平成 31

（2019）年 4 月に開館した「高槻子ども未来館」
に、子どもに特化した「子ども保健センター」を

新たに設置し、乳幼児健診や教室等、母子保健サー
ビスの提供体制の充実に取り組んできたところで
す。
　引き続き、令和 2（2020）年度を始期とする「子
ども・子育て支援事業計画」に基づき、放課後児
童健全育成事業（学童保育）や子育て支援セン
ター、つどいの広場などの地域子育て支援拠点事
業など、地域子ども・子育て支援事業に取り組む
ことで、市民ニーズを踏まえ、適切にサービス提
供を行う体制を構築し、安心感を持って子育てが
できるよう、総合的な子育て支援施策を推進する
必要があります。

全ての子どもの健やかな育ちのため、子育て家庭の不安感や負担感が解消され、安心して子ども
を産み、育てられる環境が整ったまちを目指します。

目標（めざす姿）

現状・課題

高槻市における地域子育て支援拠点事業の延べ利用人数の推移
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2　学童保育については、就学児童数の減少が見
込まれる一方、利用希望者は増加傾向にあり、中
心市街地など一部地域で生じる待機児童の解消の
ため、民間学童保育室の更なる設置促進などに取
り組むとともに、小学校 4 年生以上の高学年児
童の受入れについて検討する必要があります。ま
た、国の「新・放課後子ども総合プラン」の趣旨
を踏まえ、本市の実情に合った学童保育と放課後
子ども教室との連携の在り方など、放課後の子ど
もの居場所について検討する必要があります。

3　母子保健の分野では、平成 28（2016）年度
から「子育て世代包括支援センター事業」を開始
し、先進的に取り組んできましたが、経済困窮、
DV63 などの複合的な課題を抱える特定妊婦が社
会問題となっており、医療機関や福祉部門等との
連携に加え、妊娠期から出産・子育て期まで切れ
目のない支援が重要になっています。また、育児
の孤立化が全国的な課題となる中、本市では妊産
婦の育児に係る悩み事に支援員が相談に応じる
産前・産後ママサポート事業を実施していますが、
加えて「産後うつ」等へのメンタルヘルス対策と
して産後ケアの重要性が高まっています。

4　児童虐待への対応については、児童家庭相談
件数の増加や、多様化、複雑化する相談内容に対
して、職員の資質向上や必要な体制の充実を図る
とともに、関係機関や自治体間の連携をより一層
強化する必要があります。特に、児童虐待通告に
対しては、安全確認を含めた迅速な対応に加え、
早期発見、早期対応に取り組む必要があります。
また、地域社会全体での児童虐待防止を推進する
ため、更なる周知に取り組むことが必要です。

5　発達に課題のある児童に対する療育の質を確
保するため、サービス提供事業所への研修等を実
施するとともに、関係機関との連携による切れ目
のない支援体制を構築していく必要があります。
さらに、医療的ケア児 64 に対する支援や相談体
制の整備を図る必要があります。

＜高槻子ども未来館＞
新たな就学前児童の拠点として、病児保育、休日・一時預かりを行う「高槻認定こども園」（1 階）、乳幼児健診などを行う「子ども保健セ
ンター」（2 階）、子育て支援人材への専門的な研修を行う施設（3 階）で構成

63   DV：Domestic Violence の略で、家庭内暴力とも呼ばれ、家族の間で行われる身体的または精神的虐待行為のこと。近年 DV と似た構造の恋人同士の暴力行為
をデート DV とも呼ぶ。

64   医療的ケア児：人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引等の医療的ケアが日常的に必要な子ども。
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施策の方向

❶ 子ども・子育て支援の推進
　地域子ども・子育て支援事業については、民間を活用した学童保育の受入枠の拡大を図るなど、市
民ニーズを踏まえた各種事業の提供体制の構築に努めるとともに、地域の核となる子育て支援拠点施
設のネットワーク強化を図るなど、地域全体の子育て力の向上に取り組み、子ども・子育て支援を総
合的に推進します。

❷ 母子保健サービスの充実
　妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行うとともに、地域における子育て支援の充実を
図るため、地域の関係団体や地域子育て支援拠点等とのネットワークを強化し、多機関・多職種によ
る支援の充実に努めます。

❸ 児童虐待防止への取組の強化
　要保護児童等への適切な支援を図るため、児童虐待等防止連絡会議に参画する関係機関等との連携
により、児童虐待の未然防止、早期発見、早期対応に取り組みます。

❹ 障がい児支援の充実
　保健、福祉、医療等の関係機関において、発達に課題のある児童の早期発見に努め、必要な支援を
早期に開始するとともに、更なる連携強化に取り組み、切れ目のない一貫した支援を行います。

主な本市の関連計画
子ども・子育て支援事業計画、障がい児福祉計画、障がい者基本計画

▶ 指標と目標値

指標名 現状値 令和 12 年度目標値

地域子育て支援拠点事業の延べ利用人数 125,274 人
（令和元年度） 152,000 人
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学校教育の充実
施策体系番号

3-3

1　平成 29（2017）年 3 月に改訂された学習指
導要領では、子どもたちの知・徳・体にわたる「生
きる力」を育むため、全ての教科等について、「知
識及び技能」「思考力、判断力、表現力等」「学び
に向かう力、人間性等」の三つの柱で再整理され、
また、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向
けた授業改善を推進していくことなどが示されま
した。
　本市においても、「社会を生き抜く力」や「未
来を切り拓く力」など、社会の形成に参画するた

めの力（社会参画力）を育むという理念の下、学
校教育を展開してきました。
　近年、子どもの学力は、国内外の学力調査の結
果を踏まえ、「改善傾向にある」と分析されてい
ます。
　本市における全国学力・学習状況調査 65 の結
果は、大阪府や全国の値を上回る状況となってい
ます。しかしながら、本市における家庭での学習
時間は全国平均値を下回っており、自学自習力等
を含めた学習習慣の確立が課題となっています。

子どもがこれからの時代をたくましく生きていくために必要な力を、確実に育む学校教育の実現を
目指します。

目標（めざす姿）

現状・課題

65   全国学力・学習状況調査：全国的な児童生徒の学力や学習状況を把握・分析するため、小学校 6 年生と中学校 3 年生を対象に平成 19 年度から行われている調査。な
お、平成 23（2011）年は東日本大震災の影響により実施されなかった。

0.94

0.96

0.98

1.00

1.02

1.04

1.06

1.08

1.10

理科算数算数Ｂ算数Ａ国語国語Ｂ国語Ａ

0.94

0.96

0.98

1.00

1.02

1.04

1.06

1.08

1.10

【小学生】

平成19
（2007）

20
（2008）

21
（2009）

22
（2010）

24
（2012）

25
（2013）

26
（2014）

27
（2015）

28
（2016）

29
（2017）

30
（2018）

令和元
（2019）

平成19
（2007）

20
（2008）

21
（2009）

22
（2010）

24
（2012）

25
（2013）

26
（2014）

27
（2015）

28
（2016）

29
（2017）

30
（2018）

令和元
（2019）（年度） （年度）

全国 大阪府

(全国比） (大阪府比）

高槻市における全国学力・学習状況調査結果の推移
（全国・大阪府の平均正答率を１とした場合の本市の平均正答率の値）

分
野
１

分
野
２

分
野
３

分
野
４

分
野
５

分
野
６

分
野
７

分
野
８

基
本
計
画

子育て・教育の環境が整ったまち分野	3

65



　このような状況の中、子どもたちが学ぶ意義を
見出しながら、前向きに学ぼうとするために必要
なものとして、自己有用感 66 や意欲、忍耐力と
いった、いわゆる「非認知的能力 67」の涵養が今
後ますます重要となっており、「人の役に立ちた
い」「失敗を恐れず挑戦する」といった「前向きさ」
を、学校教育でいかに育むことができるか研究・
実践していくことが求められます。
　また、充実した生活を送るために必要な「健全
な心身」を培うため、今後も引き続き、「体力向
上や運動習慣の定着につながる体育活動」「生活
習慣の定着を実現するための食育・健康教育」「子
どもたち自身の危機回避能力育成や安全に対する
意識の向上につながる安全教育」の充実を図って
いく必要があります。
　一方で、様々な教育課題が山積する中、市民か
ら見た「高槻の教育」への信頼を確実に獲得でき
るよう、地域と連携した学校づくりを念頭に置い
た、校長のマネジメント力による「効果のある学
校経営」が求められており、今後も地域の特色や
地域人材をいかに活用できるかが重要です。
　また、近年、増加傾向にある不登校児童生徒へ
の対応及び、人間関係が原因となって表出する問
題行動等の解決については、家庭・地域・関係機
関等と連携し、個々の児童生徒に応じたきめ細か

な支援や、徹底した児童生徒理解を基にした生徒
指導を継続していくことが求められます。

2　小学校から中学校への進学における、新しい
環境での学習や生活へ移行する段階での、不登校
等の生徒指導上の諸問題につながっていく事態等

（いわゆる中 1 ギャップ）の課題に対応するため、
小学校から中学校への接続を円滑化する必要があ
ります。
　こうした中、小中学校がともに義務教育の一環
を形成する学校として学習指導や生徒指導におい
て互いに協力するという観点から、双方の教職員
が義務教育 9 年間の全体像を把握し、系統性や
連続性に配慮した教育に取り組む自治体や学校が
増え、各地域の実情に応じた小中一貫教育の取組
が深まっています。
　これらを踏まえて、子どもの発達に応じた教育
の充実に向けて、小学校から中学校までの 9 年
間の義務教育を一貫して行う「義務教育学校」の
設置に関する改正学校教育法が成立しました。
　本市においても、小中学校が協働し、中学校区
で 9 年間の一貫した学習指導に取り組む連携型
小中一貫教育を全校で実施しており、引き続き、
小中一貫教育の更なる推進が求められています。

66   自己有用感：「人の役に立った」「人から感謝された」「人から認められた」など、自分と他者との関係を自他共に肯定的に受け入れられることで生まれる、自己に対する
肯定的な感情。

67   非認知的能力：定まった定義はないが、非認知的能力の重要性を提唱している Heckman によると、テストなどで直接測定することができる IQや学業成績以外の能力と
している。
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3　本市の学校施設については、昭和 40 年代後
半から 50 年代にかけての人口急増期にその多く
が建設されたため、近年、改築時期を迎えています。
　国は、自治体が 40 年程度で改築している現状
を改善し、中長期的な財政負担の軽減と平準化を
図り、老朽化施設の再生により 70 〜 80 年ほど
使えるようにする長寿命化への転換を進めていま
す。また、最近の各地の自然災害による甚大な被
害や、本市における平成 30（2018）年の大阪府
北部地震、台風第 21 号の経験を踏まえ、安全対
策を併せた教育環境の整備が必要とされています。

　今後、厳しい財政状況の下、改善を要する学校
施設の整備需要の増加が想定される中で、真に必
要性の高い施設から順次整備を行っていくことが
重要です。本市においては、全体の約 8 割を占
める建築後 40 年以上の施設に対し、効果的・効
率的な老朽化対策が急務となっています。
　児童生徒の数は、地域差はあるものの全体とし
ては減少傾向にあることから、最も効率的な手法
で、児童生徒に安全で快適な教育環境を提供して
いく必要があります。

施策の方向

❶ 校長のリーダーシップによる学校経営
　児童生徒の課題を的確に捉えた上で、校長がリーダーシップを発揮しながら、カリキュラム、日々
の教育活動、学校の資源が一体的にマネジメントされ、教職員や学校内の多様な人材が、それぞれの
専門性をいかして能力を発揮するとともに、地域と連携し、児童生徒の確かな成長を実現する学校経
営を行います。

❷ きめ細かな学習指導の充実
　全ての児童生徒の確かな学力の育成を目指した教育活動を実施するため、教員の資質向上や働き方
改革、教育環境の整備を念頭に置き、実効力のある施策を工夫・展開します。

❸ 学びに向かう力の育成の充実
　子どもの自学自習力や、学ぶ意欲・生きる力を育成するために、自己有用感や意欲、忍耐力といった、
いわゆる「非認知的能力」の涵養について研究を進めます。

❹ ICT68 機器を活用した教育の充実
　これからの時代に求められるより質の高い教育を目指して ICT 機器を効果的に活用し、児童生徒が
社会を生き抜く力を一層育む教育を推進します。

❺ 生徒指導上の課題解決に向けた取組の推進
　いじめ・不登校・問題行動等の生徒指導上の課題解決に向け、各学校における取組を充実します。
また、家庭・地域・関係機関等との連携・協働を推進します。

68   ICT：Information and Communication Technology の略で、情報通信技術を表す言葉。日本では IT（Information Technology）が同義で使われているが、 
IT に「Communication（コミュニケーション）」を加えた ICT の方が、国際的には定着している。
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❻ 豊かな心を育む教育の充実
　子ども一人ひとりが、人としてより良く生きることの意味や自らの生き方、自分や周りの人を大事
にする心情を育んでいくための道徳教育や人権教育等について、更なる研究と実践を進めます。

❼   児童生徒の体力や運動能力向上と健康の保持・増進のための取組の
推進

　充実した生活を送るために必要な「健全な心身」を培うため、体力向上や運動習慣の定着、健康増
進につながる取組の研究と実践を進めます。

❽ 実践的な安全教育の充実
　子どもの安全に対する意識の向上や危機回避能力育成、学校や通学路等での安全を確保するための
体制強化など、安全教育を充実させるため、保護者・地域と連携した取組を進めます。

❾ 小中一貫教育の推進
　中学校区における小中一貫教育を展開するとともに、教育計画を校区ごとに策定することで、校区
の特色をいかし、地域に根差した教育の推進を図ります。また、小中一貫教育の効果を更に高める「施
設一体型小中一貫校」の設置についても検討を行います。

❿ 学校施設の改築と長寿命化の推進
　本市は改築時期を迎える学校施設を多く保有しているため、老朽化対策を講じることが可能な場合
は長寿命化を図って改築時期の集中を避け、改築等を計画的に行います。

主な本市の関連計画
教育振興基本計画
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▶ 指標と目標値

指標名 現状値 令和 12 年度目標値

地域や社会をよくするために何をすべきか考
えることがある小中学生の割合

小 15.3％
中 8.5％

（令和元年度）

小 20.0％
中 15.0％

人の役に立つ人間になりたいと思う小中学生
の割合

小 70.2％
中 65.8％

（令和元年度）

小 75.0％
中 75.0％

難しいことにも失敗を恐れないで挑戦している
と回答した小中学生の割合

小 37.3％
中 30.3％

（令和元年度）

小 40.0％
中 35.0％

学力調査の全国の平均正答率との比較
小 100.7
中 103.2

（令和元年度）

小 105.0
中 106.0

体力調査 69 の全国平均値との比較
小 97.8
中 96.2

（令和元年度）

小 105.0
中 105.0

不登校児童 ･ 生徒の千人率
小 6.9
中 24.0

（令和元年度）

小 4.0
中 23.2

69   体力調査：全国体力・運動能力調査。全国的な子どもの体力の状況を把握・分析するため、小学校 5 年生と中学校 2 年生を対象に平成 20 年度から行われている調査。
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社会教育・青少年育成の充実
施策体系番号

3-4

　近年、価値観の多様化や少子高齢化の進行、就
労形態の変化、さらには情報化の進展によって、
社会への帰属意識や連帯感が低下し人々のつなが
りが希薄化する中で、地域の絆の再構築や自助・
共助の地域力の強化が強く求められており、教育
の役割として、住みよい社会を形成するための社
会参画力が育まれた成熟した人間につながる、社
会的に自立した子どもを育てることが必要です。
　そのため、家庭や地域を構成し、自らも地域づ
くりの主体となる大人を育むため、様々な課題に
気付き、解決へ向けて連携・協力する市民の輪を
広げていく視点をもって、以下の取組を進めてい

ます。
　（1） 子どもを見守り育む地域教育力の向上
　（2） 次代を担う青少年健全育成の推進
　（3） 豊かな人間性を育む読書活動を振興
　（4）   地域社会に開かれた公民館を拠点に市民の

自主活動を育成・支援
　こうした取組には、市民との協働が必要です。
目的を共有し、安定性と継続性をもって人づくり
と地域づくりを進めることが求められています。
また社会教育施設は、こうした取組の活動拠点で
あり、適切に管理運営していく必要があります。

市民が互いに学び、気づき、学習した成果が、人を思いやり郷土を愛する心を育み、地域課題の
解決や地域の活性化へ結びつくまちを目指します。
また、次代の担い手となる青少年が、人と関わり、自ら課題を見つけ、主体的に考え取り組む力
をもって、地域社会に積極的に参加・参画するまちを目指します。

目標（めざす姿）

現状・課題

高槻市における地域行事に参加している小中学生の割合
（％）

（年度）
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56.9
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47.9
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52.9

47.645.6

40.2
35.0

27.7

36.637.234.134.6

26.026.2

49.7

23.3

55.5

26.2

小学生 ー 中学生 ー

平成20
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21
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24
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30
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令和元
（2019）

（資料）文部科学省「全国学力・学習状況調査」を基に作成
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施策の方向

❶ 子どもを見守り育む地域教育力の向上
（1）  社会教育関係団体との連携の下、団体の自主的活動を支援するとともに、子育て・安全等につい

て理解を深める各学校園 PTA 主催の家庭教育学習会を支援するなど、様々な学習機会を通じて、
家庭の教育力向上を図ります。

（2）  総合的な地域の教育力向上を図るため、学校・家庭・地域が協働する全 18 中学校区の地域教育
協議会等のネットワークを活用し、子どもを育てる地域づくりを推進します。また、地域の参画
を得て、異世代・異年齢との交流や多様な体験活動を通じて生きる力を育む、放課後子ども教室
を推進します。

❷ 次代を担う青少年健全育成の推進
（1）  青少年の活動・発表・活躍の場や機会を提供し、多様な体験を通して自ら考え主体的に行動する

青少年を育み、社会への参加・参画を推進します。
（2）  青少年の非行の未然防止や個別事案への適切な対応を支援するため、関係機関・団体と連携し、

健全育成のための環境づくりを推進します。
（3）  本市の豊かな自然を大切に守り育み、共生することの重要さについて学ぶことができる取組を推

進します。

❸ 豊かな人間性を育む読書活動の振興
（1）  バランスのとれた選書を基本に、読書に関連する展示や講座を充実し、利用者とのコミュニケーショ

ンを大切にするとともに、ICT 機器を活用した図書館サービスを展開します。
（2）  子どもが読書に親しむ習慣を育むため、児童書の充実や読み聞かせボランティア支援を行い、読

書を通じて豊かな人間性の形成を図ります。
（3）  市立図書館の蔵書の情報にインターネット等でアクセスできるとともに、身近な公共施設で気軽

に読書を楽しめるように取り組みます。

❹ 地域社会に開かれた公民館を拠点とした市民の自主的活動の育成・支援
（1）  地域の活性化に向け、市立公民館が連携して絆づくりと人材育成、多世代交流のための講座や、

活動成果発表の場として公民館フェスタなどを開催します。
（2）  市民と協力しながら、様々な現代的課題の解決や生活文化の向上に向けて、多様なニーズに応え

る学習や活動を支援します。
（3）  地域の学習、福祉、防災などの拠点施設として市民がより快適に利用できるよう、施設・設備を

計画的に改修していきます。
（4）  市民に対面サービスを行っている身近な公共施設として、公民館の多角的な活用を図ります。
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主な本市の関連計画
教育振興基本計画、青少年育成計画

▶ 指標と目標値

指標名 現状値 令和 12 年度目標値

地域教育協議会による地域活性化事業の参加
者数

30,835 人
（令和元年度） 32,000 人

市内の社会教育施設（文化財関係を除く）の
利用者数

191.3 万人
（令和元年度） 193.2 万人

地域行事に参加している小中学生の割合
小 56.9％
中 40.2％

（令和元年度）

小 60.0％
中 45.0％

市立図書館の資料貸出数 3,121,606 冊・点
（令和元年度） 3,150,000 冊・点
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70 生活習慣病：食事や運動・喫煙・飲酒・ストレスなどの生活習慣が深く関与し、発症の原因となる疾患の総称。

市民の健康の確保
施策体系番号

4-1

1　日本人の平均寿命は、生活水準の向上や医療
技術の進歩などにより急速に伸び、我が国は、世
界有数の長寿国となっています。その一方で、食
生活・運動などの生活習慣を起因とする悪性新生
物（がん）や循環器疾患等の生活習慣病 70 が増

えるとともに、疾病や加齢に伴い、認知症や寝た
きり等の要介護状態となる人が増加するなど、急
速な高齢化の進展は深刻な社会問題となっていま
す。
　また、単身世帯の増加などの家族形態の変化、

全ての市民が健やかで心豊かに安心して生活できるまちを目指します。

目標（めざす姿）

（歳）

（年）
76

78

80

82

84

86

88

90

25
（2013）

平成24
（2012）

26
（2014）

27
（2015）

28
（2016）

29
（2017）

30
（2018）

平均寿命（男性） ー　健康寿命（男性） ーーーーーー　平均寿命（女性） ー　健康寿命（女性） ーーーーーー

81.2 81.2 
80.6 80.2 

79.6 79.5 79.2 

82.4 82.4 
81.7 81.5 

80.9 80.7 80.5 

85.3 85.1 
84.5 84.9 

84.1 84.0 83.7 

88.0 87.9 
87.3 

87.9 

87.0 86.8 86.9 

高槻市における健康寿命・平均寿命の推移

（資料）大阪府提供資料を基に作成

現状・課題
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就労形態や生活時間の多様化等を背景として、若
い世代を中心に、健康や「食」に対する意識の変
化、生活習慣の乱れが見られ、健康づくりや食育
における課題として指摘されるようになりまし
た。
　本市においてもがんや循環器疾患、糖尿病等の
生活習慣病の発症予防・重症化予防に向け、改善
すべき課題が他の自治体と同様に存在していま
す。

2　地域医療については、大阪府では将来のある
べき医療体制の構築に向けて、平成 28（2016）
年に大阪府地域医療構想 71 が策定され、平成 30

（2018）年には第 7 次大阪府医療計画 72 が策定
されました。
　本市においては、令和 7（2025）年には 75
歳以上の後期高齢者人口が 6 万人を超えると予
想されています。特に、在宅医療等の需要につい
ては、大阪府医療計画において平成 25（2013）
年と比較して 1.8 倍に増加すると推計され、今後、
自宅等で最期を迎える方が多くなると見込まれて
います。
　本市には身近な「かかりつけ医」となる医科・
歯科診療所が数多く所在するとともに、「かかり
つけ医」を支援する地域医療支援病院や、高度医
療を担う特定機能病院 73 である大阪医科薬科大
学病院が所在するなど、日常的な健康管理から高
度医療まで切れ目のない医療が提供されていま
す。
　さらに、救急医療についても、入院を要しない
軽症患者に対応する初期救急医療機関、入院や手
術を要する患者に対応する二次救急医療機関、重
篤な患者に対応する三次救急医療機関が所在する
など、地域医療の体制が充実しています。
　このような環境の下、救急医療から在宅医療ま
で、患者の状態に応じた適切な医療を効果的かつ

効率的に提供する体制を整備するとともに、病院・
病床機能の役割分担や、医療機関や介護事業者間
での連携の強化を通じて、切れ目のない在宅医療
及び介護の提供体制の構築が求められています。
　一方、救急医療については、初期救急医療機関
である高槻島本夜間休日応急診療所の施設の耐震
性・狭隘性が課題であるとともに、三次救急医療
機関である大阪府三島救命救急センターの持続可
能な経営が課題となっています。

3　食品衛生については、国内においてカンピロ
バクター 74 やノロウイルス 75 による食中毒が多
く発生し、重症化するリスクの高い腸管出血性大
腸菌による食中毒も発生していることから、監視
指導や講習会等を通じて、飲食に起因する健康被
害の発生を未然に防止する必要があります。

4　感染症については、医療機関と連携し、診療
体制を整えるとともに、感染拡大防止に向け、迅
速かつ的確に対応する必要があります。新興感染
症 76（新型コロナウイルス感染症、新型インフル
エンザなど）の発生時には、国・大阪府と連携し、
早期収束及び医療体制の確保に取り組むととも
に、社会経済活動を維持しながら、感染拡大防止
に取り組む必要があります。

5　精神疾患については、入院治療中心から、可
能な限り地域で療養生活ができるよう、医療、福
祉など関係機関との連携を更に深めるとともに、
相談しやすい環境の整備を進める必要がありま
す。

6　難病については、令和元（2019）年 7 月に
指定難病の対象となる疾病数が 333 に増加し、
今後市民の難病に対する理解の促進を図る必要が
あります。

71   大阪府地域医療構想：いわゆる「団塊の世代」が 75 歳以上となる 2025 年に向け、医療ニーズを推計し、それに対応する医療体制をつくるため、地域の関係者が協力
して医療機関の役割分担や連携の仕組みを構築する施策などを定めた構想。

72 大阪府医療計画：医療提供体制、医療連携体制などの医療体制に関する大阪府の施策の方向性を明らかにする行政計画。
73 特定機能病院：一般医療機関では実施することが難しい高度な医療の提供や医療技術の開発などを、高度で充実した医療機器・施設で行うことができる病院。
74 カンピロバクター：ニワトリやウシなどの家きん・家畜を始め、ペット、野鳥、野生動物などあらゆる動物が保有している細菌で、食中毒の原因菌となる。
75 ノロウイルス：手指や食品などを介して、経口で感染し、秋口から春先に発症者が多くなる冬型の胃腸炎、食中毒の原因ウイルス。
76 新興感染症：最近新しく認知され、局地的にあるいは国際的に公衆衛生上の問題となる感染症。
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7　自殺者数は減少傾向であるものの、若年層の
減少率は小さく、依然として深刻な状況が続いて
おり、引き続き、「誰も自殺に追い込まれること
のない社会」の実現に向けた取組が求められてい
ます。

8　受動喫煙 77 については、平成 30（2018）
年 7 月の健康増進法改正、平成 31（2019）年

3 月の大阪府受動喫煙防止条例の制定により、多
数の者が利用する施設の区分に応じ、当該施設等
の一定の場所を除き喫煙が禁止されることから、
適切に対応することが求められます。
　また、喫煙者の減少に向け、引き続き、禁煙相
談や未成年者の喫煙防止対策などの取組が必要で
す。

77 受動喫煙：他人の吸っているたばこの煙を吸ってしまうこと。
78   地域包括ケアシステム：高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう地域の様々な資源を統合、ネットワーク化し、住まい・介護・

医療・予防・生活支援を一体的に提供することで、高齢者を継続的かつ包括的にケアするための仕組み。

施策の方向

❶ 健康づくりの推進
　健康づくりの主体は「市民」であり、市民一人ひとりが、最善の健康行動を選択することができる
能力である「ヘルスリテラシー」の向上を図ることと、市民の主体的な健康づくりとそれらを支援す
る環境づくりを行う「ヘルスプロモーション」の考え方に基づく健康づくりを推進します。

❷ 地域における効率的かつ効果的な医療供給体制の確保
　第 7 次大阪府医療計画に基づき、本市の実情に即した医療供給体制の構築を大阪府と連携して進め
ていきます。

❸ 切れ目のない在宅医療及び介護の提供体制の構築
　医療と介護サービスを受けながら地域で生活する市民が増えることから、在宅医療・介護を支える
多職種の連携により、切れ目のない在宅医療及び介護を提供できる体制を構築し、地域包括ケアシス
テム 78 の充実に努めます。

❹ 救急医療体制の確保
　高槻島本夜間休日応急診療所については、令和 5（2023）年の弁天駐車場敷地への移転に向け、関
係機関と検討を進めていくとともに、大阪府三島救命救急センターについては、令和 4（2022）年の
大阪医科薬科大学病院への移転を目途に、関係機関との協議を進めます。また、二次救急医療機関で
ある病院に対して助成を行い、安定した救急医療体制を確保します。

❺ 食の安全の推進
　食品の安全性を確保するため、「食品衛生監視指導計画」に基づき、食品関係事業者への適切な指導
を行います。また、食中毒予防街頭キャンペーン並びに市民及び食品関係事業者を対象とした講習会
の実施により、食中毒予防に関する情報提供を積極的に行い、食中毒の発生防止に努めます。

分
野
１

分
野
２

分
野
３

分
野
４

分
野
５

分
野
６

分
野
７

分
野
８

基
本
計
画

健やかに暮らし、ともに支え合うまち分野	4

75



79 健康危機：医薬品、食中毒、感染症、飲料水その他何らかの原因によって、国民の生命及び健康の安全に重大な危機が生じる、またはその恐れがある事態。

❻ 感染症対策の推進
　感染症については、国や大阪府、医療機関と協力して平時から診療体制を整えるとともに、市民に
適宜適切な情報を伝達します。さらに、新興感染症の感染拡大等、健康危機 79 発生時においては、関
係機関とも連携しながら、更なる感染拡大を防ぐとともに、迅速かつ的確な保健予防活動を継続的に
実施する体制を構築し、安全・安心な市民生活を守ります。

❼ 精神疾患患者が充実した在宅療養を継続できる体制の構築
　医療機関を始めとする関係機関と連携し、医療を必要としている方を医療につなぐとともに、地域
で治療が継続でき、療養生活を送れるような体制を構築していきます。

❽ 難病患者が安心して在宅療養を継続できる体制の整備
　医療機関を始めとする関係機関と連携しながら、難病患者及び家族が安心して在宅療養を継続でき
るための体制づくりを進めます。

❾ 自殺対策の推進
　自殺は精神保健上の問題だけではなく、様々な要因が複雑に関連して生じています。誰も自殺に追
い込まれることのない社会の実現を目指し、行政、地域、関係機関・団体と連携しながら、地域にお
ける人材育成など、自殺対策計画に基づく取組を推進します。

❿ 受動喫煙対策の推進
　望まない受動喫煙を防止し、市民の健康増進を図るため、法や大阪府条例に適切に対応し、行政機
関等の第 1 種施設や飲食店等の第 2 種施設の受動喫煙対策を進めます。
　また、引き続き、喫煙者の減少に向けた取組を行います。

主な本市の関連計画
健康たかつき 21、自殺対策計画

▶ 指標と目標値

指標名 現状値 令和 12 年度目標値

健康寿命

男性【健康寿命】 81.2年
　　【平均寿命】 82.4年 
女性【健康寿命】 85.1年 
　　【平均寿命】 87.9年 

（平成30年） 

平均寿命の増加分を上回る
健康寿命の増加 
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地域福祉の充実と
生活困窮者への支援

施策体系番号

4-2

1　少子高齢化の進行等に伴い、地域福祉に対す
るニーズが高まる中で、国においては、地域共生
社会 80 の実現に向けた社会福祉法の改正、地域
包括ケアシステムの強化に向けた介護保険法の改
正がされるなど、地域福祉の推進がますます重要
となっています。
　平成 30（2018）年 4 月に施行された改正社
会福祉法では、市町村は地域共生社会の実現に向
け、包括的な支援体制の整備に努めることが規定
されました。制度・分野ごとの「縦割り」や「支
え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民
や地域の多様な主体が「我が事」として参画し、
人と人、人と資源が世代と分野を超えて「丸ごと」
つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生き
がい、地域をともに創っていく地域共生社会の実
現に向け、地域住民と行政等との協働による包括
的な支援体制の整備等に取り組む必要がありま
す。地域共生社会の理念は地域福祉推進の目的と
相通ずることから、地域福祉の一層の推進が求め
られています。
　現在、本市では急速な少子高齢化が進んでおり、

令和 2（2020）年 3 月 31 日時点の本市の高齢
化率 81 は全国平均を上回る 29.2％となっていま
す。ひとり暮らし世帯や核家族世帯が増加し、地
域では高齢者等の孤立死、子育て家庭の孤立、ひ
きこもり、虐待、生活困窮などの様々な生活上の
課題への対応や、災害時における円滑な要援護者
支援が求められています。
　こうした状況の中、本市では高槻市社会福祉協
議会とともに策定した「地域福祉計画・地域福祉
活動計画」に基づき、地域住民、関係団体等との
連携・協力の下、災害時における共助の取組や地
域の居場所づくり、コミュニティソーシャルワー
カー 82 の配置、地域福祉を支える人材づくりな
ど各事業の推進に取り組んでいます。
　包括的な支援体制の整備に向けて、引き続き地
域福祉の推進を図るとともに、地域住民等が主体
的に地域生活課題を把握し、地域で相談を包括的
に受け止める体制の整備、各種相談支援機関等の
多機関の協働による包括的な相談支援体制の構築
等を進める必要があります。

全ての市民が、夢を育み、安心して暮らせるまちを目指します。

目標（めざす姿）

80   地域共生社会：制度・分野の縦割りや支え手・受け手という関係を超えて、地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民
一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会のこと。

81   高齢化率：65 歳以上の人口が総人口に占める割合のこと。
82   コミュニティソーシャルワーカー：地域において支援を必要とする人の生活圏や人間関係など、環境面を重視した援助を行うとともに、地域を基盤とする活動やサービス

を発見して支援を必要とする人に結びつけ、また、新たなサービスの開発や公的制度との関係の調整などを行う専門職。

現状・課題
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2　生活困窮者の支援については、非正規雇用や、
地縁・血縁関係の希薄化等を背景とした生活困窮
に至るリスクの高い層の増加等を踏まえ、生活保
護に至る前の自立支援策の強化を図ることを目的
とする「生活困窮者自立支援法」が施行され、従
来の分野別に構築された福祉サービス等を横断的
に活用して、一人ひとりの状況に応じた支援プラ
ンの作成や伴走型の支援を行う自立相談支援事業

等を実施することが定められています。
　生活困窮者の支援に当たっては、行政の施策の
みではなく、民生委員児童委員 83 や自治会、近
隣住民、ボランティア等による支援や助け合いを
活用することが重要となるため、地域福祉の推進
役である社会福祉協議会等の関係機関と連携を図
りながら、生活困窮者の把握や支援のネットワー
クを構築していくことが求められています。
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生活困窮者自立支援制度の相談件数等の推移

83   民生委員児童委員：民生委員法・児童福祉法に基づき、厚生労働大臣から委嘱される地域福祉向上のためのボランティア。担当地区の高齢者の悩みや、子育てなどに
関する相談を受けて、福祉サービスの情報を提供したり、市や社会福祉協議会などの専門機関につなげるなどして、解決のお手伝いをしている。
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84   災害時要援護者：災害対策基本法における避難行動要支援者と同義。高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦、児童、傷病者、外国人など、特に配慮を要する方のうち、
自ら避難することが困難な方であってその円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する方。

施策の方向

❶ 地域福祉の推進
　コミュニティソーシャルワーカーが中心となり、地域住民、関係団体等との連携・協力の下、地域
における包括的な相談支援体制の整備を進めるとともに、地域福祉を支える人材づくりやボランティ
ア活動の推進等に取り組むなど、地域福祉の推進を図ります。

❷ 災害時要援護者 84 支援体制の整備
　災害時に要援護者の支援を円滑に行うことができるよう、民生委員児童委員や地区福祉委員会、地
区コミュニティ等の地域の団体との連携・協力の下、地域における要援護者支援体制の整備を図ります。

❸ 生活困窮者自立支援法に基づく横断的な支援体制の構築
　自立相談支援事業を中心として、関係機関との連携を強化し、生活困窮者の的確な把握と、地域社
会資源等も活用した利用者の課題解決を図ります。
　また、相談支援や就労支援、多重債務の解消を含めた家計改善支援など複合的な課題に対して包括
的な支援を実施します。

主な本市の関連計画
地域福祉計画・地域福祉活動計画
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高齢者福祉の充実	
施策体系番号

4-3

　本市の高齢化率は、近隣他市より高い状況であ
り、また、65 歳以上の高齢者人口に占める 75
歳以上の後期高齢者の割合が 50％を超える状況
となっています。
　さらに、将来推計においても、今後、高齢者人
口の急速な増加が見込まれることから、医療・介
護ニーズが急速に高まり、支援が必要な高齢者や
ひとり暮らし、夫婦のみの高齢者世帯や認知症高
齢者の増加などが予測されています。
　このような状況の中でも、本市の介護保険につ
いては、これまで、大阪府内においては要介護等
認定率が比較的低く、低額の介護保険料を維持し

てきました。しかし、今後、更に後期高齢者が増
加し、要介護等認定率の上昇が想定されることか
ら、より一層、安定的に介護保険事業を運営し、
サービスを提供していくことが求められます。
　また、これまでサービスや支援を受ける対象と
して認識されてきた高齢者は、社会の支え手とし
て活躍することが期待されており、就労や地域活
動等への一層の参加が期待されています。
　高齢者がいつまでも健やかにいきいきと暮らす
ためには、社会とつながりを持ち、活動的に生活
できる環境が必要であるため、高齢者の生きがい
活動や社会参加への支援を行う必要があります。

高齢者が、いつまでも健康で、住み慣れた自宅や地域で暮らし続けることができるまちを目指します。

目標（めざす姿）
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85 フレイル：加齢とともに運動機能や認知機能等が低下し、心身の脆弱化が出現した状態であるが、一方で適切な介入・支援により、生活機能の維持向上が可能な状態。
86 認知症サポーター：認知症に対する正しい知識と理解を持ち、地域で認知症の人やその家族に対してできる範囲で手助けする方々のこと。

施策の方向

❶ 効果的な介護予防の推進
　高齢者が参加しやすい活動の場を展開し、人と人とのつながりを通じて活動の場が継続的に拡大し
ていくために効果的な介護予防の取組を推進します。

❷ 介護予防の更なる普及啓発
　介護予防は、取り組む年齢が早いほど、その効果が見込まれることから、特に前期高齢者層への生
活習慣病対策とフレイル 85 対策の積極的な普及啓発により、介護予防活動への参加を促すことで、健
康寿命の延伸に努め、高齢者の健康増進と介護保険事業の安定した運営につなげます。

❸ 高齢者の社会参加の推進
　関係機関や介護サービス事業者、地域の活動団体等と連携し高齢者の就労や地域活動等への参加を
推進し、高齢者が活躍する社会の実現に向けて取り組みます。

❹ 認知症施策の推進
　「認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望をもって日常生活を過ごせる社会」の実現を目指し
ます。認知症地域支援推進員を中心に、医療機関、介護サービス事業者や民生委員児童委員、地区福
祉委員、認知症サポーター 86 などの関係機関とのネットワークを構築します。

主な本市の関連計画
高齢者福祉計画・介護保険事業計画

▶ 指標と目標値

指標名 現状値 令和 12 年度目標値

健幸パスポート発行者割合 6.6％
（平成 30 年度） 10％

認知症サポーター養成数 25,991 人
（令和元年度） 40,000 人
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障がい者福祉の充実
施策体系番号

4-4

1　本市においては、高齢化の進行等により、障
がい者手帳の所持者数が増加し、また、障がい者
の介護を担う家族などの高齢化に伴い、今後も障
がい福祉サービスの利用者は、増加していくと予
測されます。
　このような状況の中、障がい者が地域において、
いきいきと自分らしく暮らせることは、障害者基
本法に規定される「尊厳にふさわしい生活を保障
される権利」であり、国が提唱する「地域共生社
会」の理念であることから、障がい者が自ら住み
たいと思う場所で、自らが望む生活を送ることが
できる社会の実現に向け、取組が求められていま
す。

2　障がい者の福祉ニーズに対応するためには、
障がい福祉サービスを提供する事業所等の社会資
源の整備・充実を図る必要があり、特に、グルー
プホームについては、地域生活の継続や地域移行
のために、引き続き整備を促進する必要がありま
す。また、これらのサービス提供体制を確保する
ためには、サービス提供を担う人材の確保・育成
が必要なことから、重度重複の障がいや医療的ケ
ア、強度行動障がい 87 等、多様な福祉ニーズに
対応できる専門的人材の確保や育成が必要です。

3　障がい者の地域での生活には、障がい特性や
一人ひとりの意欲、適性、能力等に応じて、身近
に活動することや働くことができる場が必要で
す。
　そのため、より多くの障がい者の就労や就労継
続に向け、障がい特性等に応じた働き方の開発や
普及、処遇の改善を図ることの重要性について、
企業等の理解を深める必要があります。また、就
労等による経済的な自立を目指す方への支援とし
て、障害者優先調達推進法に基づく取組など、工
賃向上に資する取組をより一層進めていく必要が
あります。

障がい者の主体性が尊重され、差別や偏見がなく、障がい者が住み慣れた地域で安心して生活を
送ることができるまちを目指します。

目標（めざす姿）

87   強度行動障がい：自分の体を叩いたり、危険につながる飛び出しなど本人の健康を損ねる行動、他人を叩いたり、物を壊すなど周囲の人に影響を及ぼす行動が、高い
頻度で起こるため、特別に配慮された支援が必要になっている状態のこと。

現状・課題

＜福祉展の様子＞
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4　平成 28（2016）年 4 月には、行政機関や事
業者等に対し、障がい者への「不当な差別的取扱
い」を禁止し「合理的配慮の提供」を求める障害
者差別解消法が施行されました。これにより、市
民一人ひとりの障がいに関する正しい知識の習得
や理解が深まり、障がい者との対話による相互理

解が促進されることが期待されています。また、
障害者虐待防止法に基づく障がい者虐待の未然防
止及び早期発見・早期対応や、成年後見制度の活
用など、障がい者の権利擁護の取組を適切に実施
することが求められています。

施策の方向

❶ 障がい者の地域移行の推進、地域生活の支援
　障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」に備えるとともに、入所施設や精神科病院からの地域移
行を進めるため、関係機関と連携し、障がい者の生活を地域全体で支える「高槻障がい福祉サポートネッ
トワーク」（地域生活支援拠点等）の充実に努めます。

❷ 障がい福祉サービスの提供体制の充実
　障がい者が地域生活を営む上での受け皿となる、障がい福祉サービス等の社会資源の更なる充実を
目指します。また、サービス提供を担う人材の確保・育成を図るほか、福祉ニーズの多様化に伴い、
重度重複の障がいや医療的ケア、強度行動障がい等にも対応できる専門的人材の育成に努めます。

❸ 障がい者の経済的自立に向けた取組の推進
　障がい者の経済的な自立に向け、障害者優先調達推進法に基づく取組の推進など、工賃向上に資す
る取組をより一層進めます。

❹ 障がい理解に向けた取組の推進
　広く市民に対して、障害者差別解消法の趣旨や障がい理解の普及啓発を実施し、障がいのある人も
ない人も地域社会を構成する一員として互いに尊重し、支え合うまちづくりを推進します。また、障
害者虐待防止法に基づく障がい者虐待の未然防止及び早期発見・早期対応など、障がい者の権利擁護
の取組を進めます。

主な本市の関連計画

障がい者基本計画、障がい福祉計画
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まちの魅力をいかした
にぎわいづくり

施策体系番号

5-1

1　本市は、大阪と京都の中間に位置するという
交通至便な立地条件にあり、北部には美しい山並
みの北摂連山、南には淀川が流れ、市域全域に多
様な観光資源が点在しています。四季折々の風情
が楽しめる「名勝・摂津峡 88」を始めとした豊か
な自然資源、安満遺跡 89、今城塚古墳 90 など古
代ロマンを抱かせる歴史資源のほか、三好長慶や
高山右近など歴史上の人物に関わる資源、富田寺
内町や西国街道などのまちなみ、農業や林業、工
場、商店街などの産業関係の資源、さらには恒例
行事となった高槻ジャズストリート 91 やこいの
ぼりフェスタ 100092、たかつきアート博覧会 93

といった誘客イベントなど、様々な魅力資源を有
しています。
　観光を取り巻く環境はここ数年で大きく変化
し、個人旅行の増加や着地型観光 94 への注目、
外国人観光客の急増、SNS95 などを活用したプロ
モーションの多様化などが進展しました。本市に

おいても、特急「はるか」や「サンダーバード」
が JR 高槻駅に停車するようになったことを始め、
新名神高速道路の高槻－神戸間が開通するなど、
交通アクセスの充実が図られました。
　これまで本市では、平成 28（2016）年 3 月
に策定した「観光振興計画」に基づき、将来像を

「市民が楽しみ、市外から人が集まる『オープン
たかつき』」と設定し、体験交流型観光イベント
を実施してきました。また、ホテル誘致にも取り
組み、令和 2 年度には新たなシティホテルがオー
プンしました。
　令和 7（2025）年の大阪・関西万博の開催に
より、大阪に多くの観光客が訪れる機会をチャン
スと捉え、これまでの「オープンたかつき」の枠
組みを活用し、高槻市観光協会、高槻商工会議所
などとの連携を更に強化し、市内事業者、観光に
関わる団体・組織、市民など、多様な主体ととも
に事業の推進を図る必要があります。

まちの魅力に市民が愛着や誇りをもち、地域ブランドが醸成され、国内外から多くの人々が訪れる
まちを目指します。

目標（めざす姿）

88   摂津峡：芥川の中上流域に位置し、渓谷の豊かな自然が感じられる景勝地。42.65 ヘクタールある公園の敷地は全て山林地帯で、滝が見られる自然歩道、ハイキン
グコース、展望台などがあり、市内外の方が気軽に立ち寄れる自然公園として親しまれている。

89   安満遺跡：中心部の約 13 ヘクタールが国史跡に指定されている弥生時代を代表する集落遺跡。史跡全体を含む京大農場跡地一帯は、安満遺跡公園として令和 3
（2021）年に全面開園された。

90   今城塚古墳：総長約 350 メートル・総幅約 360 メートルと淀川流域では最大級の前方後円墳。531 年に没した継体大王の真の陵墓と考えられている。
91   高槻ジャズストリート：「高槻を、音楽があふれる楽しいまちにしよう!」という思いから、平成 11（1999）年に始まった音楽イベント。全てがボランティアによって、企画・

運営されている。
92   こいのぼりフェスタ 1000：子どもたちが健やかに育つことを願って、高槻の都市シンボルである芥川の河川愛護を目的に、平成 4（1992）年から開催されているイベ

ント。毎年 4 月下旬からゴールデンウイークにかけて、約 1,000 匹のこいのぼりを芥川桜堤公園で掲揚している。
93   たかつきアート博覧会：アートのまち高槻を市内外に発信し、交流人口を増やすことで中心市街地の活性化につなげることを目的に、平成 13（2001）年から開催され

ているアートイベント。
94   着地型観光：観光客を受け入れる地域側がその地域ならではの観光資源を活用した観光商品や体験プログラムを企画・運営する新しい観光の形態。
95   SNS：Social Networking Service の略で、登録された利用者同士が交流できる Web サイトの会員制サービスのこと。最近では、社会や組織の広報としての利用も

増えている。

現状・課題
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96   芥川山城跡：芥川山城は、北・西・南の山裾を芥川がめぐる天然の要害・三好山に築かれた戦国時代の山城で、現在でも城跡には堅土塁や土橋、虎口、石垣などの遺
構を見ることができる。天文 22（1553）年から三好長慶が城主となり、天下を治めた。

97   高槻城跡：城内町・野見町・大手町の一画を占めた城跡。永禄 12（1569）年に和田惟政が城としての基礎を固め、天正元（1573）年に高山右近が町屋を城内に取
り込み城郭を築き、江戸時代は北摂唯一の城郭として重要な役割を果たした。

2　本市では、良好な都市イメージを定着させ、
生産年齢世代を始めとした定住人口の社会増を目
指し、平成 25（2013）年 1 月から、定住促進
プロモーションを実施し、本市が有する魅力ある
地域資源、子育て支援や教育などの特徴的施策を
市内外に積極的かつ効果的に情報発信してきまし

た。その結果、ファミリー世帯の転入促進と転出
抑制、「子育てのまち高槻」というイメージの定
着に一定の効果がありました。
　今後については、ファミリー世帯に加えて、人
口移動の総数が多い単身世帯や夫婦世帯にも訴求
力が高い情報発信に取り組む必要があります。
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主要宿泊・観光施設利用者数の推移

施策の方向

❶ 体験交流型観光の推進
　「オープンたかつき」の枠組みをいかし、体験交流型観光を推進するとともに、これまでの取組の効
率化や周遊観光等の内容の充実を図り、行政主導で推進してきた事業の形態から、事業者と市民の主
体的な取組を土台とするまちのにぎわいづくりを目指した事業を展開します。

❷ 歴史資源の活用
　安満遺跡や今城塚古墳、芥川山城跡 96、高槻
城跡 97 を始めとする本市の豊富な歴史資源につ
いては、適切な調査・保存を行うとともに、歴
史館の効果的な運用や積極的な情報発信等によ
る観光振興を図るなど、有効活用に取り組みま
す。

＜いましろ 大王の杜＞
継体大王の真の陵墓とされる前方後円墳を復元した「今城塚古墳
公園」と「今城塚古代歴史館」
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❸ 観光プロモーションの推進
　大阪・関西万博を見据え、大阪のみならず京都や奈良、神戸など、近畿圏に来訪する観光客を本市
に呼び込むため、先進技術を活用した効果的な観光プロモーションを展開します。

❹ 定住促進プロモーションの推進
　より幅広い層の生産年齢世代の転入を目指し、良好な都市イメージを定着させることで、人口の社
会動態 98 の改善を図ります。

主な本市の関連計画
産業・観光振興ビジョン、摂津峡周辺活性化プラン、まち・ひと・しごと創生総合戦略

▶ 指標と目標値

指標名 現状値 令和 12 年度目標値

主要宿泊施設利用者数 76,740 人
（令和元年度） 124,000 人

主要観光施設利用者数 877,907 人
（令和元年度） 1,493,000 人

市内の社会教育施設（文化財関係）の利用者数 12.6 万人
（令和元年度） 16.2 万人

市内の史跡の公有化率 83.47％
（令和元年度） 85％

本市を居住地として評価し、今後も住み続けたい
と思う市民の割合

76.5％
（令和元年度） 80％

98   社会動態：一定期間における転入、転出に伴う人口の動きのこと。
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魅力あふれる公園づくり
施策体系番号

5-2

1　弥生時代の貴重な国史跡安満遺跡を保存、活
用するとともに、防災機能を備えたみどり豊かな

「安満遺跡公園」（約 22ha）が、令和 3（2021）
年に全面開園しました。
　本公園は、公園経営の理念の下、民間のノウハ
ウや資金を最大限に活用することとしており、民
間事業者による指定管理や様々な民間店舗の導入
など、質の高い効率的な管理運営に取り組んでい
ます。また、「市民とともに育てつづける」公園

づくりをコンセプトに、市民活動組織が積極的に
活動しています。
　一次開園以降、園内では、指定管理者や市民活
動組織、その他一般団体によるイベントやプログ
ラムが数多く展開され、魅力的な店舗サービスも
提供されています。本公園の更なる魅力向上のた
めには、これらの関係者が連携・協力することが
重要となります。

安満遺跡公園 99、高槻城公園 100、摂津峡などの魅力あふれる公園に市内外から多くの利用者が訪
れるとともに、あらゆる世代の人が安全で快適に利用できる公園が適切に配置され、活気のある
まちを目指します。

目標（めざす姿）

99   安満遺跡公園：京大農場跡地と弥生時代を代表する集落遺跡である史跡安満遺跡を活用し、防災機能を備えた大規模公園として整備された。平成 31（2019）年に一
次開園され、令和 3（2021）年に全面開園されている。

100   高槻城公園：かつて高槻城が存在したエリアに位置する公園で、城下町再生の核として歴史的な景観づくりのシンボルとするため整備を進めている。

現状・課題

＜安満遺跡公園（パークセンター）＞ ＜安満遺跡公園（遊び場の様子）＞
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2　かつて高槻城が存在していた高槻城公園は、
中心市街地に位置する本市のシンボル的な公園で
あり、隣接する市民会館の公園内への建て替えに
伴い、公園全体の整備を実施しています。
　公園整備については、平成 28（2016）年に
策定した城跡公園再整備基本計画に基づき、平成
29（2017）年及び令和 3（2021）年に順次、
現市民会館周辺を高槻城公園に編入するための都
市計画変更を行い、現在は高槻城公園芸術文化劇
場の建設事業と併せて公園各エリアの設計等に取
り組んでいます。
　今後は、周辺一帯をかつての高槻城の城下町と
して再生することを見据え、鉄道駅からの案内サ
インや周辺道路も含め、歴史的景観に配慮した整
備や、中長期エリアとして位置付けられている第
一中学校など、周辺の公共施設の在り方について
も検討が必要です。

3　摂津峡は、本市の観光資源として非常に高い
知名度と人気を誇っており、年間を通して多くの
来訪者でにぎわっています。
　また、摂津峡及びその近隣にある芥川緑地につ
いては、これまでバーベキュー客のごみの放置や
違法駐車による環境悪化が問題となっていました
が、バーベキュー等を禁止したことから、芥川を
中心とした豊富な自然の中で快適に憩い、楽しめ
る空間となっています。
　今後も、摂津峡周辺の環境の保全に取り組むと
ともに、摂津峡公園については、老朽化した施設
の改修や園路沿いの落石対策等により安全性・利
便性をより高めて来園者の増加を図る必要があり
ます。

4　市内の都市公園や児童遊園等は約 620 か所
あり、それらに設置されている遊具を始めとする
公園施設については、安全確保のため、定期的に
点検を行いながら効率的に修繕・更新する必要が
あります。また、地域の高齢化等により、周辺住
民による除草・清掃等が困難となっている公園も
増えています。
　今後の人口減少・少子高齢化の進行などの社会
環境を踏まえ、将来を見据えた公園の配置や施設
内容等を検討することが重要です。

＜名勝 摂津峡＞

分
野
１

分
野
２

分
野
３

分
野
４

分
野
５

分
野
６

分
野
７

分
野
８

基
本
計
画

魅力にあふれ、にぎわいと活力のあるまち 分野	5

88



施策の方向

❶ 安満遺跡公園の魅力向上
　広大な園地を適切に管理するとともに、そのポテンシャルを最大限利活用できるよう、指定管理者
や店舗事業者、市民活動組織等の関係者間の連携・協力を推進し、公園の魅力向上に取り組みます。

❷ 高槻城公園の整備
　高槻城公園芸術文化劇場の建設と併せて、城下町再生の一環として周辺一帯の歴史的景観に配慮し
ながら公園の整備を進め、本市のシンボルとしてふさわしい公園となるよう取り組みます。

❸ 摂津峡周辺地域の環境整備
　摂津峡及び芥川緑地において引き続きバーベキュー等の規制により環境の保全を図るほか、施設の
老朽化が顕著な摂津峡公園の老朽化対策や、芥川緑地プール跡地の整備などにより、摂津峡周辺地域
の安全性の向上や快適な憩いの空間の創出に取り組みます。

❹ 時代やニーズに合った公園づくり
　公園を最大限有効に活用するために、地域性や利用者のニーズに合った公園づくりに取り組みます。
また、老朽化した公園施設を計画的に改良・更新し、利用者の安全を確保します。

主な本市の関連計画
都市計画マスタープラン、みどりの基本計画

▶ 指標と目標値

指標名 現状値 令和 12 年度目標値

市民 1 人当たりの都市公園面積 5.40㎡
（令和元年度） 6.20㎡
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農林業の振興
施策体系番号

5-3

　本市の特長である自然豊かな都市空間は、農林
業者のたゆまぬ生産活動により、農林産物の供給
機能のみならず、国土や環境の保全、良好な景観
の形成、市民の交流、教育及びレクリエーション
の場などの多面的機能が発揮されることで、初め
て形成できるものです。
　しかし、農林業を取り巻く状況は担い手不足、
遊休農地や有害鳥獣の問題等、依然として厳しく、
いかにして持続的に農林業の振興や保全を展開し
ていくかが最も重要な課題となっています。
　一方で、都市農業振興基本法の施行や生産緑地
法の一部改正など、都市農業の果たす役割への期
待がますます高まりつつあります。このような中、
良好な農地を保全・活用し、農業の有する多面的
な機能を維持発揮させていくため、後継者や担い
手の育成、営農活動や地産地消の取組の推進、生
産性の向上や災害に強い基盤確保に向け、農道や
水路等、農業施設機能の保全・整備を図る必要が
あります。
　また、森林・林業については、平成 30（2018）
年台風第 21 号による森林内の風倒木被害の早期
復旧と二次災害の防止を図るため、国や大阪府、
大阪府森林組合などの関係機関と連携し、被害木
の伐採・搬出、作業路の開設、伐採跡地の造林な

どにより、迅速かつ計画的に森林災害の復旧に取
り組む必要があります。
　さらに、近年の動植物を取り巻く環境や生態系
の変化によって、有害鳥獣による農作物被害が大
きくなっていることから、対策に取り組むととも
に、農業・林業を基礎とした農山村地域の保全に
努める必要があります。
　このことから、農地や森林を保全し、育成する
ことができるよう農林業者、市民、NPO101、企
業との協働体制を強化し、「市民と農林業者がと
もに目指す豊かな農林業の創造」の実現に向けて、
各主体が共通の方向性の下、農林業の振興や、農
地・森林の保全、都市と農村の協働・交流の促進
などに取り組む必要があります。

「市民と農林業者がともに目指す豊かな農林業の創造」が実現されたまちを目指します。

目標（めざす姿）

101 NPO：Non Profit Organization の略で、様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し、収益を分配することを目的としない団体の総称。

現状・課題
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102   農用地利用集積面積：農地の有効利用と農業の振興を目的として、農地を借りて耕作面積を拡大したい農業経営者と様々な事情で耕作できない農地所有者の間で農地
の貸し借りを行い、その利用権が設定された面積。

103 大阪エコ農産物：農薬や化学肥料の使用を通常の半分以下に抑えて栽培された大阪府が認証する農産物のこと。
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農用地利用集積面積 102 の推移

施策の方向

❶ 地産地消の推進
　安全・安心で新鮮な地元産農産物の安定した生産を確保するため、朝市や直売所施設への供給促進、
大阪エコ農産物 103 として認証する取組や地元産農産物の学校給食食材への供給を推進します。また、
市内の地域資源を活用した農林業者の 6 次産業化の取組を推進します。

❷ 森林の災害復旧の推進
　集落や道路、河川付近など、優先度の高い森林を中心に災害復旧を推進するとともに、大阪府の治
山事業などにより二次災害を防止し、森林保全に取り組む市民団体や地域住民等との連携・協力を図
りながら、健全な森林の再生に取り組みます。

❸ 農林業施設機能の保全
　農林業従事者の高齢化等に配慮し、作業の省力化と安全性を高めるため、農道や水路等の農業施設
の整備や、林道の適正な維持管理を図るとともに、これらの計画的な更新を適宜実施し、農林業が持
続可能となるよう機能保全に努めます。

❹ 農林業に関係する各主体の協働体制の強化
　農林業者、市民、NPO、企業、行政などの農林業に関係する各主体が、それぞれの役割を認識し、
お互いの特性をいかしながら、地域ぐるみの協働活動と地域環境保全に向けた取組を推進します。また、
市民が農業や林業に触れ合い、体験できる取組を通じて、地産地消の取組や農林業者との交流を推進
します。
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主な本市の関連計画
農林業基本計画

▶ 指標と目標値

指標名 現状値 令和 12 年度目標値

農用地利用集積面積（利用権設定面積） 19.3ha
（令和元年度） 21.5ha

＜樫田地区の田園風景＞
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104   グローバル化：情報通信技術の進展、交通手段の発達、市場の国際的な開放等により、人・物・情報の国境を越えた移動が活発化し、文化、経済、政治などの活動や
コミュニケーションが地球規模で統合、一体化されること。

105   事業継続計画（BCP）：企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続
あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のこと。

商工業の振興と
雇用・就労の促進

施策体系番号

5-4

1　本市ではこれまで、商業・サービス業が発展
してきました。特に中心市街地は、大阪府内でも
有数の集積を誇る飲食・サービス業を始め、多様
な都市機能、店舗、事業所などが集積し、現在も
市内外から多くの来街者を集めています。

　しかし、近年では、郊外大型店の増加や、近隣
都市における大規模な都市開発が進み、中心市街
地から外部へと消費の流出が懸念されます。
　中心市街地以外の地域では、店舗の撤退が続き、
住宅等への転用が続いています。
　昭和 20 年代後半から、電気や機械を中心とし
た企業の進出が始まり、国道 171 号沿道を中心

とした幹線道路沿いに、食品加工や医療などの大
規模製造業が立地し、その周辺には中小製造業の
集積も進んできました。
　しかし、生産拠点のグローバル化 104、新興国
における製造業の急速な成長など、国内製造業を
取り巻く厳しい環境から、事業所の統廃合（再構
築）に伴う、本社あるいは一部機能の市外への流
出、取引先の移転による中小事業所の廃業も散見
され、本市製造業の事業所数は減少傾向にありま
す。
　また、本市は「ベッドタウン」としての側面が
強く、都市計画上の「工業地域」や「準工業地域」
であっても、住宅立地の需要があり、製造業の事
業所周辺の宅地化が進むと、事業所が成長し周辺
に新たな用地取得を考えた場合、これを実現でき
ない状況に陥り、市外への流出が懸念されます。
　さらに、近年多発する自然災害などが発生した
際、中小企業においては短期的な緊急事態でも廃
業のリスクが高まります。事業資産の損害を最小
限にとどめつつ、中核となる事業の継続や早期復
旧に向けて、事業継続計画（BCP）105 の策定を
促進する必要があります。

魅力的な商業・サービス業が活発に展開され、多くの来街者が訪れるとともに、新たな価値を創
造する企業などが立地し、地域経済がより一層活性化したまちを目指します。

目標（めざす姿）

現状・課題

＜活発な商業＞　多くの買物客でにぎわうお店や商店街が多数
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2　雇用・就労の促進については、就職困難者の
雇用・就労の促進を図るため、庁内の横断的な連
携による効果的な就労支援体制の継続・強化に取
り組むとともに、女性から中高年まで全ての求職
者にきめ細かな就労支援を行えるようハローワー
ク茨木との協力体制をより強化する必要がありま
す。

　また、中小企業からの「就職面接会」へのニー
ズは強いため、参加企業の情報をより強く発信す
るなど、雇用のミスマッチの低減を目指した取組
が必要となっています。
　さらに、労働条件や職場環境をめぐる法的問題
については、社会的関心が高まっており、より一
層ニーズに合った啓発を行う必要があります。
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運輸業，郵便業

情報通信業

電気・ガス・熱供給・水道業

製造業

建設業

鉱業，採石業，砂利採取業

農業，林業
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9,367

高槻市における事業所数（業種別）の推移

（注）国・地方公共団体を除く民営事業所のみ。
（資料）総務省「経済センサス」に基づき作成
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施策の方向

❶ 中心市街地におけるエリアマネジメント 106 と活性化
　中心市街地の魅力を持続的に高め、エリアの価値向上を図るためには、ハード・ソフトの両面で民
間主導のエリアマネジメント機能の継続が求められることから、地権者や事業者等を中心とした、ま
ちの様々な課題解決に向けた取組や、安全で快適かつ魅力ある中心市街地のまちづくりを支援します。

❷ にぎわいの創出につながる新たな取組に対する活動支援
　高槻発の話題づくりや特定のテーマに基づく活動など、にぎわいの創出につながる新たな取組に対
し支援を行います。民間事業者の創意工夫やノウハウをいかして、集客へとつながるアイデアを持っ
た意欲あるグループへの活動支援に努めます。

❸ 関係機関と連携した地域ぐるみの創業支援
　高槻商工会議所や金融機関と連携し、創業意識の啓発や支援体制の充実などに取り組み、市内の創
業を促進することで、産業の新陳代謝を促し、活性化を図ります。
　また、まちの集客力の源となる「魅力ある店舗」の出店を支援し、来街機会の増加を図り、商店街
を始めとした、まちの活性化を目指します。

❹ 市内事業者への支援体制の強化
　産業振興の中心的団体である高槻商工会議所を始めとした関係団体と連携し、市内で商業・サービ
ス業・工業を営む事業者が安定的かつ継続的に事業を行えるよう、支援体制を強化します。

❺ 既存企業の流出防止と事業所増設の促進
　工業系市街地においては、都市計画上の本来の用途を尊重し、工場の操業環境の維持及び向上を基
本とした土地利用を誘導します。また、工場と住宅が混在する地域では、工場と住宅が共存できる良
好な環境の確保に努めます。

❻ 企業誘致の推進
　企業の進出等や撤退動向に関する情報把握に努め、企業誘致を戦略的に推進します。

❼ 新たな土地利用の検討
　檜尾川以東で検討している新駅設置により、周辺の幹線道路沿道における土地利活用のポテンシャ
ルの高まりが予想されることから、沿道の産業系土地利用を基本としながら検討します。

❽ 災害時等の事業継続に向けた支援
　高槻商工会議所と連携し、自然災害などの緊急事態が発生した際、企業等が事業の継続や早期復旧
を可能とする事業継続計画（BCP）の策定支援や情報提供に取り組みます。

106   エリアマネジメント：特定のエリアを単位に、民間が主体となって、まちづくりや地域経営（マネジメント）を積極的に行おうという取組。
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❾ 地域の実情に応じた雇用・就労の促進
　就職困難者を始めとする市民の雇用・就労の促進に向けた、様々な就労支援や定着支援などの取組
を実施します。

❿ 雇用・就労の機会・場の創出
　大阪府を始めハローワーク茨木・高槻商工会議所・金融機関等と連携して、雇用・就労の機会や場
の創出に取り組むとともに、事業支援を通じて魅力ある雇用・就労の創出に取り組みます。

⓫ 働きやすい職場環境の推進
　大阪労働局や高槻商工会議所と連携し、職場の課題を解決する取組を始め、企業へのコンプライア
ンスに関する啓発などを実施します。

主な本市の関連計画
産業・観光振興ビジョン、中心市街地活性化基本計画、創業支援等事業計画、就職困難者就労支援計画

▶ 指標と目標値

指標名 現状値 令和 12 年度目標値

中心市街地の歩行者通行量 78,266 人
（令和元年） 83,000 人

事業所数 9,320 か所
（平成 28 年） 9,320 か所

商業における年間販売額 5,550 億円
（平成 28 年） 6,411 億円

製造品出荷額等 4,373 億円
（平成 29 年） 4,504 億円

労働福祉啓発事業の参加者数 470 人
（平成 30 年度） 500 人
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温暖化対策・緑化の推進
施策体系番号

6-1

1　地球温暖化対策については、平成 27（2015）
年 12 月の気候変動枠組条約第 21 回締約国会議

（COP21）において、これまでの京都議定書に
代わる新たな国際的枠組みとして「パリ協定」が
合意され、全ての加盟国が温室効果ガスの削減目
標を設定し削減に取り組み、5 年ごとに目標を更
新するといったルールが定められました。
　国は「令和 12（2030）年までに平成 25（2013）

年度比 26％削減」を目標と設定し、その実現の
ため、部門別の具体的な施策体系を定めた「地球
温暖化対策計画」を平成 28（2016）年に閣議
決定し、様々な取組が進められています。
　本市においては、こうした動向を踏まえながら、
引き続き、地球温暖化対策の取組を推進していく
必要があります。

再生可能エネルギー 107 の利用促進が図られ、温室効果ガスの排出が抑制された地球環境にやさ
しいまちを目指します。また、森林や水辺などの豊かな自然環境の保全、公園などの市街地にお
ける緑地の整備、歴史文化等と一体となったみどりのネットワーク化により、市民が暮らしの中で
自然と親しみ、憩いとやすらぎのある生活を営むことができるまちを目指します。

目標（めざす姿）

現状・課題

107   再生可能エネルギー：太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるもの。
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高槻市内の温室効果ガス排出量及び一人当たり排出量の推移
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2　都市のみどりは、やすらぎや癒しをもたらす
効果や、環境を改善し、暑さを緩和する効果があ
ります。さらに、ヒートアイランド 108 や都市型
水害 109 の対策としてもみどりの活用が求められ、
河川水系を軸に、森林・河川・水辺・農地・公園・
緑地・街路樹などを連続的につないだみどりの
ネットワークの形成が必要です。
　本市の北部の森林や芥川などの豊かな自然の保
全とともに、安満遺跡公園 110、高槻城公園 111、

摂津峡 112 周辺など、市民が身近にみどりを楽し
める歴史文化と一体となったみどりの活用が求め
られています。
　緑化重点地区や地域において、市民や市民団体
による緑化の取組が進められていますが、市民や
企業の更なる参加・協力や、地域住民の理解・協
力による取組を推進するため、市民や市民団体な
どの活動場所、知識・技術の習得機会、交流機会
の提供などの支援が必要です。

施策の方向

❶ 地球温暖化対策への取組
　近年の急激な気候変動の要因となっている温室効果ガスの排出を抑制するため、再生可能エネルギー
の普及促進や、省資源・省エネルギーの取組を推進します。

❷ みどりの保全・創造・活用
　森林・農地・河川などの貴重な自然環境を保全するとともに、「緑化重点地区」を中心とした市街地
において、市民・市民団体・事業者・行政が一体となり、駅前広場・公園・街路樹・街角ガーデンな
どの連携により、みどりの連続化を推進します。また、豊かな自然と歴史文化を活用したまちづくり
を進め、みどりを楽しめる魅力あるまちづくりを目指します。

❸ みどりを育てる人づくりの推進
　公園などを市民の緑化活動の拠点とし、みどりを育てる人材育成やネットワークづくりを推進する
とともに、市民協働によるみどりの維持管理に対する支援を充実させることで、みどりを楽しめるま
ちづくりを目指します。

108   ヒートアイランド：郊外に比べ、都市の気温が高くなる現象のこと。
109   都市型水害：建物や道路などによって、地中への雨水の浸透が低下し、局地的な豪雨によって雨水が一気に下水道や中小河川へ流れ込むことで、雨水があふれ出し、

道路や低地の冠水、地下街での浸水による被害が発生すること。
110   安満遺跡公園：京大農場跡地と弥生時代を代表する集落遺跡である史跡安満遺跡を活用し、防災機能を備えた大規模公園として整備された。平成 31（2019）年に一

次開園され、令和 3（2021）年に全面開園されている。
111   高槻城公園：かつて高槻城が存在したエリアに位置する公園で、城下町再生の核として歴史的な景観づくりのシンボルとするため整備を進めている。
112   摂津峡：芥川の中上流域に位置し、渓谷の豊かな自然が感じられる景勝地。42.65 ヘクタールある公園の敷地は全て山林地帯で、滝が見られる自然歩道、ハイキングコー

ス、展望台などがあり、市内外の方が気軽に立ち寄れる自然公園として親しまれている。
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主な本市の関連計画
環境基本計画、たかつき地球温暖化対策アクションプラン、みどりの基本計画

▶ 指標と目標値

指標名 現状値 令和 12 年度目標値

本市域の温室効果ガス排出量 157.9 万 t-CO2
113

（平成 29 年度暫定値）
令和 12 年度までに平成 25 年度比で

温室効果ガス排出量を 30％削減

緑視率 17.8％
（令和元年度） 22％以上

113   t-CO2：二酸化炭素その他の温室効果ガスの排出、吸収、貯蔵等の量を、相当する温室効果を有する二酸化炭素の重量に換算した単位。
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良好な環境の形成
施策体系番号

6-2

1　日本では昭和 30 年代からの高度経済成長期
における工場立地に伴い、これに起因する大気汚
染、水質汚濁、騒音・振動、悪臭などが、大きな
社会的問題となりました。このため、国を始め大
阪府や本市では環境法令を整備し、事業活動に伴
う大気・水質などに係る基準を定め、事業者に遵
守を促すとともに、必要に応じて各種の指導・助
言を行うことで、環境負荷の低減を図ってきまし
た。また、本市では大気常時監視局 114 による測
定を通じて大気の実態を把握するほか、河川など
の水質や市内各所での騒音・振動の定期的な測定
を行い、事業活動等に伴う環境負荷の実態をモニ
タリングしてきました。
　このような長年にわたる取組の結果、今日では

大気汚染や水質汚濁等の状況は、高度経済成長期
に比べて大きく改善されています。
　一方で、新たな環境問題として、土壌汚染やア
スベストへの対応が求められています。また、住
工混在の進展や環境意識の高まり等を背景に、騒
音・振動・悪臭等に係る相談・苦情が依然として
見られるほか、その内容が多様化・複雑化する傾
向にあります。
　このようなことから、引き続き環境法令に基づ
く届出・許認可、事業場への立入調査や指導・助
言、大気などの環境モニタリングや定期的なパト
ロール、各種の啓発活動や関係機関との連携など
を通じて、環境負荷の低い事業活動による快適な
市民生活を確立することが課題となっています。

2　河川については、本市が所管する準用河川等に
ついて、近年の気候変動に伴う集中豪雨等も踏ま
え適切に維持管理していく必要があります。また、
国・大阪府管理河川についても、適切な維持管理
がなされるよう河川管理者との連携が必要です。
　また、親水空間の整備を進めてきた本市のシン
ボルとも言える芥川については、引き続き、河川
を利用した多様な活動が広がるよう、検討してい
く必要があります。

環境負荷の低い事業活動により快適な市民生活が確立され、河川や水路等が適切に維持管理され
ることで、良好な環境が保たれるとともに市民にうるおいや憩いをもたらすまちを目指します。

目標（めざす姿）

現状・課題

114   大気常時監視局：都道府県知事等が、大気汚染防止法に基づき、生活空間等における大気の汚染の状況を常時（24 時間）把握するために、測定機器等を設置してい
る施設。

＜芥川（魚取りの様子）＞
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3　水路やため池等の農業施設については、農業
団体や大阪府等とも連携し、適切な維持管理に努
めていますが、施設の多くが老朽化しており、そ
の対策が急務となっています。また、市民に農業

施設について理解を深めてもらうとともに、都市
における貴重な親水空間として活用していただく
ため、清掃活動や観察会等を農業団体等と連携し
て実施しています。

施策の方向

❶ 良好な環境の確保と次世代への継承
　本市の特徴である豊かな水とみどりといった自然環境、高い利便性の中にも憩いと安らぎをもたら
す生活環境や都市環境の形成などを通じて、良好な環境の確保と次世代への継承に向けた取組を推進
します。

❷ 関係者との連携による環境課題への取組
　環境に係る様々な課題への対応のためには、市民・事業者の自発的な取組が必要不可欠であり、こ
れらの主体への環境意識の醸成と連携に取り組みます。また、広域的な課題に対しては、国、大阪府、
近隣自治体と連携を図りながら取り組みます。

❸ 事業場に対する環境保全指導
　環境法令に基づき、定期的な立入調査や行政測定を通じて事業場の適正稼働を確認するとともに、
環境に係る基準を遵守するよう指導します。アスベスト、土壌汚染、土砂埋立て等に対しては、定期
的なパトロールや指導・助言を通じて、事業者に対して関係法令の遵守を指導します。
　また、工場・事業場等に起因する大気汚染・水質汚濁・騒音振動・悪臭などの苦情や相談に対しては、
国・大阪府などの関係機関と連携し、速やかにその原因を把握するとともに、事業者に対して周辺地
域との共存を図るよう、適切に指導・助言を行います。

❹ 環境モニタリング
　大気常時監視局における大気の常時監視、河川等の水質や幹線道路沿道等における騒音・振動の定
期的な測定など、大気や水質等の状況把握を通じて、市民生活が快適な環境の中で営まれていること
を確認します。

❺ 河川等の環境保全
　芥川を始め、河川の豊かな生態系を回復し、様々な活動の場として次代に引き継いでいくため、関
係機関・団体等と連携して清掃活動などの取組を進めるほか、利用者のマナー向上や安全利用につい
ての啓発を行います。
　また、その他の水路、ため池等の農業施設についても、関係団体等と連携して自然災害に対する予
防や適切な維持管理に努めるとともに、都市における貴重な親水空間として活用を図ります。
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▶ 指標と目標値

指標名 現状値 令和 12 年度目標値

河川水質（BOD115）の環境基準達成状況 100％ [3 ／ 3 地点 116]
（平成 30 年度） 100％ [3 ／ 3 地点 ]

115   BOD：生物化学的酸素要求量のことであり、河川の汚れの程度を示す指標。
116   3 地点：高槻市では、大阪府公共用水域水質測定計画において設定された定期的な測定地点（環境基準点）として、芥川の塚脇橋と鷺打橋、檜尾川の磐手杜神社の

計 3 地点が位置付けられている。
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廃棄物の排出抑制と
循環的利用の推進

施策体系番号

6-3

　本市のごみの排出量は、平成 14（2002）年
度以降、減少傾向が続いていますが、排出量、リ
サイクル率 117、資源化量、焼却処理量等を市民
1 人 1 日当たりの排出量で見ると、大阪府内の
人口 10 万人以上の 22 市の中でほぼ中位に位置
しており、一層のごみの減量に努める必要があり
ます。
　ごみを燃やすことに伴い発生する二酸化炭素の
量を抑制し、地球環境への負荷を減少させるため、
市民、事業者との協働により、2R（リデュース：
発生抑制、リユース：再使用）を優先的に推進し
ながらリサイクル（再生利用）も適切に行い、で
きる限りごみを発生させない取組を進め、循環型
社会の構築を目指していく必要があります。また、
食品ロスについては、国において、平成 29

（2017）年度に国内で約 612 万トン発生したと
推計されており、その削減に努める必要がありま
す。
　そのため、小中学生を対象とした環境教育や、
自治会等に対する環境負荷やごみの適正排出に係
る啓発を継続的に行っていくことや、事業者に対
しては、減量化に向けた指導を行うだけでなく、
経済的インセンティブが働くような情報の提供を

積極的に行うことが求められます。
　また、世界的に問題となっている「マイクロプ
ラスチック 118」への対策として、ごみになりに
くい商品の製造や簡易包装の推進、プラスチック
製買物袋（いわゆるレジ袋）の削減など、ごみの
排出の抑制に向けた周知・啓発等の取組が求めら
れます。特に、レジ袋削減については、北摂 7
市 3 町と事業者が協働してマイバックの持参促
進に取り組んできましたが、令和 2（2020）年
7 月、全国一律でレジ袋の有料化が開始したこと
から、更なる周知・啓発が求められます。

廃棄物を有用な資源として捉え、循環的に利用することで、持続可能な循環型社会が形成される
まちを目指します。

目標（めざす姿）

現状・課題

117   リサイクル率：一般廃棄物処理基本計画（平成 20 年 3 月改定）で定義している、紙、プラスチック、金属、古布、びん等におけるリサイクル率。計算式は、（市によ
る資源化量＋集団回収量＋家庭での生ごみ堆肥化量＋庁内古紙資源化量＋多量排出事業所資源化量＋学校での堆肥化量＋破砕後回収鉄）／（家庭系ごみ発生量＋事業
系ごみ発生量）×100

118   マイクロプラスチック：微細なプラスチックごみのこと。生物内への蓄積や含有・吸着する化学物質が食物連鎖に取り込まれることで、生態系に及ぼす影響が懸念され
ている。

＜エネルギーセンター＞
高効率のごみ焼却発電を行う、環境に優しい最新のごみ処理施設
に更新
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　さらに、本市のエネルギーセンターでは、ごみ
を焼却する際に発生する熱エネルギーを回収・利
用した「サーマルリサイクル」を行い、前島熱利
用センターにおいて活用するとともに、高効率発

電システムを第三工場に採用することにより、電
気使用量の低減と発電量の増加等を実現してお
り、今後も、エネルギーの効率的なリサイクルが
求められます。

施策の方向

❶ 2Ｒ（リデュース・リユース）の推進
　市民や事業者に対する資源物の再資源化や循環型社会の形成についての啓発や小売業におけるレジ
袋の有料化、エコショップ認定制度 119 を始めとする各種制度の更なる周知・啓発などにより、ごみ減
量の推進を図ります。
　また、食品ロスの削減に向けては、エコショップ認定制度の拡大や市民への啓発などに取り組みます。

❷ 排出抑制及び適正排出に向けた啓発
　ごみの分別排出ルールの周知や地域におけるごみ排出管理の啓発、集団回収の促進など、リサイク
ル活動の活性化等により、資源の消費や廃棄物排出量の抑制を図ります。
　また、清潔で美しいまちづくりのため、市民・企業・活動団体等と協力して、環境美化の推進に引
き続き取り組みます。

❸ エネルギーセンターにおけるエネルギーのリサイクル
　ごみを燃料資源として活用し、高効率発電設備を有する工場を運転することで、積極的なサーマル
リサイクル（熱回収）によるエネルギーのリサイクルを行います。

主な本市の関連計画
一般廃棄物処理基本計画

▶ 指標と目標値

指標名 現状値 令和 12 年度目標値

市民 1 人 1 日当たりの家庭系ごみ排出量 639g
（平成 30 年度）

569g
（令和 7 年度目標値）

市民 1 人 1 日当たりの事業系ごみ排出量 279g
（平成 30 年度）

278g
（令和 7 年度目標値）

リサイクル率 20％
（平成 29 年度）

27％
（令和 7 年度目標値）

119   エコショップ認定制度：ごみの発生抑制、減量化、資源化の活動を実践している小売店、飲食店、サービス事業等の店舗をエコショップとして認定し、その取組を市民
に広く紹介し支援することで循環型社会の形成を推進することを目的とする制度。
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市民参加・市民協働の推進
施策体系番号

7-1

　急速な少子高齢化の進行、単身者世帯の増加な
どの社会環境の変化に伴い、市民一人ひとりのラ
イフスタイルや価値観、市民ニーズの多様化が進
む中で、持続可能な地域社会を形成するには、将
来を見据えた行政サービスを提供するとともに、
多様化するまちの課題を分析し、着実に課題解決
を図ることが重要になります。
　「市民が主体のまちづくり」の理念を具体的に
実現していくためには、市民と行政がそれぞれの
役割を理解して、共通の認識の下に主体性を持ち
ながら互いに協力してまちづくりを進めていくこ
とが重要です。
　多様化するまちの課題に対しては、市民がまち

づくりの主体となり、市民と行政の協働によるま
ちづくりを展開することが必要です。
　このため、市政について市民に説明する場や市
民の声を聞く機会を設けるなどの取組が求められ
るとともに、まちづくりや地域課題の解決に取り
組む市内の各種団体、NPO120・ボランティア等
の市民公益活動 121 団体等の活動を支援する必要
があります。
　さらに、市民生活の利便性の向上や市民協働の
推進を図るため、地方公共団体は、保有する公共
データをオープンデータ 122 として公開し、自由
な二次利用を促進することが求められています。

市民がまちづくりの主体となり、互いに協力できる地域社会を形成し、市民と行政の協働によるま
ちづくりが進むまちを目指します。

目標（めざす姿）

現状・課題

120   NPO：Non Profit Organization の略で、様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し、収益を分配することを目的としない団体の総称。
121   市民公益活動：ボランティア活動等、市民が行う非営利の自主的、主体的な社会貢献活動。
122 オープンデータ：国、地方公共団体及び事業者が保有する様々なデータを、誰でも無料で自由に利用できるというルールでインターネット上に公開したもの。
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施策の方向

❶ 市民参加の推進
　開かれた市政の推進を図るため、市民の声を聞く場を設けるとともに、まちづくりについての意見・
提言をいただく場や市政を説明する場を設け、市民参加の充実を図ります。

❷ 市民意識やニーズの把握
　施策決定や行政運営の参考とするため、市政に対する市民意識やニーズの把握に取り組みます。

❸ 利便性の高い相談体制の運営
　市民の利便性向上を図るため、市民からの相談、問合せなどに一元的に対応する総合的な体制の運
営を行います。

❹ コミュニティ振興
(1) コミュニティセンターへの支援
　コミュニティセンターが円滑に管理運営を図れるよう支援を行い、コミュニティ活動・福祉活動・
生涯学習活動等を通じた地域の一層の活性化を促進します。
(2) 地域振興の支援
　住みよいまちづくりの促進と市民相互の連帯感及び自治意識の向上を図るため、地区コミュニティ
が取り組む地域振興・防災・防犯の活動を支援
します。
(3) コミュニティ市民会議への活動支援
　明るく住みよい地域社会の創造を目指し、地
区コミュニティ相互の連携と情報交換等を図る
とともに、防災活動や多様なまちづくり等の活
動に取り組むコミュニティ市民会議を支援しま
す。
(4) 山間地区定住支援
　樫田地区におけるコミュニティの活性化を図
るため、定住の促進に向けた取組を行います。
(5) 地域活動拠点施設に対する支援
　住みよいまちづくりの促進と地域住民の連帯意識の向上を図るため、自治会活動の拠点施設である
コミュニティハウス（集会所等）の新築・増改築・耐震診断等に対する支援を行うとともに、災害時
に避難所となるコミュニティセンターについては、経年劣化による補修等を計画的に実施し、より安
全で安心して利用できる施設維持管理を目指します。さらに、今後の地域活動拠点施設の在り方につ
いての研究を進めます。

＜高槻市コミュニティ市民会議＞
昭和 51（1976）年に結成され、地域活動の推進に活発な活動
を展開
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❺ NPO 支援
　市民公益活動の促進及びボランティア・NPO 等との協働の推進を図るため、市民公益活動サポート
センターが円滑に管理運営を図れるよう支援するとともに、協働推進に向けた取組を支援します。

❻ 高槻まつり 123 開催の支援
　市民参加による市民意識の高揚、文化とコミュニティの創造、高槻の自然と歴史の再確認及び活力
ある地域社会の創造を目指して高槻まつりの開催、運営に取り組まれている高槻まつり振興会を支援
します。

❼ オープンデータの推進
　市民生活の利便性の向上や市民協働の推進を図るため、本市が保有する公共データのオープンデー
タ化を推進します。

123   高槻まつり：昭和 45（1970）年から毎年 8 月に開催されている市民祭。毎年、15 万人以上の来場者が訪れている。

▶ 指標と目標値

指標名 現状値 令和 12 年度目標値

地区コミュニティ加入率（対総世帯数） 45.51％
（令和 2 年度） 50％

市と市民・団体との協働事業件数 503 件
（令和元年度） 540 件
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人権の尊重・
男女共同参画社会の実現

施策体系番号

7-2

1　本市は、昭和 53（1978）年、基本的人権の
大切さを認識し、人権を守り、自由と公正を守る
明るく住みよい高槻市を実現するため、「人権擁
護都市宣言」を行いました。
　そして、昭和 62（1987）年、「人権啓発計画」
を策定し、「人権」を基本として本市の施策を推
進してきました。
　平成 13（2001）年には、「世界人権宣言」及
び「日本国憲法」の理念に基づき、市民と行政と
の協働により、真に全ての人の人権が尊重される
社会をつくるため、「人権尊重の社会づくり条例」
を制定し、以降、「人権施策基本方針」や「多文
化共生施策推進基本指針」等に基づき、具体的施
策を実施し、平成 27（2015）年には人権施策
推進のための基本理念や基本的方向を明らかにす
る「人権施策推進計画」を策定し、「一人ひとり
の人権が尊重され、誰もが自分らしく、いきいき
と暮らせる社会の実現」に向けた取組を推進して
います。
　今日の社会においては、女性、子ども、高齢者、
障がいのある人をめぐる人権問題や同和問題など
引き続き解決に向け取り組むべき課題がありま
す。また、社会経済情勢の変化に伴い、性的マイ

ノリティ 124、外国人市民に関わる偏見や差別、
ヘイトスピーチ 125 やインターネットを悪用した
人権侵害など新たな人権課題も発生しています。
　これらの人権課題を解消し、互いの人権を認め
合い、あらゆる差別を許さない地域社会を作るた
め、行政は市民一人ひとりの人権意識の向上を図
り、人権課題への理解を深めることに留意し、人
権教育・啓発及び人権擁護・保護などの施策をよ
り一層推進する必要があります。

2　男女共同参画を推進する社会システムを構築
するためには、社会的性別（ジェンダー）の視点
を定着、浸透させ、一人ひとりが基本的人権に基
づいた男女共同参画の意識を持ち、自らの意思に
よって社会のあらゆる分野における活動に参画す
る機会が確保される必要があります。本市では「男
女共同参画推進条例」及び「男女共同参画計画」
に基づき、様々な施策に取り組んできました。
　職場・家庭・地域における男女共同参画につい
ては、本市の女性の労働力率は、平成 27（2015）
年の国勢調査によると、ほとんどの年齢階層にお
いて全国平均を下回っています。女性が自らの意
志によって職場・家庭・地域に参画できるよう、

一人ひとりの人権が尊重され、誰もがいきいきと暮らせるとともに、性別に関わりなく、その個性
と能力を十分に発揮することができるまちを目指します。

目標（めざす姿）

現状・課題

124   性的マイノリティ：レズビアン（女性の同性愛者）、ゲイ（男性の同性愛者）、バイセクシュアル（両性愛者）、トランスジェンダー（体と心の性に違和感がある人）といっ
た性的少数者を表す言葉。

125   ヘイトスピーチ：特定の国の出身者であること又はその子孫であることのみを理由に、日本社会から追い出そうとしたり危害を加えようとしたりするなどの一方的な内容
の言動のこと。
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126   DV：Domestic Violence の略で、配偶者や恋人など親しい人間関係の中で起こる暴力。身体的暴力だけでなく、精神的、性的、経済的暴力なども含まれる。その
中でも交際相手からの暴力を「デート DV」と呼ぶ。

意識啓発と環境の整備を図ることが重要となって
います。職業生活と家庭生活の両立を通じて女性
の職業生活における活躍を更に推進するととも
に、男女が共に担う地域づくりを進めることが必
要です。

3　女性の人権尊重・擁護の面において、相談員
を配置し、女性が直面する様々な悩みに対する相
談・支援を行ってきました。女性が抱える悩みは、

自身の問題だけではなく、家族や地域、社会環境
などと深く関わっており、DV126 被害者の多くが
女性です。女性に対する暴力は、その基本的人権
を踏みにじるものであり、恐怖と不安を与え、活
動を束縛し、自信を失わせるものです。DV は、
男女共同参画社会を阻む要因の一つであり、女性
に対するあらゆる暴力を容認しない社会の実現に
向けた取組が必要です。

施策の方向

❶ 人権教育・啓発の推進
　人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動と、市民の間に人権尊重の理念を普及させ、市民の理
解を深めることを目的とする広報その他の人権啓発活動を行っていきます。
　また、市民がより一層人権問題への理解と認識を深め、主体的に行動する力を身に付けるため、学
校や家庭、地域での人権教育・啓発の推進を図ります。

❷ 人権擁護・保護機能の充実
　人権侵害を受けた人や受けるおそれのある人に対して、相談窓口を周知するとともに、多様化・複
雑化する相談内容に適切に対応するため、人権に関する情報の共有や関係機関等との連携強化により、
相談・支援体制のネットワーク化を推進するなど、当事者の立場に立った人権擁護・保護機能の充実
に努めます。

❸ 固定的な性別役割分担意識の解消
　固定的な性別役割分担意識の解消を図るため、社会的性別（ジェンダー）の視点から社会の制度や
慣行を見直し、固定的な性別役割分担意識の解消に向けた市民意識の醸成に努めるとともに、価値観
やライフスタイルの多様性を互いに認め合い、個性を尊重し、相手を思いやる社会の実現に向けた啓
発活動を行います。

❹ あらゆる分野における女性活躍の推進
　全ての女性がその生き方に自信と誇りを持ち、自らの意思でその個性と能力を十分に発揮し、職場・
家庭・地域社会等のあらゆる分野において活躍できることが求められる中、男女が共に仕事と生活を
両立できる暮らしやすい社会の実現に向け、政策・方針決定過程への参画を含め、あらゆる分野にお
いて女性の活躍が進むよう啓発活動を行います。

❺ 女性に対するあらゆる暴力を容認しない社会の実現
　DV、セクシュアル・ハラスメント、性犯罪などの女性に対するあらゆる暴力の根絶に向けて、暴力
防止の啓発を行うとともに、DV 相談体制の構築、被害者の安全確保や自立支援のための関係機関との
連携を進めます。
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主な本市の関連計画
人権施策推進計画、男女共同参画計画
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文化芸術の振興と
生涯学習の推進

施策体系番号

7-3

1　平成 29（2017）年 6 月、文化芸術基本法が
制定以降初めて改正され、文化財の保護や文化芸
術の振興など、これまでの文化芸術政策を更に充
実しつつ、観光やまちづくり、国際交流、福祉、
教育、産業等の関連分野における施策を法の範囲
に取り込むこと、文化芸術により生み出される
様々な価値を文化芸術の継承、発展及び創造に活
用させることなどが求められることとなりまし
た。
　本市は、平成 26（2014）年 3 月に「文化振
興ビジョン」を策定し、高槻の魅力を高め、市民
が心豊かに過ごせるまちづくりを進めているとこ
ろです。

2　生涯学習については、国は一人
ひとりが豊かな人生を送ることがで
きるよう、生涯にわたって、あらゆ
る機会にあらゆる場所で学習するこ
とができ、その成果を適切にいかす
ことができる社会の実現を目指して
います。

3　平成 27（2015）年 2 月には、老朽化した市
民会館に替わる施設を整備するため、「市民会館
建替基本計画」を策定し、新たな文化芸術の創造・
発信拠点として高槻城公園芸術文化劇場の整備を
進めており、令和 4（2022）年度中の開館を予
定しています。
　今後は、芸術文化劇場を核とし、生涯学習セン
ター、クロスパル高槻とともに一体的に管理する
ことで、窓口の統一によるサービス向上や利用促
進を図るほか、専門性をいかした文化事業、生涯
学習事業を展開し、市民文化の醸成、にぎわいの
創出、都市魅力の発信を更に推進していく必要が
あります。

あらゆる市民が多様な文化芸術に触れ、生涯にわたり学習することができ、充実した生活を楽しむ
ことができるまちを目指します。中でも、将来を担う子どもたちが、感性や創造性、豊かな心を育
むための機会を充実させることを目指します。
また、高槻市独自の新しい文化芸術が創造・育成され、市内外へ積極的に発信することで、都市
としての魅力を高めることを目指します。

目標（めざす姿）

現状・課題

＜高槻城公園芸術文化劇場＞
新たな高槻のシンボルとして、高槻城二の丸跡地に整備（令和４年度中にオープン予定）
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施策の方向

❶ 高槻城公園芸術文化劇場の整備
　芸術文化劇場の整備に当たっては、これまで取り組んできた文化振興施策を基盤としながら、劇場、
音楽堂等としての機能を十分にいかした事業展開にハード・ソフトの両面で対応できるよう取り組み
ます。

❷ 拠点文化施設の整備・維持管理
　芸術文化劇場以外の拠点となる文化施設（生涯学習センター、クロスパル高槻）では、市民のニー
ズに応じた運営を行い、施設や設備等の整備・改修を行うことで、市民が文化芸術活動、生涯学習の
場として利用しやすい環境づくりに努めます。

❸ 文化芸術のまちづくりの推進
　高槻の魅力を高める取組、子どもから高齢者まで、様々な世代や立場の人々が生涯にわたって文化
芸術に「親しむ」取組、芸術文化劇場を中心として、地域施設や学校施設という「場」を通じて、文
化芸術の輪を「ひろげる」取組、文化に携わる人々への市民や文化芸術団体、企業、行政などからの
主体的な支援や適切な情報集約、発信による文化芸術のネットワークの構築などの「ささえる」取組
を実施し、市民が心豊かに過ごせるまちづくりを進めます。

❹ 高槻城公園芸術文化劇場を核とした事業展開
　芸術文化劇場を核とし、その他の拠点文化施設とともに一体的に管理することで、施設の利用促進
や総合的な事業展開を図り、戦略的に文化振興施策を推進します。

▶ 指標と目標値

指標名 現状値 令和 12 年度目標値

市内の文化施設への来訪者数 109.3 万人
（令和元年度） 123 万人

主な本市の関連計画
文化振興ビジョン、市民会館建替基本計画、新文化施設管理運営計画
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スポーツの推進
施策体系番号

7-4

　スポーツ基本法において、スポーツは「世界共
通の人類の文化」であるとし、「生涯にわたり心
身ともに健康で文化的な生活を営む上で不可欠」
とされています。そして、「スポーツを通じて幸
福で豊かな生活を営むことは、全ての人々の権利」
であるとされています。価値観の多様化が進む現
代において、スポーツは競技として相手との優劣
を競うというものだけでなく、健康維持や体力の
向上、スポーツを通じた仲間づくりなどスポーツ
の目的も多種多様なものとなっていますが、ス
ポーツを通じて楽しさや喜びを得るということに
違いはありません。
　スポーツは、人間の体を動かすという本源的な
欲求に応えるとともに、精神的充足や楽しさ、喜
びをもたらし、充実した市民生活を形成する一つ
の手段として非常に有用であるといえます。また、
スポーツによる健康の維持や体力の向上により、
健康寿命の延伸等、豊かな人生の追究につながる
効果が期待されます。
　平成 30（2018）年度市民意識調査によると、
成人の週 1 回のスポーツ実施率は 44.6％となっ
ており、大阪府平均の 30.6％を上回ってはいる
ものの、全国平均の 51.5％は下回っている状況

です。その一方で、スポーツをしていないと回答
した人のうち「時間がない」、「機会がない」とい
う理由の人が 55.3％おり、28.3％の人は機会が
あれば、スポーツをしてみたいと回答しているこ
とから、スポーツをしていない人たちもスポーツ
をしたいという希望を持っていることが分かりま
す。
　こうした状況の中で、あらゆる世代の人々がス
ポーツに親しむことができるよう、そのきっかけ
を提供するとともに、継続的にスポーツをする
人々の環境を整備することが求められています。

あらゆる世代の市民がスポーツに親しみ、スポーツを通した交流を楽しんでいるまちを目指します。
また、スポーツ施設の利用環境が計画的に整備されているまちを目指します。

目標（めざす姿）

現状・課題

< 高槻シティハーフマラソン >
民間団体やボランティアによって運営される新春の一大イベント
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▶ 指標と目標値

指標名 現状値 令和 12 年度目標値

成人の週 1 回以上のスポーツ実施率 44.6％
（平成 30 年度） 65％

主な本市の関連計画
スポーツ推進計画

施策の方向

❶ 機会の創出
　あらゆる市民が気軽にスポーツを始めることができるようきっかけづくりを目的とした事業に注力
します。また、スポーツを始めた人たちが継続的に取り組めるよう、スポーツ団体協議会や地域住民
により運営される総合型地域スポーツクラブ 127 などの各種団体等を支援し、広くスポーツをする機会
の創出に努めます。

❷ 人材の育成
　地域での事業の実施に係る連絡調整や、実技指導及び助言を行い、地域スポーツの振興を図るため、
各小中学校区に配置されたスポーツ推進委員の活用や資質向上に努めます。

❸ 環境の整備
　様々な世代の市民がいつでも安全・安心にスポーツをすることができるよう市内スポーツ施設の整
備を図るとともに、より効果的かつ効率的な管理運営に努めます。
　また、市民のスポーツへの関心を高めることや地域活性化などを目指し、大規模なスポーツイベン
トの開催を支援します。

127   総合型地域スポーツクラブ：子どもから高齢者まで（多世代）、様々なスポーツを愛好する人々が（多種目）、初心者からトップレベルまで、それぞれの志向・レベルに
合わせて参加できる（多志向）、という特徴を持ち、地域住民により自主的・主体的に運営されるスポーツクラブ。
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経営的行政運営の推進
施策体系番号

8-1

1　本市は、全国に先駆け、昭和 61（1986）年
に行財政改革大綱を策定し、以降、全 9 次にわ
たる行財政改革大綱実施計画に基づき、行財政改
革の取組を推進してきました。
　歳出の削減努力を積み重ねてきた結果として、
今日の健全な財政が堅持されていることは、これ
までの行財政改革における大きな成果と捉えてい
ます。
　しかしながら、本市は昭和 40 年代に大阪・京
都の住宅都市として、全国的にもまれに見る人口
急増を経験しており、今後、急激な高齢化の進行
に伴う社会保障関係費等の増大や人口急増期に整
備された公共施設の老朽化対策など、行財政面を
始め様々な課題に直面することが想定されてお
り、他市と比べて変革を行う必要性・重要性・緊
急性が高いといえる状況にあります。
　このようなことから、従来の行財政改革大綱の
理念を継承し、将来にわたってあらゆる世代の市
民が安心して暮らせる行政サービスを持続的に提
供していくため、市民ニーズに対応し、魅力ある
まちづくりを推進していくとともに、健全な財政
運営の維持に向け、効率的な行財政運営に取り組

み、安定した自治体経営の基盤を確立することが
必要です。

2　本市では、平成 28（2016）年度に、IT 関
連経費の削減、業務効率化、人的負担の軽減を図
るため、「クラウド 128 を利用したサーバ統合」「共
通基盤の構築」「ホストコンピュータシステム 129

再構築の検討」「IT ガバナンスの強化」の 4 項目
を基本方針とする「情報システム最適化・再構築
の方針」を策定し、情報システムの最適化を進め
ています。

3　近年、多様化する市民ニーズに対応するため、
職員の業務は増加しています。しかし、業務の増
加に対応して際限なく人員を確保することは困難
であり、限られた職員で市民サービスの向上や業
務の効率化を図る必要があります。そのためには、
技術革新が著しい AI130（人工知能）などの先進
技術を活用するなど、ICT131 の利活用を更に拡
大していくほか、内部事務の集約化、職員の働き
方や事務体制の在り方等に関する見直しの検討な
ど、更なる効率化を推進する必要があります。

効率的な行財政運営による健全な財政運営が維持され、あらゆる世代の市民が安心して暮らせる
行政サービスが持続的に提供されるまちを目指します。

目標（めざす姿）

現状・課題

128   クラウド：Cloud Computing の略で、データやアプリケーション等のコンピュータ資源をネットワーク経由で利用する仕組みのこと。
129   ホストコンピュータシステム：高い処理能力で各種のサービスに必要な処理を行う、ネットワークの中心となる大型のコンピュータを核とするシステム。
130   AI：Artificial Intelligence の略で、人間の思考プロセスと同じような形で動作するプログラム、あるいは人間が知的と感じる情報処理・技術。
131   ICT：Information and Communication Technology の略で、情報通信技術を表す言葉。日本では IT（Information Technology）が同義で使われているが、 

IT に「Communication（コミュニケーション）」を加えた ICT の方が、国際的には定着している。
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132   NPO：Non Profit Organization の略で、様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し、収益を分配することを目的としない団体の総称。
133   RPA：Robotic Process Automation の略で、これまで人間が行ってきた定型的なパソコン操作をソフトウエアのロボットにより自動化するもの。

施策の方向

❶ 健全財政の維持
(1)	歳入の確保
　庁舎等の施設の有効活用、広告料収入等の新たな自主財源の確保、債権管理の強化、利用料等の負
担の適正化など、歳入確保に向けた手法の拡充を図ります。
(2)	歳出の抑制
　事業の必要性や公民の役割の検証を行い、事業自体の廃止や民間移譲を推進します。また、市の関
与は必要でも、必ずしも市の職員が担う必要のない業務については、積極的な民間活用を推進します。

❷ 民間活力の導入
　民間事業者等（民間企業・NPO132 等）との協働が可能な分野において、民間の資金、専門性を活用
し、行政サービスの向上と経費の削減を図ります。

❸ 職員の能力向上
　限られた職員で市民ニーズに的確に対応するため、複雑化する行政課題に効果的・効率的に対応で
きる能力やマネジメント能力の向上を図ります。

❹ 組織体制の最適化
　新たな行政課題に効果的・効率的に対応できるよう、組織間連携を図るとともに、組織の最適化を
図ります。

❺ 広域行政の推進
　市民サービスの向上や事務の効率化に向け、近隣自治体等との広域連携を推進します。

❻ ＩＣＴ利活用による効率的な行財政運営
　市民サービスの向上や業務の効率化のため、AI や RPA133（ロボティック・プロセス・オートメーショ
ン）などの先進技術の利活用を推進するとともに、情報システムの最適化・再構築を推進します。
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▶ 指標と目標値

指標名 現状値 令和 12 年度目標値

連結実質赤字比率 134 ― ＜算出値がマイナス＞
（令和元年度決算） ― ＜算出値がマイナス＞

将来負担比率 135 ― ＜算出値がマイナス＞
（令和元年度決算） ― ＜算出値がマイナス＞

主な本市の関連計画
ICT 戦略

134   連結実質赤字比率：（Ａ+Ｂ）－（Ｃ+Ｄ）／標準財政規模。Ａ: 一般会計及び公営企業（地方公営企業法適用企業・非適用企業）以外の特別会計のうち、実質赤字の
合計額。Ｂ: 公営企業特別会計のうち、資金不足額の合計額。Ｃ: 一般会計及び公営企業以外の特別会計のうち、実質黒字の合計額。Ｄ: 公営企業特別会計のうち、
資金剰余額の合計額。

135   将来負担比率：（将来負担額－充当可能基金額－特定財源見込額－地方債現在高に係る基準財政需要額算入額）／（標準財政規模－元利償還金 ･ 準元利償還金に係る
基準財政需要額算入額）
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136   アセットマネジメント：社会ニーズに応じた役割を踏まえ、施設や資産を維持管理し、良好なサービスを持続的に提供するための事業運営のこと。

アセットマネジメント136 の
推進

施策体系番号

8-2

　本市は人口の増加に合わせて多くの公共施設等
を整備してきました。これらの施設の大半は老朽
化が進行し、修繕などの維持管理費が増大すると
ともに、大規模改修や建て替えが必要な時期を迎
えつつあります。しかし、人口減少や少子高齢化
によって歳入の減少が見込まれ、公共施設等への
投資的経費も限られてくることから、今後の公共
施設等の管理・更新が課題となっています。
　そのような状況の中、平成 26（2014）年 4
月に国から、「インフラ長寿命化計画」における
地方公共団体の「行動計画」として、公共施設等
総合管理計画の策定が要請されました。これは、
全国的に公共施設等の老朽化対策が大きな課題と
なっており、厳しい財政状況の中、人口構造の変
化等により、公共施設等の利用需要が変化してい
くことが予想されることから、長期的な視点で、
更新・統廃合・長寿命化などを計画的に実施し、
財政負担を軽減するとともに、公共施設等の最適
な配置の実施を目指すものです。
　本市においては、平成 27（2015）年度に「公
共施設等総合管理計画」を策定し、さらに平成
29（2017）年度には、公共建築物の個別施設計
画に先立つものとして、「公共建築物最適化方針」
を策定しています。また、令和 2（2020）年度

までにインフラ施設を含め、施設類型ごとの個別
施設計画についても策定しました。
　今後、公共施設等の老朽化が進行していくため、
現在保有する公共施設等について全ての量を保有
し続けることは財政上困難です。また、人口減少
や人口構成の変化に伴い、必要とされる公共施設
総量は減少し、求められる機能が変化します。
　今後も継続して保有する公共施設については、
安心して利用できるよう適切な維持管理を行いな
がら、更新に際しては施設の在り方を検討し、総
量の適正化と再配置を行うことで、限られた財源

本市が保有する公共施設等に関して、将来世代に良質な資産を引き継ぐための継続した取組が進
められているまちを目指します。

目標（めざす姿）

現状・課題

1950年代
0.5%

2010年代
5.8%

1960年代
12.7%

1970年代
39.5%

1980年代
17.1%

2000年代
8.9%

1990年代
15.5%

高槻市における建築年度別公共施設数の分布
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で効果的、効率的に公共施設等を維持していくこ
とが可能となります。
　そのためには、公共施設等の劣化状況を適切に
把握し、保全や維持管理の最適化を図るとともに、
資産の情報を一元的に管理し、民間ノウハウの活
用も検討しながら、公有資産の戦略的な利活用に

より、管理費の削減や歳入を拡充することも必要
です。
　これらのことから、将来の財政負担を軽減し、
次世代に良質な資産を引き継いでいくことを目的
として、総合的かつ計画的な管理を推進し、持続
可能な行政運営を推進していく必要があります。

施策の方向

❶ 施設管理における質の適正化と施設総量の適正化
　施設の長寿命化や再配置について、公共施設等総合管理計画に基づく個別施設計画を見直しながら、
計画的に維持管理を行うとともに、市民ニーズを把握しながら、施設の在り方検討を継続し、総量の
適正化を推進していきます。

❷ 公有資産の戦略的な利活用の推進
　公有資産の活用や公共施設等の維持管理・更新について、民間ノウハウを活用した効果的かつ戦略
的な手法を検討していきます。

▶ 指標と目標値

指標名 現状値 令和 12年度目標値

公有財産（建物）面積 813,424.35㎡
（令和元年度） 現状値より減少

主な本市の関連計画
公共施設等総合管理計画
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で効果的、効率的に公共施設等を維持していくこ
とが可能となります。
　そのためには、公共施設等の劣化状況を適切に
把握し、保全や維持管理の最適化を図るとともに、
資産の情報を一元的に管理し、民間ノウハウの活
用も検討しながら、公有資産の戦略的な利活用に

より、管理費の削減や歳入を拡充することも必要
です。
　これらのことから、将来の財政負担を軽減し、
次世代に良質な資産を引き継いでいくことを目的
として、総合的かつ計画的な管理を推進し、持続
可能な行政運営を推進していく必要があります。

施策の方向

❶ 施設管理における質の適正化と施設総量の適正化
　施設の長寿命化や再配置について、公共施設等総合管理計画に基づく個別施設計画を見直しながら、
計画的に維持管理を行うとともに、市民ニーズを把握しながら、施設の在り方検討を継続し、総量の
適正化を推進していきます。

❷ 公有資産の戦略的な利活用の推進
　公有資産の活用や公共施設等の維持管理・更新について、民間ノウハウを活用した効果的かつ戦略
的な手法を検討していきます。

▶ 指標と目標値

指標名 現状値 令和 12年度目標値

公有財産（建物）面積 813,424.35㎡
（令和元年度） 現状値より減少

主な本市の関連計画
公共施設等総合管理計画
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■
第6次高槻市総合計画



資
料
編

1	指標一覧

番号
施策
体系
番号

指標名 指標とする理由 指標数値の算出方法等 現状値 令和 12年度
目標値 目標値の考え方

1 1-1 景観重点地区の面積
景観重点地区の面積が増加することは、
良好な景観が形成されている度合いを測
る目安となるため

実績値を計上 9.3ha
（平成 30年度） 20ha 重点地区1地区当たりの面積を5～10haと想定し、

重点地区指定に要する期間を勘案して設定した。

2 1-1 住宅の耐震化率
耐震性を満たす住戸が増えることによっ
て、大規模地震においても被害を最小限
に抑えることができるため

耐震性を満たす住戸／住宅
総数

88.6％
（令和 2年）

おおむね解消
（令和 7年目標値）

国が策定している「国土強靱化アクションプラン」
では令和 7年までにおおむね解消することを目標
としており、この方針を踏まえて目標を設定した。

3 1-1 子育て世帯における
誘導居住面積水準達成率

子育て世帯の居住ニーズに対応した住
宅・住環境の形成を図るため 住宅・土地統計調査 39.6％

（平成 30年） 50％ 「住生活基本計画」及び「住まうビジョン・大阪」に
準じて設定した。

4 1-1 賃貸・売却用等以外の
「その他空き家」数

長期にわたって人に使用されずに管理不
全となり、地域に悪影響を与える可能性
がある「その他空き家」の増加の抑制を
図るため

住宅・土地統計調査 6,110 戸
（平成 30年）

令和 7 年に約 11,700 戸と推計
される数を約 7,900 戸程度に抑
制（令和 7 年目標値）

空家等対策計画との整合を図り、設定した。

5 1-2 都市計画道路の整備率

本市の都市計画道路の整備率は、北摂
6市と比較すると低く、道路機能の強化
や主要幹線道路の未整備区間の解消が
必要なため

実績値を計上 66.5％
	（令和元年度） 75％ 都市計画道路の整備スケジュールを基に各年度の

整備率を算定し、設定した。

6 1-2 自転車関連事故の
発生件数

自転車関連事故件数が減少することは、
安全・快適に自転車を利用できるまちに
なっていることを測る目安となるため

実績値を計上 266件
（令和元年） 160件 年間 10件の減少を目指し、設定した。

7 1-3 純損益（計画期間の総計）

少子高齢化を背景として運賃収入が減少
する中、大量の車両更新も行う必要があ
る。そのような厳しい状況の中で、適切
に事業を運営していくため

収益的収入－収益的支出 ▲ 81,130,586 円
（令和元年度） 黒字 計画期間の総計で黒字を目指し、設定した。

8 1-4 基幹管路の耐震適合率
基幹管路の耐震適合率が増加すること
は、災害に強い水道施設が整備されてい
ることを測る目安となるため

実績値を計上 53.0％
（令和元年度） 70％ 水道事業基本計画と整合を図り、設定した。

9 1-5 緊急性の高い管渠の
耐震化率

汚水を常に適切に処理する目標に対し、
地震による排水機能の停止や、道路陥没
等の事故を未然に防止する事業のため

実績値を計上 39.0％
（令和元年度） 45％ 下水道総合地震対策整備計画と整合を図り、設定

した。

10 1-5 下水道供用開始区域内の
水洗化率

水洗化率の向上による収入確保に努め、
持続可能な下水道等事業の経営を行うた
め

実績値を計上 97.9％
（令和元年度） 99.1％ 水洗化促進計画書に基づき設定した。
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1 指標一覧

番号
施策
体系
番号

指標名 指標とする理由 指標数値の算出方法等 現状値 令和 12年度
目標値 目標値の考え方

1 1-1 景観重点地区の面積
景観重点地区の面積が増加することは、
良好な景観が形成されている度合いを測
る目安となるため

実績値を計上 9.3ha
（平成 30年度） 20ha 重点地区1地区当たりの面積を5～10haと想定し、

重点地区指定に要する期間を勘案して設定した。

2 1-1 住宅の耐震化率
耐震性を満たす住戸が増えることによっ
て、大規模地震においても被害を最小限
に抑えることができるため

耐震性を満たす住戸／住宅
総数

88.6％
（令和 2年）

おおむね解消
（令和 7年目標値）

国が策定している「国土強靱化アクションプラン」
では令和 7年までにおおむね解消することを目標
としており、この方針を踏まえて目標を設定した。

3 1-1 子育て世帯における
誘導居住面積水準達成率

子育て世帯の居住ニーズに対応した住
宅・住環境の形成を図るため 住宅・土地統計調査 39.6％

（平成 30年） 50％ 「住生活基本計画」及び「住まうビジョン・大阪」に
準じて設定した。

4 1-1 賃貸・売却用等以外の
「その他空き家」数

長期にわたって人に使用されずに管理不
全となり、地域に悪影響を与える可能性
がある「その他空き家」の増加の抑制を
図るため

住宅・土地統計調査 6,110 戸
（平成 30年）

令和 7 年に約 11,700 戸と推計
される数を約 7,900 戸程度に抑
制（令和 7 年目標値）

空家等対策計画との整合を図り、設定した。

5 1-2 都市計画道路の整備率

本市の都市計画道路の整備率は、北摂
6市と比較すると低く、道路機能の強化
や主要幹線道路の未整備区間の解消が
必要なため

実績値を計上 66.5％
	（令和元年度） 75％ 都市計画道路の整備スケジュールを基に各年度の

整備率を算定し、設定した。

6 1-2 自転車関連事故の
発生件数

自転車関連事故件数が減少することは、
安全・快適に自転車を利用できるまちに
なっていることを測る目安となるため

実績値を計上 266件
（令和元年） 160件 年間 10件の減少を目指し、設定した。

7 1-3 純損益（計画期間の総計）

少子高齢化を背景として運賃収入が減少
する中、大量の車両更新も行う必要があ
る。そのような厳しい状況の中で、適切
に事業を運営していくため

収益的収入－収益的支出 ▲ 81,130,586 円
（令和元年度） 黒字 計画期間の総計で黒字を目指し、設定した。

8 1-4 基幹管路の耐震適合率
基幹管路の耐震適合率が増加すること
は、災害に強い水道施設が整備されてい
ることを測る目安となるため

実績値を計上 53.0％
（令和元年度） 70％ 水道事業基本計画と整合を図り、設定した。

9 1-5 緊急性の高い管渠の
耐震化率

汚水を常に適切に処理する目標に対し、
地震による排水機能の停止や、道路陥没
等の事故を未然に防止する事業のため

実績値を計上 39.0％
（令和元年度） 45％ 下水道総合地震対策整備計画と整合を図り、設定

した。

10 1-5 下水道供用開始区域内の
水洗化率

水洗化率の向上による収入確保に努め、
持続可能な下水道等事業の経営を行うた
め

実績値を計上 97.9％
（令和元年度） 99.1％ 水洗化促進計画書に基づき設定した。
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番号
施策
体系
番号

指標名 指標とする理由 指標数値の算出方法等 現状値 令和 12年度
目標値 目標値の考え方

11 2-1 防災情報に関する SNSの
登録者数

防災情報に関するSNSの登録者数の増加
は、市民の防災意識の向上や災害時の
迅速な避難等につながるため

実績値を計上 24,800 人
（令和 2年 7月時点） 70,000 人

防災ツイッター、LINEの登録者数の合計。防災ツイッ
ター、LINEとも人口の10％程度を目標値として設
定した。

12 2-1 雨水貯留施設の
整備箇所数

総合雨水対策アクションプランのうち、
浸水被害の発生リスクを大きく軽減する
ことに寄与する事業のため

実績値を計上 1か所
（令和元年度） 4か所 総合雨水対策基本方針及び総合雨水対策アクショ

ンプランとの整合を図り、設定した。

13 2-1 マンホールトイレの
整備箇所数

地震により下水道の機能が損なわれた
際、トイレが使用できず、衛生環境の悪
化に伴う健康被害が生じないよう、ライ
フラインを確保し、良好な避難生活を確
保するため

実績値を計上 6か所
（令和元年度） 59か所 災害用トイレ対策基本方針に基づく整備箇所数と

した。

14 2-2 1 万人当たりの火災発生
件数（10年間の平均値）

1万人当たりの火災発生件数が減少する
ことは、「安全・安心」のまちになって
いることを測る目安となるため

実績値（10 年間の平均値）
を計上

2.3 件
（令和元年） 2.2 件

令和元年は、全国平均（平成 30年）の 3.4 件と
比較し 1.1 ポイントも低く抑えられているが、火
災発生件数の継続的な減少を目指すため、令和元
年から 0.1 件の減少を目指し、設定した。

15 2-2 住宅用火災警報器の
設置率

住宅用火災警報器の設置率の向上は、火
災による死者の発生原因の多くを占める
住宅火災による逃げ遅れの低減につなが
るため

設置世帯数÷調査世帯数×
100
（標本調査）

81％
（令和元年） 100％

住宅火災による死者の一層の低減に向け、全ての
住宅への住宅用火災警報器の設置を目指し、設定
した。

16 2-2
普通救命講習Ⅰ（普及員が
行った普通救命講習Ⅰ含
む）の受講者数

普通救命講習Ⅰの受講者数が増加するこ
とは、バイスタンダー（救急現場に居合
わせた人）による応急手当が実施され、
傷病者の救命率及び社会復帰率の向上に
つながるため

実績値を計上
12,434 人

（平成 27年から令和元年
までの累計）

44,000 人
（平成 27年から令和 12年まで

の累計）

救命講習の受講者数の目標値を生産年齢人口（中
学生含む）の約 20％とし、44,000 人（平成 27
年から令和 12年までの累計）に設定した。

17 2-2 認定救急救命士の
養成人数

気管挿管及び薬剤投与が可能な認定救急
救命士を養成することは、更なる救急体
制の整備が可能となり、市民に対してよ
り高度な救急サービスを提供できること
となるため

実績値を計上 72人
（令和元年度） 84人 救急出動件数の増加に伴い、非常用救急車への 2

名以上の乗車として設定した。

18 2-3 千人当たりの刑法犯認知
件数

千人当たりの刑法犯認知件数は、犯罪の
抑止が図られている度合いを測る目安と
なるため

実績値を計上 6.2 件
（平成 30年） 4.8 件

平成 30 年において、大阪府内で人口 10 万人以
上かつ刑法犯件数が最も少ない市の件数を参考に
設定した。

19 2-3 消費者啓発事業参加人数
消費者行政を推進するに当たっては、
様々な場で啓発を行う必要があり、その
実現度合いを測る目安となるため

実績値を計上 1,918 人
（平成 30年度） 2,000 人 現状値の維持を目指し、設定した。
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1 指標一覧

番号
施策
体系
番号

指標名 指標とする理由 指標数値の算出方法等 現状値 令和 12年度
目標値 目標値の考え方

11 2-1 防災情報に関する SNSの
登録者数

防災情報に関するSNSの登録者数の増加
は、市民の防災意識の向上や災害時の
迅速な避難等につながるため

実績値を計上 24,800 人
（令和 2年 7月時点） 70,000 人

防災ツイッター、LINEの登録者数の合計。防災ツイッ
ター、LINEとも人口の10％程度を目標値として設
定した。

12 2-1 雨水貯留施設の
整備箇所数

総合雨水対策アクションプランのうち、
浸水被害の発生リスクを大きく軽減する
ことに寄与する事業のため

実績値を計上 1か所
（令和元年度） 4か所 総合雨水対策基本方針及び総合雨水対策アクショ

ンプランとの整合を図り、設定した。

13 2-1 マンホールトイレの
整備箇所数

地震により下水道の機能が損なわれた
際、トイレが使用できず、衛生環境の悪
化に伴う健康被害が生じないよう、ライ
フラインを確保し、良好な避難生活を確
保するため

実績値を計上 6か所
（令和元年度） 59か所 災害用トイレ対策基本方針に基づく整備箇所数と

した。

14 2-2 1 万人当たりの火災発生
件数（10年間の平均値）

1万人当たりの火災発生件数が減少する
ことは、「安全・安心」のまちになって
いることを測る目安となるため

実績値（10 年間の平均値）
を計上

2.3 件
（令和元年） 2.2 件

令和元年は、全国平均（平成 30年）の 3.4 件と
比較し 1.1 ポイントも低く抑えられているが、火
災発生件数の継続的な減少を目指すため、令和元
年から 0.1 件の減少を目指し、設定した。

15 2-2 住宅用火災警報器の
設置率

住宅用火災警報器の設置率の向上は、火
災による死者の発生原因の多くを占める
住宅火災による逃げ遅れの低減につなが
るため

設置世帯数÷調査世帯数×
100
（標本調査）

81％
（令和元年） 100％

住宅火災による死者の一層の低減に向け、全ての
住宅への住宅用火災警報器の設置を目指し、設定
した。

16 2-2
普通救命講習Ⅰ（普及員が
行った普通救命講習Ⅰ含
む）の受講者数

普通救命講習Ⅰの受講者数が増加するこ
とは、バイスタンダー（救急現場に居合
わせた人）による応急手当が実施され、
傷病者の救命率及び社会復帰率の向上に
つながるため

実績値を計上
12,434 人

（平成 27年から令和元年
までの累計）

44,000 人
（平成 27年から令和 12年まで

の累計）

救命講習の受講者数の目標値を生産年齢人口（中
学生含む）の約 20％とし、44,000 人（平成 27
年から令和 12年までの累計）に設定した。

17 2-2 認定救急救命士の
養成人数

気管挿管及び薬剤投与が可能な認定救急
救命士を養成することは、更なる救急体
制の整備が可能となり、市民に対してよ
り高度な救急サービスを提供できること
となるため

実績値を計上 72人
（令和元年度） 84人 救急出動件数の増加に伴い、非常用救急車への 2

名以上の乗車として設定した。

18 2-3 千人当たりの刑法犯認知
件数

千人当たりの刑法犯認知件数は、犯罪の
抑止が図られている度合いを測る目安と
なるため

実績値を計上 6.2 件
（平成 30年） 4.8 件

平成 30 年において、大阪府内で人口 10 万人以
上かつ刑法犯件数が最も少ない市の件数を参考に
設定した。

19 2-3 消費者啓発事業参加人数
消費者行政を推進するに当たっては、
様々な場で啓発を行う必要があり、その
実現度合いを測る目安となるため

実績値を計上 1,918 人
（平成 30年度） 2,000 人 現状値の維持を目指し、設定した。
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20 3-1 厚生労働省報告基準の
待機児童数

厚生労働省報告基準の待機児童数ゼロを
目指すことは、次代を担う子どもたちに
豊かな育ちと学びが保障されている度合
いを測る目安となるため

実績値を計上 0人
（令和元年度） 0人 現状値の維持を目指し、設定した。

21 3-2 地域子育て支援拠点事業
の延べ利用人数

乳幼児とその保護者が相互交流を行う場
となる拠点施設の利用人数が、子育ての
相談や情報共有、支援等の活動度合いの
目安となるため

実績値を計上 125,274 人
（令和元年度） 152,000 人

子ども・子育て支援事業計画との整合を図りなが
ら、より一層の子育て支援の充実を目指して一定
の伸び率を勘案し、設定した。

22 3-3

地域や社会をよくするた
めに何をすべきか考える
ことがある小中学生の割
合

全国学力・学習状況調査の質問紙で「当
てはまる」と回答した割合が上昇するこ
とは、社会参画力を育成する教育が推進
されていると推測できるため

実績値を計上
小	15.3％
中			8.5％

（令和元年度）

小	20.0％
中	15.0％

現状値より有意差として明確になるポイントを上
乗せして設定した。

23 3-3
人の役に立つ人間になり
たいと思う小中学生の割
合

全国学力・学習状況調査の質問紙で「当
てはまる」と回答した割合が上昇するこ
とは、社会参画力を育成する教育が推進
されていると推測できるため

実績値を計上
小	70.2％
中	65.8％

（令和元年度）

小	75.0％
中	75.0％

小学校は、現状値より有意差として明確になるポ
イントを上乗せし、設定した。
中学校は、令和 7年まで 70％、令和 12 年度ま
で75％に設定し、段階を踏んだ目標値を設定した。

24 3-3
難しいことにも失敗を恐
れないで挑戦していると
回答した小中学生の割合

全国体力・運動能力、運動習慣等調査の
質問紙で「当てはまる」と回答した割合
が上昇することは、社会参画力を育成す
る教育が推進されていると推測できるた
め

実績値を計上
小	37.3％
中	30.3％

（令和元年度）

小	40.0％
中	35.0％

現状値より有意差として明確になるポイントを上
乗せして設定した。

25 3-3 学力調査の全国の平均正
答率との比較

全国学力・学習状況調査の全国の平均正
答率との比較で数値が上昇することは、
確かな学力を身につける教育が推進され
ていると推測できるため

実績値を計上
小	100.7
中	103.2

（令和元年度）

小　105.0
中　106.0

全国の平均値を 100 として本市の児童・生徒の
平均値を比較した時の数値。現状値等を勘案し、
更なる学力向上を目指し、設定した。

26 3-3 体力調査の全国平均値と
の比較

全国体力・運動能力、運動習慣等調査の
全国平均値との比較で数値が上昇するこ
とは、体力及び運動習慣を身につける教
育が推進されていると推測できるため

実績値を計上
小　97.8
中　96.2

（令和元年度）

小　105.0
中　105.0

全国の平均値を 100 として本市の児童・生徒の
平均値を比較した時の数値。現状値より有意差と
して明確になるポイントを上乗せして設定した。

27 3-3 不登校児童 ･ 生徒の千人
率

不登校児童 ･生徒の千人率の低下は、悩
みを抱える児童 ･生徒が減少しているこ
とが推測できるため

実績値を計上
小　		6.9
中　24.0

（令和元年度）

小　		4.0
中　23.2

過去 5年間で最も低い数値を目標値とし、小学校
は平成 27 年度の 4.0、中学校は平成 30 年度の
23.2 とした。

28 3-4 地域教育協議会による地
域活性化事業の参加者数

学校・家庭・地域が協働する地域教育協
議会は、地域住民や地域の諸団体が主体
となって活動しており、子どもを見守り
育む地域づくりの度合いを図る目安とな
るため

実績値を計上 30,835 人
（令和元年度） 32,000 人

地域教育協議会による地域活性化事業の内容の充
実や活動に関わる地域住民の増加を勘案して目標
値を設定した。

29 3-4
市内の社会教育施設（文
化財関係を除く）の利用
者数

市内の社会教育施設（文化財関係を除く）
の利用者数の増加は、学び、気づき、体
験する市民が増加していると推測できる
ため

市内の社会教育施設（文化
財関係を除く）の利用者数
（現状値は、利用件数に基づ
く推計を含む）

191.3 万人
（令和元年度） 193.2 万人 過去の利用者数実績を勘案し、社会教育活動の更

なる推進に向け、設定した。

30 3-4 地域行事に参加している
小中学生の割合

全国学力・学習状況調査の質問紙で「当
てはまる」と回答した割合は、青少年が
地域社会に積極的に参加・参画している
度合いを測る目安となるため

実績値を計上
小　56.9％
中　40.2％
（令和元年度）

小　60.0％
中　45.0％

過去の実績等を勘案するとともに、更なる参加割
合の増加を目指し、設定した。
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目標値 目標値の考え方

20 3-1 厚生労働省報告基準の
待機児童数

厚生労働省報告基準の待機児童数ゼロを
目指すことは、次代を担う子どもたちに
豊かな育ちと学びが保障されている度合
いを測る目安となるため

実績値を計上 0人
（令和元年度） 0人 現状値の維持を目指し、設定した。

21 3-2 地域子育て支援拠点事業
の延べ利用人数

乳幼児とその保護者が相互交流を行う場
となる拠点施設の利用人数が、子育ての
相談や情報共有、支援等の活動度合いの
目安となるため

実績値を計上 125,274 人
（令和元年度） 152,000 人

子ども・子育て支援事業計画との整合を図りなが
ら、より一層の子育て支援の充実を目指して一定
の伸び率を勘案し、設定した。

22 3-3

地域や社会をよくするた
めに何をすべきか考える
ことがある小中学生の割
合

全国学力・学習状況調査の質問紙で「当
てはまる」と回答した割合が上昇するこ
とは、社会参画力を育成する教育が推進
されていると推測できるため

実績値を計上
小	15.3％
中			8.5％

（令和元年度）

小	20.0％
中	15.0％

現状値より有意差として明確になるポイントを上
乗せして設定した。

23 3-3
人の役に立つ人間になり
たいと思う小中学生の割
合

全国学力・学習状況調査の質問紙で「当
てはまる」と回答した割合が上昇するこ
とは、社会参画力を育成する教育が推進
されていると推測できるため

実績値を計上
小	70.2％
中	65.8％

（令和元年度）

小	75.0％
中	75.0％

小学校は、現状値より有意差として明確になるポ
イントを上乗せし、設定した。
中学校は、令和 7年まで 70％、令和 12 年度ま
で75％に設定し、段階を踏んだ目標値を設定した。

24 3-3
難しいことにも失敗を恐
れないで挑戦していると
回答した小中学生の割合

全国体力・運動能力、運動習慣等調査の
質問紙で「当てはまる」と回答した割合
が上昇することは、社会参画力を育成す
る教育が推進されていると推測できるた
め

実績値を計上
小	37.3％
中	30.3％

（令和元年度）

小	40.0％
中	35.0％

現状値より有意差として明確になるポイントを上
乗せして設定した。

25 3-3 学力調査の全国の平均正
答率との比較

全国学力・学習状況調査の全国の平均正
答率との比較で数値が上昇することは、
確かな学力を身につける教育が推進され
ていると推測できるため

実績値を計上
小	100.7
中	103.2

（令和元年度）

小　105.0
中　106.0

全国の平均値を 100 として本市の児童・生徒の
平均値を比較した時の数値。現状値等を勘案し、
更なる学力向上を目指し、設定した。

26 3-3 体力調査の全国平均値と
の比較

全国体力・運動能力、運動習慣等調査の
全国平均値との比較で数値が上昇するこ
とは、体力及び運動習慣を身につける教
育が推進されていると推測できるため

実績値を計上
小　97.8
中　96.2

（令和元年度）

小　105.0
中　105.0

全国の平均値を 100 として本市の児童・生徒の
平均値を比較した時の数値。現状値より有意差と
して明確になるポイントを上乗せして設定した。

27 3-3 不登校児童 ･ 生徒の千人
率

不登校児童 ･生徒の千人率の低下は、悩
みを抱える児童 ･生徒が減少しているこ
とが推測できるため

実績値を計上
小　		6.9
中　24.0

（令和元年度）

小　		4.0
中　23.2

過去 5年間で最も低い数値を目標値とし、小学校
は平成 27 年度の 4.0、中学校は平成 30 年度の
23.2 とした。

28 3-4 地域教育協議会による地
域活性化事業の参加者数

学校・家庭・地域が協働する地域教育協
議会は、地域住民や地域の諸団体が主体
となって活動しており、子どもを見守り
育む地域づくりの度合いを図る目安とな
るため

実績値を計上 30,835 人
（令和元年度） 32,000 人

地域教育協議会による地域活性化事業の内容の充
実や活動に関わる地域住民の増加を勘案して目標
値を設定した。

29 3-4
市内の社会教育施設（文
化財関係を除く）の利用
者数

市内の社会教育施設（文化財関係を除く）
の利用者数の増加は、学び、気づき、体
験する市民が増加していると推測できる
ため

市内の社会教育施設（文化
財関係を除く）の利用者数
（現状値は、利用件数に基づ
く推計を含む）

191.3 万人
（令和元年度） 193.2 万人 過去の利用者数実績を勘案し、社会教育活動の更

なる推進に向け、設定した。

30 3-4 地域行事に参加している
小中学生の割合

全国学力・学習状況調査の質問紙で「当
てはまる」と回答した割合は、青少年が
地域社会に積極的に参加・参画している
度合いを測る目安となるため

実績値を計上
小　56.9％
中　40.2％
（令和元年度）

小　60.0％
中　45.0％

過去の実績等を勘案するとともに、更なる参加割
合の増加を目指し、設定した。
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31 3-4 市立図書館の資料貸出数
市立図書館の資料貸出数は、読書活動の
普及振興の推進度合いを測る目安となる
ため

実績値を計上 3,121,606 冊・点
（令和元年度） 3,150,000 冊・点 過去の貸出数実績を勘案し、設定した。

32 4-1 健康寿命

より多くの期間を健康で自立して暮らす
ことができることは、市民が健康を意識
して安心して生活できていることを図る
目安となるため

大阪府において、人口、死
亡数、住民基本台帳年齢階
層別人口、国保データベー
ス（KDB）システムに連携
している介護受給者台帳情
報（以上高槻市のデータ）、
全国死亡数、生存数・定常
人口を統計的に処理して算
出された値を計上

男性
【健康寿命】81.2 年
【平均寿命】82.4 年

女性
【健康寿命】85.1 年
【平均寿命】87.9 年
（平成 30年）

平均寿命の増加分を上回る
健康寿命の増加

「第 3次・健康たかつき 21」における目標値と同
様とした。

33 4-3 健幸パスポート発行者
割合

高齢者が健康づくり事業にどれだけ参加
しているかの目安となるため

65歳以上人口に対する健幸
パスポート発行者数

6.6％
（平成 30年度） 10％ 国が示す介護予防推進のための市町村目標値に基

づき設定した。

34 4-3 認知症サポーター養成数

認知症に対して正しく理解し、温かく見
守る応援者である「認知症サポーター」
を増加させることで、認知症になっても
住み慣れた地域で暮らし続けることの一
助となるため

実績値を計上 25,991 人
（令和元年度） 40,000 人 これまでの実績を基にした伸び率を勘案し、目標

値を設定した。

35 5-1 主要宿泊施設利用者数
宿泊者数が増加することは、来訪者でに
ぎわっている度合いを測る目安となるた
め

実績値を計上 76,740 人
（令和元年度） 124,000 人 現状値に JR 高槻駅前のホテルの予測宿泊客数を

加え、設定した。

36 5-1 主要観光施設利用者数
観光施設利用者数が増加することは、来
訪者でにぎわっている度合いを測る目安
となるため

実績値を計上 877,907 人
（令和元年度） 1,493,000 人

令和 7年度に現状値から 5％増加するとともに安
満遺跡公園の来場者 50 万人を見込み、令和 12
年度は令和 7年度から更に約 5％の増加を目標と
して設定した。

37 5-1 市内の社会教育施設（文
化財関係）の利用者数

市内の社会教育施設（文化財関係）の利
用者数は、歴史遺産を活用したまちづく
りや魅力発信等の効果を測る目安となる
ため

市内の社会教育施設（文化
財関係）の利用者数（現状
値は、利用件数に基づく推
計を含む）

12.6 万人
（令和元年度） 16.2 万人 過去の利用者数実績及び利用者増加数等を勘案

し、更なる増加を目指し設定した。

38 5-1 市内の史跡の公有化率
市内の史跡の公有化率の推移は、史跡の
保存と活用に向けた保護の実現度合いを
測る目安となるため

史跡指定面積に対して、公
有化済面積の割合

83.47％
（令和元年度） 85％

国庫補助金の動向を見据え、早期の公有化と史跡
整備を目指す一方、地権者の意向や事情に配慮し
ながら進めるため、指定面積の 85％を目標とし
た。

39 5-1
本市を居住地として評価
し、今後も住み続けたい
と思う市民の割合

定住促進に関する取組が人口の社会動態
の改善に寄与しているかを把握するため 市民意識調査 76.5％

（令和元年度） 80％ 毎年増加を目指し、設定した。
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目標値 目標値の考え方

31 3-4 市立図書館の資料貸出数
市立図書館の資料貸出数は、読書活動の
普及振興の推進度合いを測る目安となる
ため

実績値を計上 3,121,606 冊・点
（令和元年度） 3,150,000 冊・点 過去の貸出数実績を勘案し、設定した。

32 4-1 健康寿命

より多くの期間を健康で自立して暮らす
ことができることは、市民が健康を意識
して安心して生活できていることを図る
目安となるため

大阪府において、人口、死
亡数、住民基本台帳年齢階
層別人口、国保データベー
ス（KDB）システムに連携
している介護受給者台帳情
報（以上高槻市のデータ）、
全国死亡数、生存数・定常
人口を統計的に処理して算
出された値を計上

男性
【健康寿命】81.2 年
【平均寿命】82.4 年

女性
【健康寿命】85.1 年
【平均寿命】87.9 年
（平成 30年）

平均寿命の増加分を上回る
健康寿命の増加

「第 3次・健康たかつき 21」における目標値と同
様とした。

33 4-3 健幸パスポート発行者
割合

高齢者が健康づくり事業にどれだけ参加
しているかの目安となるため

65歳以上人口に対する健幸
パスポート発行者数

6.6％
（平成 30年度） 10％ 国が示す介護予防推進のための市町村目標値に基

づき設定した。

34 4-3 認知症サポーター養成数

認知症に対して正しく理解し、温かく見
守る応援者である「認知症サポーター」
を増加させることで、認知症になっても
住み慣れた地域で暮らし続けることの一
助となるため

実績値を計上 25,991 人
（令和元年度） 40,000 人 これまでの実績を基にした伸び率を勘案し、目標

値を設定した。

35 5-1 主要宿泊施設利用者数
宿泊者数が増加することは、来訪者でに
ぎわっている度合いを測る目安となるた
め

実績値を計上 76,740 人
（令和元年度） 124,000 人 現状値に JR 高槻駅前のホテルの予測宿泊客数を

加え、設定した。

36 5-1 主要観光施設利用者数
観光施設利用者数が増加することは、来
訪者でにぎわっている度合いを測る目安
となるため

実績値を計上 877,907 人
（令和元年度） 1,493,000 人

令和 7年度に現状値から 5％増加するとともに安
満遺跡公園の来場者 50 万人を見込み、令和 12
年度は令和 7年度から更に約 5％の増加を目標と
して設定した。

37 5-1 市内の社会教育施設（文
化財関係）の利用者数

市内の社会教育施設（文化財関係）の利
用者数は、歴史遺産を活用したまちづく
りや魅力発信等の効果を測る目安となる
ため

市内の社会教育施設（文化
財関係）の利用者数（現状
値は、利用件数に基づく推
計を含む）

12.6 万人
（令和元年度） 16.2 万人 過去の利用者数実績及び利用者増加数等を勘案

し、更なる増加を目指し設定した。

38 5-1 市内の史跡の公有化率
市内の史跡の公有化率の推移は、史跡の
保存と活用に向けた保護の実現度合いを
測る目安となるため

史跡指定面積に対して、公
有化済面積の割合

83.47％
（令和元年度） 85％

国庫補助金の動向を見据え、早期の公有化と史跡
整備を目指す一方、地権者の意向や事情に配慮し
ながら進めるため、指定面積の 85％を目標とし
た。

39 5-1
本市を居住地として評価
し、今後も住み続けたい
と思う市民の割合

定住促進に関する取組が人口の社会動態
の改善に寄与しているかを把握するため 市民意識調査 76.5％

（令和元年度） 80％ 毎年増加を目指し、設定した。
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40 5-2 市民 1人当たりの
都市公園面積

市民1人当たりの都市公園面積が増加す
ることは、安全で快適な公園が増え、あ
らゆる世代が住みやすいまちの実現度合
いを測る目安となるため

実績値を計上 5.40㎡
（令和元年度） 6.20㎡ 高槻城公園や安満遺跡公園を始めとする公園の新

規開設を勘案して設定した。

41 5-3 農用地利用集積面積
（利用権設定面積）

農用地利用集積面積の増加は農地の有効
利用が図られていることを測る目安とな
るため

実績値を計上 19.3ha
（令和元年度） 21.5ha 農地の有効利用と農業振興を図るため、年間

0.2ha ずつ増やすことを目標に設定した。

42 5-4 中心市街地の
歩行者通行量

中心市街地の歩行者通行量が増加するこ
とは、来街者でにぎわっている度合いを
測る目安となるため

JR 高槻駅南口・阪急高槻市
駅北口、センター街商店街
の歩行者通行量（平日分と
休日分の平均）

78,266 人
（令和元年） 83,000 人

第 2期中心市街地活性化基本計画においては、平
成 28年を基準に 6年間で約 6％（年間 1％）の
歩行者通行量増加を目指しているため、同等の水
準の増加を見込み、基準年（令和元年）から令和
7年まで年間 1％（約 700人）の増加するととも
に、令和 7年から 12年にかけては、その成果を
維持することを目指し、83,000 人とした。

43 5-4 事業所数 事業所数の推移は、特色ある企業の立地
度合いを測る目安となるため

経済センサス－基礎調査・
活動調査

9,320 か所
（平成 28年） 9,320 か所

経営者の高齢化や後継者不足等による廃業が増加
傾向であり、廃業事業所数が開業事業所数を上
回っていることから、創業支援や企業誘致等に注
力し、現状値を維持することとした。

44 5-4 商業における年間販売額
商業における年間販売額は、来街者でに
ぎわっている度合いを測る目安となるた
め

経済センサス－活動調査 5,550 億円
（平成 28年） 6,411 億円

（１）国の試算
内閣府「中長期の経済財政に関する試算（令和 3
年 1月）」によると、ベースラインケースでの経
済成長率は中長期的に実質1％程度とされており、
市内商業においても同様の成長を見込むものとし
た。
（２）主要観光施設利用者数の影響
本市の主要観光施設利用者数（観光入込客数）は、
令和 12年度の目標値を 149.3 万人としており、
平成 28年度から約 52万人の増加となる。また、
国の観光消費額調査では、日帰観光客の平均観光
消費額単価（人回）は約 6,000 円であることから、
令和 12 年には、520,000 × 6,000 ≒ 31 億円
の増加を見込む。
以上のことから、6,411 億円とした。

45 5-4 製造品出荷額等 既存企業の流出防止と事業所増設の促進
状況の目安となるため 工業統計調査 4,373 億円

（平成 29年） 4,504 億円
製造品出荷額は近年増加に転じている一方、外的
要因等による減少を勘案し、3％の成長を目標と
した。

46 5-4 労働福祉啓発事業の
参加者数

労働福祉啓発事業の参加者数が増えるこ
とは、労働福祉分野への関心の度合いを
測る目安となるため

実績値を計上 470人
（平成 30年度） 500人

「障がい者雇用促進事業」「就職困難者就労支援事
業」「勤労者保護啓発事業」として実施する講演会・
セミナー等の参加者数を積算する。
近年、参加者数が減少傾向にあることから、現状
の成果の維持・増加に努め、目標を設定した。
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40 5-2 市民 1人当たりの
都市公園面積

市民1人当たりの都市公園面積が増加す
ることは、安全で快適な公園が増え、あ
らゆる世代が住みやすいまちの実現度合
いを測る目安となるため

実績値を計上 5.40㎡
（令和元年度） 6.20㎡ 高槻城公園や安満遺跡公園を始めとする公園の新

規開設を勘案して設定した。

41 5-3 農用地利用集積面積
（利用権設定面積）

農用地利用集積面積の増加は農地の有効
利用が図られていることを測る目安とな
るため

実績値を計上 19.3ha
（令和元年度） 21.5ha 農地の有効利用と農業振興を図るため、年間

0.2ha ずつ増やすことを目標に設定した。

42 5-4 中心市街地の
歩行者通行量

中心市街地の歩行者通行量が増加するこ
とは、来街者でにぎわっている度合いを
測る目安となるため

JR 高槻駅南口・阪急高槻市
駅北口、センター街商店街
の歩行者通行量（平日分と
休日分の平均）

78,266 人
（令和元年） 83,000 人

第 2期中心市街地活性化基本計画においては、平
成 28年を基準に 6年間で約 6％（年間 1％）の
歩行者通行量増加を目指しているため、同等の水
準の増加を見込み、基準年（令和元年）から令和
7年まで年間 1％（約 700人）の増加するととも
に、令和 7年から 12年にかけては、その成果を
維持することを目指し、83,000 人とした。

43 5-4 事業所数 事業所数の推移は、特色ある企業の立地
度合いを測る目安となるため

経済センサス－基礎調査・
活動調査

9,320 か所
（平成 28年） 9,320 か所

経営者の高齢化や後継者不足等による廃業が増加
傾向であり、廃業事業所数が開業事業所数を上
回っていることから、創業支援や企業誘致等に注
力し、現状値を維持することとした。

44 5-4 商業における年間販売額
商業における年間販売額は、来街者でに
ぎわっている度合いを測る目安となるた
め

経済センサス－活動調査 5,550 億円
（平成 28年） 6,411 億円

（１）国の試算
内閣府「中長期の経済財政に関する試算（令和 3
年 1月）」によると、ベースラインケースでの経
済成長率は中長期的に実質1％程度とされており、
市内商業においても同様の成長を見込むものとし
た。
（２）主要観光施設利用者数の影響
本市の主要観光施設利用者数（観光入込客数）は、
令和 12年度の目標値を 149.3 万人としており、
平成 28年度から約 52万人の増加となる。また、
国の観光消費額調査では、日帰観光客の平均観光
消費額単価（人回）は約 6,000 円であることから、
令和 12 年には、520,000 × 6,000 ≒ 31 億円
の増加を見込む。
以上のことから、6,411 億円とした。

45 5-4 製造品出荷額等 既存企業の流出防止と事業所増設の促進
状況の目安となるため 工業統計調査 4,373 億円

（平成 29年） 4,504 億円
製造品出荷額は近年増加に転じている一方、外的
要因等による減少を勘案し、3％の成長を目標と
した。

46 5-4 労働福祉啓発事業の
参加者数

労働福祉啓発事業の参加者数が増えるこ
とは、労働福祉分野への関心の度合いを
測る目安となるため

実績値を計上 470人
（平成 30年度） 500人

「障がい者雇用促進事業」「就職困難者就労支援事
業」「勤労者保護啓発事業」として実施する講演会・
セミナー等の参加者数を積算する。
近年、参加者数が減少傾向にあることから、現状
の成果の維持・増加に努め、目標を設定した。
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47 6-1 本市域の温室効果ガス
排出量

温室効果ガスの排出量が減少すること
は、地球温暖化対策が図られていること
の目安となるため

「地方公共団体実行計画（区
域施策編）策定・実施マニュ
アル」に準じて算定した推
計値を計上

157.9 万 t-CO2
（平成 29年度暫定値）

令和 12年度までに平成 25年度
比で温室効果ガス排出量を 30％

削減

地球温暖化に関する社会状況や本市を取り巻く環
境、これまでの市民・事業者・行政の取組状況等
を踏まえて設定した。

48 6-1 緑視率
緑視率が増加することは、まちに花や緑
が増加したと市民が感じる目安となるた
め

選定された市内 10地点にお
いて、地表 1.5m の高さで
写真撮影を行い、その写真
における緑の占める割合の
平均値を算出

17.8％
（令和元年度） 22％以上 みどりの基本計画と整合を図り、設定した。

49 6-2 河川水質（BOD）の
環境基準達成状況

河川水質（BOD）の環境基準を達成し
ていることは、良好な環境が保たれてい
ることの目安となるため

環境基準を達成している地
点数の割合を計上
[ 環境基準達成地点数／市内
の環境基準点の総数 ]

100％
[3 ／ 3地点 ]
（平成 30年度）

100％
[3 ／ 3地点 ] 現状の良好な水質の維持を目指し、設定した。

50 6-3 市民 1人 1日当たりの
家庭系ごみ排出量

市民 1人 1日当たりの家庭系ごみ排出
量が減少することは、循環型社会形成に
向け、環境に対する市民の意識の高まり
を示しているため

（収集ごみ量＋直接搬入量＋
集団回収量）／人口（当該
年度期中）／ 365日

639ｇ
（平成 30年度）

569ｇ
（令和 7年度目標値） 一般廃棄物処理基本計画と整合を図り、設定した。

51 6-3 市民 1人 1日当たりの
事業系ごみ排出量

市民 1人 1日当たりの事業系ごみ排出
量が減少することは、循環型社会形成に
向け、環境に対する市民の意識の高まり
を示しているため

（許可業者搬入量＋直接搬入
量）／人口（当該年度期中）
／ 365日

279ｇ
（平成 30年度）

278ｇ
（令和 7年度目標値） 一般廃棄物処理基本計画と整合を図り、設定した。

52 6-3 リサイクル率

集団回収等により、ごみの資源化量が増
加することは、循環型社会形成に向け、
環境に対する市民の意識の高まりを示し
ているため

（市による資源化量＋集団回
収量＋家庭での生ごみ堆肥
化量＋庁内古紙資源化量＋多
量排出事業所資源化量＋学
校での堆肥化量＋破砕後回
収鉄）／（家庭系ごみ発生量＋
事業系ごみ発生量）×100

20％
（平成 29年度）

27％
（令和 7年度目標値） 一般廃棄物処理基本計画と整合を図り、設定した。

53 7-1 地区コミュニティ加入率
（対総世帯数）

地区コミュニティの加入率が上昇するこ
とは、市民がお互いに助け合い、協力し
ながら特色ある地域社会を形成している
度合いを測る目安となるため

実績値を計上 45.51％
（令和 2年度） 50％ 自治会等の取り巻く厳しい状況を勘案する中で、

現状維持を目指し、設定した。

54 7-1 市と市民・団体との
協働事業件数

市と市民・団体との協働事業件数が増加
することは、協働したまちづくりが進め
られている度合いを測る目安となるため

実績値を計上 503件
（令和元年度） 540件 これまでの実績を基にした伸び率を勘案し、設定

した。

55 7-3 市内の文化施設への
来訪者数

市内の文化施設への来訪者数の増加は、
文化芸術・生涯学習活動に親しみ、いき
いきと過ごしている市民が増加している
と推測できるため

実績値を計上 109.3 万人
（令和元年度） 123万人 過去の利用者数実績を勘案し、設定した。市民会

館建て替えに伴う増は 3万人を想定した。

56 7-4 成人の週 1回以上の
スポーツ実施率

週 1回以上スポーツを楽しむ人の増加
は、スポーツに親しみ、心身ともに健康
に過ごしている市民が増加していると推
測できるため

市民意識調査 44.6％
（平成 30年度） 65％ 国が掲げる目標値に合わせて設定した。
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1 指標一覧

番号
施策
体系
番号

指標名 指標とする理由 指標数値の算出方法等 現状値 令和 12年度
目標値 目標値の考え方

47 6-1 本市域の温室効果ガス
排出量

温室効果ガスの排出量が減少すること
は、地球温暖化対策が図られていること
の目安となるため

「地方公共団体実行計画（区
域施策編）策定・実施マニュ
アル」に準じて算定した推
計値を計上

157.9 万 t-CO2
（平成 29年度暫定値）

令和 12年度までに平成 25年度
比で温室効果ガス排出量を 30％

削減

地球温暖化に関する社会状況や本市を取り巻く環
境、これまでの市民・事業者・行政の取組状況等
を踏まえて設定した。

48 6-1 緑視率
緑視率が増加することは、まちに花や緑
が増加したと市民が感じる目安となるた
め

選定された市内 10地点にお
いて、地表 1.5m の高さで
写真撮影を行い、その写真
における緑の占める割合の
平均値を算出

17.8％
（令和元年度） 22％以上 みどりの基本計画と整合を図り、設定した。

49 6-2 河川水質（BOD）の
環境基準達成状況

河川水質（BOD）の環境基準を達成し
ていることは、良好な環境が保たれてい
ることの目安となるため

環境基準を達成している地
点数の割合を計上
[ 環境基準達成地点数／市内
の環境基準点の総数 ]

100％
[3 ／ 3地点 ]
（平成 30年度）

100％
[3 ／ 3地点 ] 現状の良好な水質の維持を目指し、設定した。

50 6-3 市民 1人 1日当たりの
家庭系ごみ排出量

市民 1人 1日当たりの家庭系ごみ排出
量が減少することは、循環型社会形成に
向け、環境に対する市民の意識の高まり
を示しているため

（収集ごみ量＋直接搬入量＋
集団回収量）／人口（当該
年度期中）／ 365日

639ｇ
（平成 30年度）

569ｇ
（令和 7年度目標値） 一般廃棄物処理基本計画と整合を図り、設定した。

51 6-3 市民 1人 1日当たりの
事業系ごみ排出量

市民 1人 1日当たりの事業系ごみ排出
量が減少することは、循環型社会形成に
向け、環境に対する市民の意識の高まり
を示しているため

（許可業者搬入量＋直接搬入
量）／人口（当該年度期中）
／ 365日

279ｇ
（平成 30年度）

278ｇ
（令和 7年度目標値） 一般廃棄物処理基本計画と整合を図り、設定した。

52 6-3 リサイクル率

集団回収等により、ごみの資源化量が増
加することは、循環型社会形成に向け、
環境に対する市民の意識の高まりを示し
ているため

（市による資源化量＋集団回
収量＋家庭での生ごみ堆肥
化量＋庁内古紙資源化量＋多
量排出事業所資源化量＋学
校での堆肥化量＋破砕後回
収鉄）／（家庭系ごみ発生量＋
事業系ごみ発生量）×100

20％
（平成 29年度）

27％
（令和 7年度目標値） 一般廃棄物処理基本計画と整合を図り、設定した。

53 7-1 地区コミュニティ加入率
（対総世帯数）

地区コミュニティの加入率が上昇するこ
とは、市民がお互いに助け合い、協力し
ながら特色ある地域社会を形成している
度合いを測る目安となるため

実績値を計上 45.51％
（令和 2年度） 50％ 自治会等の取り巻く厳しい状況を勘案する中で、

現状維持を目指し、設定した。

54 7-1 市と市民・団体との
協働事業件数

市と市民・団体との協働事業件数が増加
することは、協働したまちづくりが進め
られている度合いを測る目安となるため

実績値を計上 503件
（令和元年度） 540件 これまでの実績を基にした伸び率を勘案し、設定

した。

55 7-3 市内の文化施設への
来訪者数

市内の文化施設への来訪者数の増加は、
文化芸術・生涯学習活動に親しみ、いき
いきと過ごしている市民が増加している
と推測できるため

実績値を計上 109.3 万人
（令和元年度） 123万人 過去の利用者数実績を勘案し、設定した。市民会

館建て替えに伴う増は 3万人を想定した。

56 7-4 成人の週 1回以上の
スポーツ実施率

週 1回以上スポーツを楽しむ人の増加
は、スポーツに親しみ、心身ともに健康
に過ごしている市民が増加していると推
測できるため

市民意識調査 44.6％
（平成 30年度） 65％ 国が掲げる目標値に合わせて設定した。
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番号
施策
体系
番号

指標名 指標とする理由 指標数値の算出方法等 現状値 令和 12年度
目標値 目標値の考え方

57 8-1 連結実質赤字比率 自治体の財政の健全性を判断できる指標
であるため

（A+B）－（C+D）／標準財政
規模
A：一般会計及び公営企業（地
方公営企業法適用企業・非
適用企業）以外の特別会計の
うち、実質赤字の合計額
B：公営企業特別会計のうち、
資金不足額の合計額
C：一般会計及び公営企業以
外の特別会計のうち、実質
黒字の合計額
D：公営企業特別会計のうち、
資金剰余額の合計額

―
＜算出値がマイナス＞
（令和元年度決算）

―
＜算出値がマイナス＞ 引き続き、良好な値の維持を目指し、設定した。

58 8-1 将来負担比率 自治体の財政の健全性を判断できる指標
であるため

（将来負担額－充当可能基金
額－特定財源見込額－地方
債現在高に係る基準財政需
要額算入額）／（標準財政規
模－元利償還金 ･ 準元利償
還金に係る基準財政需要額
算入額）

―
＜算出値がマイナス＞
（令和元年度決算）

―
＜算出値がマイナス＞ 引き続き、良好な値の維持を目指し、設定した。

59 8-2 公有財産（建物）面積 公共施設等の総量の適正化が図られてい
ることの目安となるため 実績値を計上 813,424.35㎡

（令和元年度） 現状値より減少 公共施設等総合管理計画と整合を図り、設定した。
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1 指標一覧

番号
施策
体系
番号

指標名 指標とする理由 指標数値の算出方法等 現状値 令和 12年度
目標値 目標値の考え方

57 8-1 連結実質赤字比率 自治体の財政の健全性を判断できる指標
であるため

（A+B）－（C+D）／標準財政
規模
A：一般会計及び公営企業（地
方公営企業法適用企業・非
適用企業）以外の特別会計の
うち、実質赤字の合計額
B：公営企業特別会計のうち、
資金不足額の合計額
C：一般会計及び公営企業以
外の特別会計のうち、実質
黒字の合計額
D：公営企業特別会計のうち、
資金剰余額の合計額

―
＜算出値がマイナス＞
（令和元年度決算）

―
＜算出値がマイナス＞ 引き続き、良好な値の維持を目指し、設定した。

58 8-1 将来負担比率 自治体の財政の健全性を判断できる指標
であるため

（将来負担額－充当可能基金
額－特定財源見込額－地方
債現在高に係る基準財政需
要額算入額）／（標準財政規
模－元利償還金 ･ 準元利償
還金に係る基準財政需要額
算入額）

―
＜算出値がマイナス＞
（令和元年度決算）

―
＜算出値がマイナス＞ 引き続き、良好な値の維持を目指し、設定した。

59 8-2 公有財産（建物）面積 公共施設等の総量の適正化が図られてい
ることの目安となるため 実績値を計上 813,424.35㎡

（令和元年度） 現状値より減少 公共施設等総合管理計画と整合を図り、設定した。
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2	関連計画一覧

施策体系番号 計画の名称 期間

分野 1　都市機能が充実し、快適に暮らせるまち

1-1 高槻市都市計画マスタープラン 令和 3年度～令和 12年度

1-1 高槻市立地適正化計画 平成 29年度～令和 12年度

1-1 高槻市総合交通戦略 平成 28年度～令和 7年度

1-1 高槻市バリアフリー基本構想 平成 23年度～令和 3年度

1-1 高槻市耐震化アクションプラン 2017 平成 29年度～令和 7年度

1-1 高槻市地域防災計画 -

1-1 高槻市営住宅長寿命化計画 令和 3年度～令和 12年度

1-1 高槻市空家等対策計画 令和元年 7月～令和 7年度

1-2 橋梁長寿命化修繕計画 -

1-2 高槻市総合雨水対策アクションプラン 平成 27年度～令和 16年度

1-2 【再掲】高槻市バリアフリー基本構想 平成 23年度～令和 3年度

1-2 道路特定事業計画 平成 23年度～令和 3年度

1-3 高槻市営バス経営戦略 令和 3年度～令和 12年度

1-3 【再掲】高槻市都市計画マスタープラン 令和 3年度～令和 12年度

1-3 【再掲】高槻市総合交通戦略 平成 28年度～令和 7年度

1-3 【再掲】高槻市バリアフリー基本構想 平成 23年度～令和 3年度

1-4 高槻市水道事業基本計画 令和 3年度～令和 12年度

1-5 高槻市下水道等事業経営計画 平成 29年度～令和 8年度

1-5 高槻市下水道総合地震対策計画 令和元年度～令和 5年度

1-5 高槻市下水道ストックマネジメント計画 平成 30年度から 100 年後想定、中期目標
30年後

分野 2　安全で安心して暮らせるまち

2-1 高槻市国土強靱化地域計画 令和元年度～令和 6年度

2-1 【再掲】高槻市地域防災計画 -

2-1 【再掲】高槻市総合雨水対策アクションプラン 平成 27年度～令和 16年度

2-2 【再掲】高槻市地域防災計画 -

2-2 【再掲】高槻市国土強靱化地域計画 令和元年度～令和 6年度
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2 関連計画一覧

分野 3　子育て・教育の環境が整ったまち

3-1 第二次高槻市子ども・子育て支援事業計画 令和 2年度～令和 6年度

3-1 第 2期高槻市教育振興基本計画 令和 3年度～令和 12年度

3-2 【再掲】第二次高槻市子ども・子育て支援事業計画 令和 2年度～令和 6年度

3-2 高槻市第 2期障がい児福祉計画 令和 3年度～令和 5年度

3-2 第 2次高槻市障がい者基本計画 令和 3年度～令和 8年度

3-3 【再掲】第 2期高槻市教育振興基本計画 令和 3年度～令和 12年度

3-4 【再掲】第 2期高槻市教育振興基本計画 令和 3年度～令和 12年度

3-4 第 4次高槻市青少年育成計画 令和 3年度～令和 12年度

分野 4　健やかに暮らし、ともに支え合うまち

4-1 第 3次・健康たかつき 21 平成 30年度～令和 5年度

4-1 高槻市自殺対策計画 令和元年度～令和 5年度

4-2 第 4次高槻市地域福祉計画・地域福祉活動計画 令和 3年度～令和 8年度

4-3 高槻市高齢者福祉計画・介護保険事業計画 令和 3年度～令和 5年度（3年ごとに策定）

4-4 【再掲】第 2次高槻市障がい者基本計画 令和 3年度～令和 8年度

4-4 高槻市第 6期障がい福祉計画 令和 3年度～令和 5年度

分野 5　魅力にあふれ、にぎわいと活力のあるまち

5-1 高槻市産業・観光振興ビジョン 令和 3年度～令和 12年度

5-1 摂津峡周辺活性化プラン -

5-1 第 2期高槻市まち・ひと・しごと創生総合戦略 令和 3年度～令和 6年度

5-2 【再掲】高槻市都市計画マスタープラン 令和 3年度～令和 12年度

5-2 高槻市みどりの基本計画（改訂版） 平成 29年度～令和 3年度

5-3 高槻市農林業基本計画 平成 27年度～令和 3年度

5-4 【再掲】高槻市産業・観光振興ビジョン 令和 3年度～令和 12年度

5-4 第 2期高槻市中心市街地活性化基本計画 平成 29年度～令和 4年度

5-4 高槻市創業支援等事業計画 平成 27年度～令和 6年度

5-4 高槻市就職困難者就労支援計画 令和 3年度～令和 12年度
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分野 6　良好な環境が形成されるまち

6-1 第 2次高槻市環境基本計画（改訂版） 平成 29年度～令和 3年度

6-1 第 2期たかつき地球温暖化対策アクションプラン 令和 3年度～令和 12年度

6-1 【再掲】高槻市みどりの基本計画（改訂版） 平成 29年度～令和 3年度

6-3 高槻市一般廃棄物処理基本計画 平成 28年度～令和 7年度

分野 7　地域に元気があって市民生活が充実したまち

7-2 高槻市人権施策推進計画 平成 27年度～令和 3年度

7-2 （改訂）高槻市男女共同参画計画 平成 30年度～令和 4年度

7-3 第２期高槻市文化振興ビジョン 令和 3年度～令和 12年度

7-3 高槻市立市民会館建替基本計画 平成 27年 2月策定

7-3 高槻市新文化施設管理運営計画 平成 30年 3月策定

7-4 第２期高槻市スポーツ推進計画 令和 3年度～令和 12年度

分野 8　効果的・効率的な行財政運営が行われているまち

8-1 高槻市ＩＣＴ戦略 令和 2年度～終期未定

8-2 高槻市公共施設等総合管理計画 平成 27年から 30年間
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3 総合計画の変遷
3	総合計画の変遷

計画名 計画期間 概要

第 1次高槻市
総合計画

昭和 43年度～
昭和 52年度

・基本構想の想定年次：昭和 60年

・基本構想の構成
　第１部　全体構想
　第２部　経済計画の構想
　第３部　社会計画の構想
　第４部　産業及び生活基盤整備の構想
　第５部　防災・治安の構想
　第６部　行財政運営の構想

第 2次高槻市
総合計画

昭和 56年度～
昭和 70（＝平成 7）
年度

・都市像：心ふれあう　みどり豊かな　活力あふれる
　≪文教・福祉都市≫

・３つの目標
　	都市の基盤整備	
　都市シンボルの創造	
　基本的人権の尊重

・まちづくりの５つの柱
　		１　都市の基礎となる骨組みづくり
　２　みどり豊かな安全で快適なまちづくり
　		３　安定した生活を支えるまちづくり　
　４　健康で心ふれあうまちづくり
　５　人間性をはぐくむ生きがいのあるまちづくり

・７つの重点課題
　		１　都市空間の確保
　２　産業の基盤整備
　３　総合交通体系の確立
　４　コミュニティ・センターの建設促進
　５　総合福祉の体系化
　６　学術研究・高等教育文化機関の誘致
　７　文化・スポーツ施設の充実

・	新基本構想の実現のために
　１　行財政の確立
　２　市民参加の推進
　３　施策の展開

第 3次高槻市
総合計画

平成 2年度～
平成 12年度

・	望ましい都市像：「水とみどりの生活・文化都市」

・	まちづくりの合言葉：「さわやか未来　ふるさと高槻」

・	施策の大綱
　	1　みどり豊かな機能的なまちづくり
　2　安全で快適なまちづくり
　3　生活を支える活力あふれるまちづくり
　4　健康で心ふれあうまちづくり
　5　人間性をはぐくむ生きがいのあるまちづくり
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計画名 計画期間 概要

第 4次高槻市
総合計画

平成 13年度～
平成 22年度

・	将来の都市像：「心ふれあう　水とみどりの生活・文化都市」
・	まちづくりの合言葉：「さわやか未来　ふるさと高槻」

・	施策の大綱
　１　心がかよう共につくるまちづくり
　２　やさしさとやすらぎのまちづくり
　３　ひとが輝く育みのまちづくり
　４　調和のとれた都市環境のまちづくり
　５　安全で快適なまちづくり
　６　にぎわいと活力のあるまちづくり

・	構想の実現に向けて
　１　市民参加
　２　広域行政
　３　行政運営
　４　財政運営
　５　国 ･府及び民間との連携

・	都市空間計画の基本的な考え方
　１　土地利用
　２　総合交通体系

・	たかつきリーディングプラン
　１　健康づくりスポーツ振興プラン
　２　ボランティア・NPO活動支援プラン　
　３　多世代交流のまちプラン
　４　地球環境にやさしいエコシティプラン
　５　いきいき学園まちづくりプラン
　６　市民参加の森林づくりプラン
　７　悠久の歴史息吹くまちプラン
　８　人・夢つなぐ高槻インターチェンジプラン
　９　あふれる魅力にぎわいの都心プラン
　10		住み良い地方分権推進プラン
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3 総合計画の変遷

計画名 計画期間 概要

第 5次高槻市
総合計画
（高槻市総合戦略
プラン）

平成 23年度～
平成 32（＝令和 2）
年度

・将来の都市像
　１　憩いの空間で快適に暮らせるまち
　２　ともに支え合う安全・安心のまち
　３　子育て・教育の環境が整ったまち
　４　行き交う人々でにぎわう魅力あるまち
　５　都市の特長を利用した活力あるまち
　６　地域に元気があって市民が誇れるまち

＜基本計画＞　※平成 27年度まで　
・重点目標
　１　次代を担う世代が住みたいと思うまちをつくる
　２　誰もが安心して生活できるまちをつくる

・基本目標
　		1-1 心地よく暮らせるまちをつくる／ 1-2 利便性の高いまちをつくる／
1-3 将来に良好な環境を引き継げる社会を形成する／ 2-1 いざという時
も安心できるまちをつくる／ 2-2 誰もが生き生きと暮らせる社会を形成
する／ 2-3 心健やかに暮らせるまちをつくる／ 2-4 地域で支え合う社会
を形成する／ 3-1 子どもが健やかに育つまちをつくる／ 3-2 魅力のある
教育を推進する／ 4-1 交流人口が増えるまちをつくる／ 4-2 余暇を楽し
める基盤を形成する／ 5-1 地域経済の活性化を図る／ 5-2 知の拠点とし
ての環境の充実を図る／ 6-1 市民によるまちづくりを推進する／ 6-2 満
足度の高い行政サ－ビスを実現する／ 6-3 効果的・効率的な行財政運営
を推進する

＜基本計画 28＞　※平成 28年度に見直し
・施策体系別計画
　１　都市機能の充実
　　　		1-1 都市づくり ･住環境／ 1-2 道路 ･交通安全／ 1-3 公園／
　　　1-4 下水道 ･河川水路／ 1-5 市営バス／ 1-6 上水道
　２　安全・安心のまちづくり
　　　		2-1 防災 ･防犯／ 2-2 水害 ･土砂災害対策／ 2-3 消防 ･救急
　３　子育て ･教育環境の充実
　　　		3-1 就学前児童の教育 ･保育／ 3-2 子ども ･子育て支援／
　　　3-3 学校教育／ 3-4 社会教育 ･青少年育成
　４　健康 ･福祉の充実
　　　		4-1 地域医療 ･ 地域福祉／ 4-2 高齢者福祉／ 4-3 障がい者福祉／

4-4 生活福祉／ 4-5 医療給付 ･保険制度／ 4-6 健康づくり ･保健
　５　産業の振興
　　　		5-1 農林業／ 5-2 商工業／ 5-3 観光／ 5-4 労働福祉
　６　良好な環境の形成
　　　		6-1 温暖化対策 ･緑化／ 6-2 環境保全 ･廃棄物
　７　市民生活の充実
　　　		7-1 コミュニティ ･市民公益活動／ 7-2 人権 ･男女共同参画／
　　　7-3 市民生活／ 7-4 文化芸術 ･生涯学習／ 7-5 スポーツ
　８　効率的な行財政運営の推進
　　　		8-1 行財政運営／ 8-2 情報発信

・計画の推進に当たって
　第１章　市民協働
　第２章　地方創生
　第３章　地方分権・広域化
　第４章　行財政改革
　第５章　地・学連携
　第６章　まちづくり全体に関わる指標
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4	第６次高槻市総合計画策定の主な経過

（1）�総合計画審議会

開催日 審議事項

令和 2年

第 1回
（1/7）

・正副会長の選任について
・会議の公開について
・第６次高槻市総合計画について（諮問）
・審議会の進め方について
・現行計画の検証について（報告）

第 2回
（2/10） ・第６次高槻市総合計画（行政素案）について

書面
（4/10） ・書面による意見照会（基本計画分野 1～ 3）

書面
（4/24） ・書面による意見照会（基本計画分野 4～ 8）

書面
（6/25） ・書面による意見照会（基本計画全体）

第 3回
（7/13）

・基本計画に係る書面調査結果報告について
・第６次高槻市総合計画（行政素案）について

第 4回
（8/6） ・答申について

※ 	4	月から 6	月にかけて計 3	回の審議会開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況を踏ま
えて中止とし、書面による審議会委員の意見照会を実施した。

（2）�総合計画策定委員会

開催日 審議事項

令和元年

第 1回
（5/15） ・策定方針・スケジュールについて

第 2回
（11/13） ・課題検討集、行政素案等について

令和 2年

第 3回
（8/18） ・素案について

第 4回
（11/4） ・パブリックコメントの実施結果等について
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4 第６次高槻市総合計画策定の主な経過

（3）�まちづくりに関する市民アンケート調査
　　・調査対象：18 歳以上の市民 5,000 人
　　・調査方法：調査対象を無作為抽出し、配布・回収ともに郵送
　　・回 収 数：2,358 人（回収率 47.2％）
　　・調査期間：平成 30 年 10 月 31 日（水）〜平成 30 年 11 月 30 日（金）

（4）�第 6 次高槻市総合計画（素案）に対するパブリックコメント
　　・ 募集期間：令和 2 年 9 月 23 日（水）〜令和 2 年 10 月 22 日（木）
　　・ 意見者数：個人　7 人、団体　1 団体
　　・ 意見件数：34 件

（5）�議会への報告など
　　・令和元年 12 月 総務消防委員会協議会
　　　第６次高槻市総合計画（行政素案）について
　　・令和 2 年 9 月 総務消防委員会協議会
　　　第６次高槻市総合計画（素案）について
　　・令和 2 年 12 月 市議会
　　　基本構想を市議会に提案・議決
　　・令和３年２月総合計画（基本構想及び基本計画）を決定

※  その他、令和 2 年 2 月から 3 月にかけて市民参加イベントの開催を予定していたが、新型コロナ 
ウイルス感染症の感染拡大の状況を踏まえて中止とした。

＜審議会会長から市長への答申＞ ＜審議会の様子＞
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5	高槻市総合計画策定条例

令和元年７月 12 日
条例第５号

　（趣旨）
第１条　この条例は、本市の総合計画の策定等に関し必要な事項を定めるものとする。
　（定義）
第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
（1）総合計画 総合的かつ計画的に、経営的な観点に立ち市政の運営を図るための計画で、基本構想

及び基本計画で構成するものをいう。
（2）基本構想 本市のまちづくりの目標となる将来の都市像を示す基本的な構想をいう。
（3）基本計画 基本構想を踏まえ、本市のまちづくりの方向性を示す基本的な計画をいう。
　（議会の議決）
第３条　市長は、基本構想を策定し、又は変更しようとするときは、議会の議決を経なければならない。
　（総合計画との整合）
第 ４条　市は、個別の施策に係る事項を定める計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合計画

との整合を図るものとする。
　（総合計画審議会）
第５条　市長の附属機関として、高槻市総合計画審議会（以下「審議会」という。）を置く。
２　  審議会は、市長の諮問に応じ、総合計画に関する重要事項について調査審議する。
３　  審議会は、委員 22 人以内で組織する。
４　委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
　（1）市議会の議員
　（2）学識経験のある者
　（3）関係団体を代表する者
　（4）市民
５　委員の任期は、第２項の諮問に係る調査審議の期間中とする。
６　前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
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5 高槻市総合計画策定条例

　（委任）
第６条　この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
　附 則
１　この条例は、公布の日から施行する。
２　高槻市附属機関設置条例（平成 24 年高槻市条例第 36 号）の一部を次のように改正する。
　　　　〔次のよう〕略
３ 　特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（高槻市条例第 328 号）の一部を

次のように改正する。
　　　　〔次のよう〕略
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6	高槻市総合計画審議会規則

平成 27 年 7 月 16 日
規則第 44 号

改正 平成 27 年 7 月 17 日規則第 49 号
令和元年 7 月 12 日規則第 13 号

令和元年 12 月 11 日規則第 44 号

　（趣旨）
第 １条　この規則は、高槻市総合計画策定条例（令和元年高槻市条例第５号）第５条第６項の規定に

基づき、高槻市総合計画審議会（以下「審議会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定め
るものとする。

　　　（令元規則 13・一部改正）
　（会長及び副会長）
第２条　審議会に会長及び副会長各々１人を置き、委員の互選によってこれを定める。
２　会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
３　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
　　　（令元規則 44・一部改正）
　（会議）
第３条　審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
２　審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
３　審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
　（部会）
第４条　審議会に、必要に応じて部会を置くことができる。
２　部会は、会長が指名する委員をもって組織する。
３　部会に部会長及び副部会長各々１人を置き、部会に属する委員のうちから会長が指名する。
４　部会長は、会務を掌理する。
５ 　第２条第３項及び前条の規定は、部会について準用する。この場合において、これらの規定中「会

長」とあるのは「部会長」と、同項中「副会長」とあるのは「副部会長」と読み替えるものとする。
６　部会長は、部会における審議の経過及び結果を審議会に報告しなければならない。
７　前各項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定める。
　　　（令元規則 13・令元規則 44・一部改正）
　（説明等の聴取）
第 ５条　審議会又は部会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴く

ことができる。
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6 高槻市総合計画審議会規則

　（庶務）
第６条　審議会の庶務は、総合戦略部において処理する。
　　　（平 27 規則 49・一部改正）
　（委任）
第 ７条　この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定

める。
　附 則
この規則は、公布の日から施行する。
　附 則（平成 27 年７月 17 日規則第 49 号）
この規則は、平成 27 年８月１日から施行する。
　附 則（令和元年７月 12 日規則第 13 号）
１　この規則は、公布の日から施行する。
２　高槻市行財政改革推進委員会規則（平成 24 年高槻市規則第 51 号）は、廃止する。
３　高槻市行財政改革推進本部規則（平成 27 年高槻市規則第 19 号）の一部を次のように改正する。
　　　〔次のよう〕略
　附 則（令和元年 12 月 11 日規則第 44 号）
この規則は、公布の日から施行する。
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7	高槻市総合計画審議会委員名簿

氏名 大学・団体名等（委嘱時） 選任区分

会長 林　　　宏昭 関西大学経済学部教授 学識経験のある者

副会長 松尾　　光洋 平安女学院大学子ども教育学部教授 学識経験のある者

青木　　和成 高槻市農業協同組合代表理事専務 関係団体を代表する者

五十嵐　秀城 市議会議員 市議会の議員

内山　　和久 大阪医科大学医学部教授 学識経験のある者

岡本　　華世 高槻市ＰＴＡ協議会会長 関係団体を代表する者

岸　　　兵太 一般社団法人高槻青年会議所監事 関係団体を代表する者

木野　　昌也 一般社団法人高槻市医師会会長 関係団体を代表する者

木本　　　祐 市議会議員 市議会の議員

国久　　昌弘 高槻市文化団体協議会顧問 関係団体を代表する者

倉橋　　隆男 社会福祉法人高槻市社会福祉協議会会長 関係団体を代表する者

越山　　健治 関西大学社会安全研究科・社会安全学部教授 学識経験のある者

島田　　洋子 京都大学大学院工学研究科准教授 学識経験のある者

杉本　　真一 高槻市市民公益活動サポートセンター
管理運営委員会委員長 関係団体を代表する者

高須賀　嘉章 高槻市コミュニティ市民会議議長 関係団体を代表する者

内藤　　雅代 高槻市ＰＴＡ協議会会長 関係団体を代表する者

新美　　英代 高槻商工会議所専務理事 関係団体を代表する者

真鍋　宗一郎 市議会議員 市議会の議員

馬渕　　晴彦 市民委員 市民

山口　　重雄 市議会議員 市議会の議員

吉田　　長裕 大阪市立大学大学院工学研究科准教授 学識経験のある者

和田　　聡子 大阪学院大学経済学部教授 学識経験のある者

和田　美砂江 市民委員 市民

※岡本華世委員は令和 2	年 6	月 8	日まで、内藤雅代委員は令和 2年 6月 9日から
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8 諮問書
8	諮問書

高戦み第４４６ 号
令和２年１月７日

高槻市総合計画審議会　会長　様

高槻市長　濱田　剛史

第６次高槻市総合計画について（諮問）

　第６次高槻市総合計画の策定に当たり、別添の第６次高槻市総合計画（案）について、
貴審議会の意見を求めます。
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9	答申書

令和２年８月６日

高槻市長
　濱田　剛史　様

高槻市総合計画審議会
会長　林　　宏　昭

第６次高槻市総合計画について（答申）

　令和２年１月７日付け高戦み第４４６号で諮問のあった第６次高槻市総合計画（案）に
ついて、審議を重ねてまいりました結果、別添の審議会案のとおり答申します。
　別添の審議会案及び下記の事項を尊重し、第６次高槻市総合計画の策定、計画の推進を
図られるようお願いいたします。

記

・   審議の過程で提起された多くの意見については、計画の推進に当たって十分参考にする
こと

・   計画策定後も社会環境は常に変動し、計画策定時に想定されなかった課題も生じうるこ
とから、計画で示す方向性を踏まえながらも、将来都市像の実現という基本に立ち、弾
力的に対処すること

149



資
料
編

10 高槻市総合計画策定委員会設置要綱
10	高槻市総合計画策定委員会設置要綱

（設置）
第 １条　市の総合計画の策定及び見直しに関し必要な事務を総合的かつ円滑に推進するため、高槻市

総合計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

（所掌事務）
第  ２条　委員会の所掌事務は、総合計画の策定及び見直しに係る総合調整に関することとする。

（組織）
第 ３条　委員会は、高槻市庁議規則（平成２７年高槻市規則第１６号）第２条第１項に規定する者をもっ

て組織する。
２ 　委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は市長を、副委員長は総合戦略部を所管する副市長

をもって充てる。

（委員長及び副委員長）
第 ４条　委員長は、委員会の会議を招集し、委員会の事務を総理する。
２ 　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理

する。

（幹事会）
第 ５条　委員会の所掌事務について検討・調整させるため、委員会に幹事会を置く。
２ 　幹事会は、委員長が指名する職員をもって組織する。

（意見の聴取）
第 ６条　委員会において必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聞くことがで

きる。

（庶務）
第 ７条　委員会の庶務は、総合戦略部において処理する。

（委任）
第 ８条　この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

附 則
この要綱は、令和元年５月７日から施行する。
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11	市のあゆみ

年 内容

昭和18年（1943） 高槻市誕生
（人口 31,615 人） 市営水道発足

昭和 23年（1948） 阿武野村と合併 　

昭和 25年（1950） 五領村と合併 市営葬儀開始

昭和 29年（1954） 市営バス営業開始

昭和 30年（1955） 三箇牧村と合併 　

昭和 31年（1956） 富田町と合併 　

昭和 33年（1958） 樫田村と合併 　

昭和 38年（1963） 人口 10万人を突破 　

昭和 39年（1964） 市民会館オープン

昭和 42年（1967） 市民の木「けやき」選定
市民の花「うのはな」選定 　

昭和 43年（1968） 市章制定 市立図書館（天神山図書館）開設

昭和 44年（1969） 人口 20万人を突破
第 1次総合計画策定 　

昭和 45年（1970） 第 1回高槻まつり開催

昭和 46年（1971） 休日診療所（現高槻島本夜間休日応急診療所）開設

昭和 48年（1973） 人口 30万人突破 　

昭和 52年（1977） 市民憲章制定 　

昭和 54年（1979） 　 JR 高槻駅前市街地再開発事業完成

昭和 55年（1980） 第 2次総合計画策定 　

昭和 59年（1984） 　 総合体育館開設

昭和 60年（1985） 人口 35万人を突破 大阪府三島救命救急センター開設

昭和 61年（1986） 　 総合スポーツセンター開設

昭和 63年（1988） 　 小寺池図書館開設

平成２年（1990） 第 3次総合計画策定 　

平成４年（1992） 　
文化ホール開設
第１回高槻シティマラソン
（現高槻シティハーフマラソン）開催

平成５年（1993） 市制施行 50周年 総合保健福祉センター開設
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11 市のあゆみ

年 内容

平成６年（1994） 総合センター・中央図書館・生涯学習センター開設
阪急京都線連続立体交差事業完成

平成８年（1996） 総合市民交流センター開設

平成 10年（1998） 萩谷総合公園開園

平成 11年（1999） 第 1回高槻ジャズストリート開催

平成 13年（2001） 第 4次総合計画策定

平成 14年（2002） 教育会館開設

平成 15年（2003） 中核市移行
市制施行 60周年

市保健所開設、市民公益サポートセンター開設
しろあと歴史館開設、うの花療育園開設
市民プール・芝生図書館・
芝生老人福祉センター複合施設開設

平成 16年（2004） 　
関西大学との地域連携協定締結
JR高槻駅北地区市街地再開発事業完成
阿武山図書館・阿武山公民館開設

平成 17年（2005） 　 平安女学院大学との地域連携協定締結
阪急上牧駅北特定土地区画整理事業完成

平成 18年（2006） 　
大阪医科大学（現大阪医科薬科大学）との地域連携協定締結
市営葬儀式場開設
特別救急隊の本格運用開始

平成 19年（2007） 　

大阪薬科大学（現大阪医科薬科大学）との地域連携協定締結
ワークサポートたかつき開設
子育て総合支援センター「カンガルーの森」開設
芥川河川防災ステーション開設

平成 20年（2008） 　 庄所子育てすくすくセンター開設

平成 22年（2010） 　 古曽部防災公園開園、弁天こ線橋開設

平成 23年（2011） 第 5次総合計画策定 今城塚古墳整備と今城塚古代歴史館完成

平成 24年（2012） パスポートセンター開設

平成 25年（2013） 市制施行 70周年 服部図書館開設

平成 26年（2014） 　 高槻市立臨時保育室開設

平成 28年（2016） 基本計画 28策定 JR高槻駅新ホーム・新西口改札の供用開始
JR高槻駅北東地区都市開発事業完成

平成 29年（2017） 　 高槻城築城 400年
新名神高速道路の高槻 JCT・IC 供用開始

平成 31年（2019） 安満遺跡公園一次開園
子ども未来館開設

令和 3年（2021） 第 6次総合計画策定 安満遺跡公園全面開園
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12	名誉市民

礒村　彌右衞門氏
（昭和 38 年 1 月 10 日　高槻市名誉市民表彰）

明治 23 年、高槻市西天川生まれ。
昭和 6 年の 5 か町村合併にあたって尽力し、新「高槻町」の初代町長に就任。
高槻の一層の発展と福祉増進等に向け、強固な信念をもって市制施行の実
現に努めた。市制施行後は初代市長、初代市議会議長に就任し、治山治水、
道路改修、産業、教育等、行政各般にその手腕を振るい、高槻市発展の礎
を築いた。（昭和 41 年逝去）

中井　啓吉氏
（昭和 38 年 1 月 10 日　高槻市名誉市民表彰）

明治 23 年、高槻市古曽部生まれ。
大正 9 年、磐手村議会議員に当選。昭和 2 年に磐手村長に選ばれ治績を
あげた。昭和 6 年、5 か町村合併の際には、反対派の説得に奔走し、新「高
槻町」の実現に貢献。新町制が施行すると名誉助役に推され、昭和 18 年
の市制施行後も引き続き助役を務めた。昭和 20 年、第 2 代高槻市長に選
任され、戦後復興と市民生活の安定に尽力した。（昭和 41 年逝去）

髙碕　達之助氏
（昭和 39 年 2 月 23 日　高槻市名誉市民表彰）

明治 18 年、高槻市柱本生まれ。
昭和 29 年、第一次鳩山内閣に経済審議庁長官として入閣。翌 30 年、衆
議院議員に初当選。以後 4 回の当選を果たし、第二次岸内閣時には通商産
業大臣、科学技術庁長官等を務めた。また、日中経済交流の基礎となる LT
貿易を実現させ、日中友好の架け橋となるなど、長年にわたり政財界におい
て数々の功績を残した。（昭和 39 年逝去）
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12 名誉市民

山崎　旭萃氏（本名　永井ハル）
（平成 7 年 6 月 15 日　高槻市名誉市民表彰）

明治 39 年、大阪市生まれ。
大正 4 年に琵琶の倉増旭陵門下に入り、同 11 年に自らの「山崎旭萃会」
を創立。高槻市には昭和 44 年から住まわれ、演奏会や講演を通じて地域
文化の発展にも大いに貢献し、また琵琶楽協会の理事、相談役等を歴任す
るなど指導的立場でも活躍した。平成 7 年、琵琶奏者として初の国の重要
無形文化財保持者（人間国宝）に認定された。（平成 18 年逝去）

村上　三島氏（本名　村上正一）
（平成 10 年 12 月 17 日　高槻市名誉市民表彰）

大正元年、愛媛県生まれ。
15 歳で書を志して書家の片山萬年氏に師事。日本を代表する書家として優
れた作品を発表する一方、昭和 36 年には日本書芸院理事長に就任するな
ど関係団体の要職を歴任し、平成 5 年には文化功労者として顕彰された。
同 10 年には書の道 70 余年の業績が称えられ、文化勲章を受章した。（平
成 17 年逝去）
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13	高槻市民憲章

昭和 52 年 12 月 5 日
制定

高槻市民憲章制定市民会議

前文

わたくしたちのまち高槻は、北は景勝摂津峡をいだく北摂連山につつまれ、 南は淀川の豊
かな流れに臨み、平和な風土に恵まれています。
わたくしたちのまち高槻は、祖先の心をしのばせる遺跡・史跡をはじめ、 多くの文化財を
もつ由緒のあるまちです。
わたくしたちは、この地にあつて、真に生きがいのある文教・福祉都市を建設し、 子孫が
誇りをもつて「わが郷土・高槻」と語り継げるよう、 明日への願いをこめて、ここに市民
憲章を定めます。

条文

１　高槻は　わたくしたちの　自治のまち
　　　わたくしたちは、市民としての自覚と責任をもつて、進んでまちづくりに参加します。
２　高槻は　心と心を　結ぶまち
　　　わたくしたちは、信頼と愛情を深め、すべての差別をなくし、自由と公正を守ります。
３　高槻は　住みよい環境　めざすまち
　　　わたくしたちは、あらゆる公害をなくし、生活の安全を守り、花と緑を育てます。
４　高槻は　生きるよろこび　燃やすまち
　　　わたくしたちは、体を鍛え、仕事に励み、明るい家庭と社会を築きます。
５　高槻は　文化の華を　咲かすまち
　　　わたくしたちは、人間性豊かな教養を高め、輝く市民の文化を創ります。
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14 都市宣言
14	都市宣言

（1）交通安全都市宣言決議
わが高槻市は、大産業都市大阪と文化都市京都の中間に位置し、近年産業交通の大動脈を背景として、
市勢の発展はめざましく、近時とみに人口並びに交通量の激増により、今後における交通災害の憂慮
は真に緊迫した状態である。
交通は、近代産業の源であり社会生活の足とはいえ、交通安全の実行は、単なる個人の願いではなく
広く全人類の悲願である。しかるに、年々増加する交通事情の悪化からいたましい被害者のある現在、
交通安全運動を一層強力に推進し、交通事故絶滅を期さなければならない。現下の交通地獄における
交通事故絶滅への道は遠くかつけわしく、毎日わが国のどこかで尊い生命を失なっているとき、交通
安全対策は一刻のゆうよも許されないのであります。
全市民の悲願を結集して一層強力な実践活動を推進するとともに人命尊重の方針を高くかかげ事故の
ない明るい都市建設を目指すものである。よって本市議会は、本市を交通安全都市とすることを宣言
する。

（昭和 41 年 2 月 19 日）

（2）暴力追放都市宣言
最近、暴力行為がますます増加する傾向を示し、いまや市民への大きな脅威となってきている。
健全で豊かな市民生活を望む市民にとって、反社会的な暴力行為は、断じて許すことはできない。よっ
て、ここに市民の総力を結集して明るく住みよい高槻市を実現するため「暴力追放都市」とすること
を宣言する。

（昭和 51 年 11 月 13 日）

（3）人権擁護都市宣言
人間は生まれながらにして自由であり、人間として尊ばれ、人間として生きていく権利を有しています。
私たちは、幾多の試練を経て、基本的人権の尊重を重要な柱とする日本国憲法を制定し、真に平和で
豊かな民主社会の確立をめざしてきました。しかし、現実をみたとき、歴史的流れや社会のしくみな
どにより、基本的人権はなお完全に保障されず、人権侵害の事実があとをたちません。
本市においては、高槻市民憲章を制定し、人権擁護の大切さをうたいあげ、すべての差別を許さない
まちづくりをめざしています。 その実現は、市をあげてのたゆまない日常的な取組みを通してこそ達
成されるものであると確信します。
よって、私たちは基本的人権の大切さを認識し、それを擁護していく活動を日常的に進めることを確
認し、人権を守り、自由と公正を守る明るく住みよい高槻市を実現するため、 ここに「人権擁護都市」
とすることを宣言します。

（昭和 53 年 12 月 22 日）
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（4）�非核平和都市宣言
世界の恒久平和は、人類共通の願いである。この当然の願いに反して、核兵器の保有、増強が続けられ、
人類の生存に深刻な脅威を与えている。わが国は、世界唯一の核被爆国として、その被害の恐ろしさ、
被爆者の苦しみを世界に向けて訴え、核兵器の完全廃絶に積極的な役割を果たさなければならない。
高槻市は、平和を愛する文化都市として、世界のすべての国が「持たず 作らず 持ち込ませず」の非核
三原則を厳守し、 地球上から核兵器が廃絶することを願い、ここに「非核平和都市」となることを宣言
する。

（昭和 58 年 3 月 22 日）

（5）�健康都市宣言
健康であること。それは、わたくしたちの永遠の願いです。快適な環境の中で、健やかに生活してい
きたいと望んでいます。この願望に向かって、わたくしたちは一人ひとりが健康づくりに心がけると
ともに、力を合わせより豊かで活力ある地域社会を築き、「健康で心ふれあうわがまち高槻」の実現に、
全市こぞって努力することを宣言します。

（昭和 63 年 12 月 19 日）
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15 市歌
15	市歌

昭和 22 年 10 月 15 日
制定

芳賀　武 詞
西川得了 曲

1 東真澄める淀の水 西ははるかに妙見の
眺めすがしき北摂に 誇る緑の健康地

沃野の幸の満つところ おお田園の高槻市
おお田園の高槻市

2 南なにわの黒煙 北にゆかしき京の街
のぞむも中に地をしめて 咲くや理想の新文化

真理の塔のたつところ おお文教の高槻市
おお文教の高槻市

3 今ぞ自由の陽を仰ぎ 民主あかるき勤労の
汗にこぞりてゆるぎなき 平和築かん大使命
希望の槌のなるところ おお躍進の高槻市

おお躍進の高槻市
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16	市章・市民の木・花・マスコットキャラクター

市章

大阪市と京都市の市章を組み合わせ、高槻の高をかたちどったもので、京阪両
都のちょうど中間に位置し、大きな役割を果たしながら、両都とともに発展す
る本市の姿をあらわしています。

市民の木「けやき」

「けやき」は、古名を「槻（つきの木）」「つきけやき」（強い木の意味）ともいい、
応永年間（1390 年ごろ）この地に大きな「槻」の木があり、その高さは 20 丈（約
60 メートル）にもおよび、昼間も暗いほど繁茂していたところから、地名も「高
月」から「高槻」というようになったと伝えられています。

市民の花「うのはな」

「うのはな」は、本市の史跡―玉川の里（所在地西面地区）に群生しています。
古来、玉川の里は、摂津の玉川として天下六玉川の一つに数えられ、卯の花や
月の名勝として有名で、平安時代歌道の隆盛に伴い、その歌枕として用いられ
ました。俳聖芭蕉翁はここを訪れて、次の句を残しています。
卯の花や暗き柳のおよびごし

高槻市マスコットキャラクター「はにたん」

市内にある「今城塚古墳」で出土した「武人ハニワ」がモデルです。
高槻市の魅力を全国に PR するため、「たかつき PR 係長」に就任しています。
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